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平成３０年度決算特別委員会会議録 

 

令和元年９月１９日（木） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １７：４７ 

 

○委員長 

 それでは、ただいまから平成３０年度決算特別委員会を開会いたします。この際、委員会の

運営方法についてお諮りさせていただきます。 

まず事前の通告にあった資料要求を行います。なお、通告以外の資料要求はその都度お諮り

していきます。次に執行部から議案の補足説明を受け、その後、審査に入ります。 

審査の方法といたしましては、お手元に配付しております審査基準のとおり審査を進めてま

いりたいと考えております。最初に監査委員の審査意見書に対する質疑、２番目に一般会計の

審査を行います。一般会計の審査につきましては、審査を効率的に進めるため、歳出は４つに、

歳入は一括して質疑をしていただきます。また原則として、質疑は質疑事項一覧表の記載順に

行っていただき、討論、採決については保留し、最後に行いたいと思います。３番目に特別会

計の審査に入ります。特別会計の審査につきましては、歳入歳出を一括して質疑を行っていた

だきます。なお、討論、採決につきましては、一般会計と同様に保留して、最後に行いたいと

思います。４番目に財産に関する調書、基金の運用状況に関する調査に対する質疑を行ってい

ただき、最後に一般会計から各特別会計の順に、討論、採決を行いたいと思います。以上のよ

うに委員会審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

ご異議がないようでございますから、そのように運営をさせていただきます。 

次に、９月３日開催の本委員会におきまして決定いたしました質疑の持ち時間制について改

めてお知らせいたします。委員１人当たりの質疑時間は５０分とし、各委員の残時間について

は、モニター随時表示いたしますとともに、各委員の質疑持ち時間が５分を過ぎたときには、

委員長よりお知らせいたします。また、おおむね１時間ごとに休憩を入れたいと思っておりま

すので、審査が円滑に進みますよう、委員並びに執行部各位のご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

次に、審査を行います過程で案件に関係のない職員の方は、事務に支障を来すことがないよ

うに、各職場で業務に当たっていただくようお願いいたします。 

次に、執行部の皆様に要望しておきます。本委員会がスムーズかつ能率的に運営できますよ

うに、各委員からの質疑に対しましては、その内容を確実に把握され、質問された部分に対し

てのみ、はっきりと的確な答弁をお願いいたします。また、各款の審査における所管課は必ず

前方に着席をし、答弁に備えていただきますよう徹底をお願いいたします。 

それでは、「認定第１号 平成３０年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」から「認定第

１２号 平成３０年度飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定」までの１２件を一括

議題といたします。お手元に配付しております資料要求一覧表のとおり、事前に資料要求の通

告があっております。執行部にお尋ねいたします。各委員から要求があっております資料は提

出できますでしょうか。 

○財政課長 

 各課にまたがりますので、私のほうから一括して回答させていただきます。資料要求一覧表

に記載されております資料につきましては、全て提出させていただきます。 

○委員長 

 お諮りいたします。各委員から要求がありました資料について、要求することにご異議あり
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ませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、執行部の資料の提出を求めます。資料の準備ができており

ます。案件に記載のとおりサイドブックス内のフォルダに資料を記載しておりますので、ご確

認をお願いいたします。それでは、執行部から補足説明を受けます。 

○財政課長 

 平成３０年度決算の概要について説明させていただきます。 

 平成３０年度飯塚市決算に係る主要な施策の成果説明書の５ページをお願いいたします。ま

えがきの中段以降に記載しておりますように、本市の平成３０年度の予算につきましては、効

率的かつ効果的な行政経営を目指すとともに、全ては市民と、その未来のためにという思いを

もって、住みたいまち 住みつづけたいまちであり続けるためのメリハリの利いた予算とする

ことを方針に編成し、事務事業を実施しました。 

この予算に基づき平成３０年度に実施いたしました「人権・市民参画」分野、「行政経営」

分野、「健幸・子育て」分野、「地域経済」分野、「教育・文化」分野、「都市基盤・生活基

盤」分野ごとの主な事業名を、後段部分のかぎカッコに記載しております。 

６ページをお願いいたします。平成３０年度の一般会計及び各特別会計の歳入、歳出決算額

及びその差引額の一覧を掲載しております。小型自動車競走事業特別会計で赤字決算となって

おり、令和元年度に繰上充用を実施していますが、それ以外の会計につきましては、黒字決算

となっております。 

その下の表は、普通会計ベースで算出する経常収支比率の５年分の推移を示したもので、平

成３０年度の経常収支比率は９７．２％と、平成２８年度以降、上昇傾向にあり、財政の硬直

化が進んでおります。速報値ではございますが、政令市を除く福岡県内２７市の中では経常収

支比率が高い順番から１０番目に位置しており、平均値の９４．５％を２．７ポイント上回っ

ている状況でございます。今回上昇した主な要因は、近年の大規模事業の財源として借入した

市債の償還金である公債費の増加によるものです。 

７ページをお願いいたします。一般会計決算にかかる主要な施策の成果説明でございまして、

決算の状況や歳入・歳出の状況について記載しております。 

「Ⅰ 決算の状況・決算規模の推移」の決算の状況につきましては、平成３０年度の歳入歳

出差引額、及びこれから翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支ともに黒字となっており

ます。また、地方自治法の規定により、この実質収支額のうち６億９２５７万４千円を財政調

整基金及び減債基金に積み立てております。 

「Ⅱ 歳入の状況」では、区分ごとに前年度との比較表を記載しております。市税、地方交

付税、寄附金などが増加しましたが、国庫支出金、財産収入、繰入金、市債などが減少したた

め、全体としては約２７億２千万円の減となっております。 

８ページをお願いします。款別の「主な歳入の状況」では、前年度との増減額の内訳と、そ

の説明を表の下に記載しております。そのうち、増減額が大きいものについて説明いたします。 

１款「市税」につきましては、一般会計歳入総額の約５分の１を占めておりますが、市たばこ

税などが減となったものの、個人市民税及び法人市民税などの増により、市税全体で約２億

６千万円の増となっております。 

９ページをお願いします。１１款「地方交付税」につきましては、一般会計歳入総額の約

４分の１を占めておりますが、地方交付税の合計で約２億７千万円の増となっております。普

通交付税は、基準財政需要額が公債費の増があったものの、合併算定かえの逓減による減や基

準財政収入額の増加による減があったため約６９００万円の減となっております。特別交付税

は、平成３０年度は豪雨災害があったため、その臨時の財政需要などが加味され約３億４千万

円の増となっております。 
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１１ページをお願いします。１５款「国庫支出金」につきましては、一般会計歳入総額の約

５分の１を占めておりますが、国庫支出金の合計で約１３億１千万円の減となっております。

国庫負担金において、障がい者自立支援給付費等負担金、子どものための教育・保育給付費負

担金などの増があったものの、生活保護費関係負担金、公立学校等施設整備費負担金などの減

により約５億４千万円の減となり、また、国庫補助金では、保育所等整備交付金の増があった

ものの、臨時福祉給付金関係の補助金、学校施設環境改善交付金などの減により約７億１千万

円の減となっております。 

１２ページをお願いします。１７款「財産収入」につきましては、平成３０年度は広大地の

売却がございませんでしたので、不動産売払収入の減などにより、合計で約３億５千万円の減

となっております。１８款「寄附金」につきましては、ふるさと応援寄附金の増、企業版ふる

さと応援寄附金の新規の取り組みなどにより、合計で約２１億５千万円の増となっております。 

１３ページをお願いします。１９款「繰入金」につきましては、財政調整基金繰入金は財源

不足を補うため５億円を取り崩しましたが、平成２９年度と比較し減となっているため、合計

で約２億６千万円の減となっております。なお、実質収支が１３億８５１４万５千円でしたの

で、結果的には、財政調整基金を取り崩さなくても黒字となっております。２２款「市債」に

つきましては、筑豊ハイツ再整備事業などにより商工債などで増となりましたが、小中学校統

合事業の完了などにより教育債などが減となり、合計で約３５億円の減となっております。な

お、次の１４ページに平成３０年度の市債の借入状況を掲載しております。 

１５ページをお願いします。「Ⅲ 歳出の状況」では、各款ごとに前年度との比較表を掲載

しております。総務費、商工費、公債費、災害復旧費などが増加しましたが、民生費、消防費、

教育費などで減少したため、全体としては約２６億３千万円の減となっております。 

款別の「主な歳出の状況」では、歳入と同様に、前年度との増減額の内訳と、その説明を表

の下に記載しております。そのうち、増減額が大きいものについて説明いたします。 

２款「総務費」につきましては、新庁舎建設事業費などが減となったものの、ふるさと応援

寄附金の増に伴う関連事業費の増、公民館が交流センターに変わったことで、教育費から総務

費に款を変更したことによる増などにより、合計で約１８億６千万円の増となっております。 

１６ページをお願いします。３款「民生費」につきましては、障がい児・障がい者に関する

給付費、災害救助費、私立認定こども園施設型給付費、椋本児童館建設事業費などが増となり

ましたが、経済対策臨時福祉給付金、私立保育所整備事業費補助金、若菜児童館建設事業、生

活保護費扶助費などの減により、合計で約６億７千万円の減となっております。 

１７ページをお願いします。７款「商工費」につきましては、筑豊ハイツ再整備事業費の増

などにより、約５億８千万円の増となっております。 

１８ページをお願いします。９款「消防費」につきましては、防災行政無線（移動系・同報

系）整備事業費などの減により、約５億３千万円の減となっております。 

１０款「教育費」につきましては、大分小学校大規模改造事業費、小中学校の空調設備整備

事業費、私立幼稚園施設型給付費などが増となりましたが、奨学資金貸付基金繰出金、若菜小

学校大規模改造事業費、幸袋地区・鎮西地区・穂波東地区の小中学校等の統合事業費などの減

により、合計で約４９億５千円の減となっております。 

１１款「公債費」につきましては、合併特例事業債、公共施設等適正管理推進事業債の元金

償還開始等による増、臨時財政対策債の元利償還金の増により、約４億８千万円の増となって

おります。 

１９ページをお願いします。１２款「予備費」につきましては、主に施設や設備の緊急な修

繕対応等の経費、急遽発生した公務災害や家屋の補償費などに、合計で約５４００万円を充用

し、決算額としましては充用した各款に含まれております。 

１３款「災害復旧費」につきましては、平成３０年７月豪雨災害に関する災害復旧事業で、
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合計で約７億６千万円を執行いたしました。なお、この災害復旧事業は、令和元年度に一部繰

越して実施しております。 

２０ページをお願いします。「Ⅳ 主要施策の成果」につきましては、「事務事業評価シー

ト」を活用いたしまして、当該事務事業に要した経費、概要及び目的、実施状況、目標達成度、

前年度評価時の改善策、今年度の実績及び成果と課題、次年度に向けた改善策について抜粋し

て、本年度は一般会計では、ほぼ全費目にわたって９８の事務事業を掲載しております。事業

ごとの内容の説明は省略させていただきますが、審査のご参考にしていただきたいと思います。 

１１８ページから、特別会計について記載しております。基本的には一般会計と同様の形式

の成果説明書となっており、各特別会計のそれぞれの目的に沿った事務事業を実施し、その決

算の概要を記載しております。特別会計ごとの内容の説明は省略させていただきますが、審査

のご参考にしていただきたいと思います。 

続きまして、１４２ページ以降に掲載しております決算資料について説明させていただきま

す。１４３ページをお願いいたします。この表は、決算額を会計ごとに前年度と比較したもの

でございます。一番下の合計の欄ですが、一般会計と１１の特別会計を合計いたしますと、平

成３０年度の歳入は１１１７億２８０１万２千円、歳出は１１０５億５１０７万２千円、歳入

歳出差引額は１１億７６９４万円の黒字となっております。 

このうち、小型自動車競走事業特別会計において１３億９３３７万１千円の赤字決算となっ

ており、令和元年度からの繰上充用金で赤字決算の処理をいたしております。なお、この額は

これまでの累積赤字額となりますが、平成２９年度赤字額と比較すると７１８０万５千円減少

しており、これは平成３０年度単年度で見れば黒字であったことを示しております。 

１４４ページをお願いいたします。この表は、平成２１年度以降の地方債現債高の推移をま

とめたものでございます。平成３０年度の普通会計では、前年度と比較すると、学校教育施設

等整備事業債、過疎対策事業債、臨時財政対策債などで増加しておりますが、公共事業等債、

合併特例事業債を含む一般単独事業債、緊急防災・減災事業債などの減少により、普通会計で

は約１４億２千万円減少しております。 

特別会計では、新地方卸売市場整備事業を実施している地方卸売市場特別会計、立体駐車場

の大規模改修事業を実施している駐車場事業特別会計で増加しておりますが、他の特別会計は

減少しております。市長部局全体では約１３億９２９９万９千円の減となっております。 

１４５ページをお願いいたします。この表は、平成２８年度末から平成３０年度末までの基

金の状況についてまとめたものでございます。一般会計の積立基金の一番上、財政調整基金の

平成３０年度末残高は約８２億２千万円で、前年度末より約３７００万円の減となっており、

その一段下の減債基金は約７１億４千万円で、前年度末より約４億５千万円の増となっており

ます。一般会計の基金全体では約３億５千万円の増、特別会計を含んだ市長部局の基金全体で

は約８億２千万円の増となっております。 

次の１４６ページに、基金の運用状況について記載しております。左の表では、預金・債

券・貸付金の運用区分ごとの平成２９年度末及び平成３０年度末の現在高を記載しており、右

側の表に平成３０年度の預金利子及び運用収入等の内訳を記載しております。収入額につきま

しては、大口定期預金等による預金利子が２５９８万２千円、国債による運用収入が１億

５１２８万９千円となっております。 

１４９ページをお願いいたします。この表は、他市と比較が可能となる普通会計の決算状況

及び財政指数等の１０年間の推移をまとめたもので、右端の列に平成３０年度の決算状況につ

いて記載しております。上から３つ目の普通会計の歳入から歳出を差し引いた形式収支は、約

１６億７千万円、翌年度に繰越す財源を差し引きました２段下の実質収支は、約１３億９千万

円の黒字となっております。経常収支比率についてはまえがき部分で説明いたしましたが、そ

の他の財政指数等については説明を省略させていただきます。 
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 １５０ページをお願いします。別表７の健全化判断比率は、地方公共団体の財政状況を４つ

の指標で表し、財政の早期健全化や財政再生の必要性を判断するものでございます。実質赤字

比率及び連結実質赤字比率につきましては、公営事業会計の一部で赤字となりましたが、普通

会計及び市の会計全体としては赤字となりませんでしたので、実質赤字比率、連結実質赤字比

率ともに数値の記載はございません。 

次に、実質公債費比率につきましては、普通会計における地方債の元利償還金や公債費に準

ずる債務負担行為などの準元利償還金に充てる一般財源の程度を示す指標で、平成３０年度は

４．３％となっております。また、将来負担比率につきましては、普通会計の地方債残高のほ

か、公営事業や一部事務組合、公社等への負担も含めた、将来本市が負担すべき実質的な負債

の程度を示す指標で、平成３０年度は１９．７％となっております。実質公債費比率、将来負

担比率とも早期健全化基準の数値を下回っております。 

別表８の公営企業の資金不足比率につきましては、公営企業会計ごとの事業規模に対する資

金不足額の程度を示すもので、平成３０年度は全ての公営企業会計におきまして、資金不足額

はありませんでしたので、数値の記載はございません。 

１５３ページをお願いします。この表は、一般会計の歳出を性質別に平成３０年度と比較し

たものです。人件費、物件費、補助費等、公債費、災害復旧費などが増となりましたが、扶助

費、繰出金、普通建設事業費などの減により、一般会計の歳出全体としましては減となってお

ります。 

１５４ページから１６９ページにかけまして、市税、医療費助成、生活保護、市有土地売払

収入、債務負担行為、地方消費税交付金、国民健康保険税の推移などの資料を掲載しておりま

す。説明は省略させていただきます。以上で、決算概要の説明を終わります。 

○委員長 

 補足説明が終わりましたので審査に入ります。最初に監査委員の審査意見書に対する質疑を

許します。質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

休憩１０：２４ 

再開１０：２５ 

委員会を再開いたします。 

 「認定第１号、平成３０年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」の質疑に入ります。款ご

とに行います。まず、第１款議会費及び第２款総務費について８８ページから１１２ページま

での質疑を許します。なお、質疑をされる際には、事項別明細書のページ数と費目、質疑事項

を示して質疑をされますようお願いいたします。 

まず、質疑事項一覧表に記載されております。８９ページ、一般管理費、自主研究グループ

について、制度の問題について、土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 ８９ぺージ、総務管理費、一般管理費の自主研究グループについて、制度の問題についてご

質問させていただきます。まず自主研究グループ支援事業の目的を教えてください。 

○人事課長 

 自主研究グループの支援事業の目的につきましては、市政に関する事項について、職員相互

の啓発意欲の向上を図るために、自主的な研修・研究活動を行う職員グループの活動に対して

必要な支援を行うための制度となっております。 

○土居委員 

 それでは支援内容を教えてください。 
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○人事課長 

 １グループ５万円を限度といたしまして、図書、資料、教材等の提供または貸与、または講

師のあっせん、派遣、続いて研究活動に必要な会場の提供、その他研修所長が必要と認める支

援について行っております。 

○土居委員 

 それでは、平成３０年度の実績は１件となっておりますが、支援を受けた自主研究グループ

の取り組み内容と、この制度をどのように活用しているか教えてください。 

○人事課長 

 平成３０年度の実績は１件でございますが、入庁２年目の職員６名で編成されるグループに

よるリノベーションまちづくりをテーマに、現地確認等を行いながら１年間の研究活動を行っ

ております。研究成果につきましては、年度末に活動報告会を設けまして、希望職員に対して

１時間程度の発表を行い、研究成果の共有、研究グループのモチベーション向上、プレゼン力

の強化等の人材育成のツールとして活用しているところでございます。 

○委員長 

 次に、８９ページ、一般管理費、音楽大学設立調査担当参与報酬について、川上委員の質疑

を許します。 

○川上委員 

 共産党の川上直喜です。８９ページ、総務費、総務管理費、一般管理費、音楽大学設立調査

担当参与報酬について、３０６万円の決算額です。調査のテーマを伺います。 

○秘書課長 

 音楽大学設立調査担当参与につきましては、一般社団法人福岡音楽大学設立の会と連携して、

音楽大学設立に関する調査研究等を行うこととしております。具体的な調査研究の内容といた

しましては、他の音楽大学の状況といたしまして、大学の特色、学費、入学者数、学生確保の

見通し、就職先等の調査、また他自治体等の事例調査、大学の立地場所の選定調査などを行う

こととしております。 

○川上委員 

 どういう手法で行っていますか。 

○秘書課長 

 他の音楽大学の状況を把握するため、大学の特色や学科、定員数、学費、在籍者数や独自の

奨学金制度、就職先の状況等につきまして、インターネットによる検索や新聞記事の情報を基

に情報収集を行い、比較検討を行っております。また、他自治体等の事例調査につきましては、

昨年４月２７日に九州看護福祉大学を誘致いたしました実績がある熊本県玉名市を本市担当参

与と秘書課長が訪問し、学校法人が設立されるまでの流れや、開校までの全体スケジュール等

に関する聞き取り調査及び大学の視察を行いました。また、昨年１１月２５日にイイヅカコス

モスコモンで開催されました第４２回全九州高等学校音楽コンクールの出場校の先生及び生徒

に対しアンケート調査を実施し、生徒の高校卒業後の進路に対する考え方等について調査を行

っております。 

○川上委員 

 法人とはどういう協議をしているか、状況をお尋ねします。 

○秘書課長 

 平成３０年４月以降、設立の会の委員会の一つであります大学運営研究委員会の要請があれ

ば、本市も出席し、協議を行っております。昨年４月２５日に開催されました大学運営研究委

員会には、本市から担当参与と秘書課長が出席し、開学までのスケジュールや、各高校等への

アンケート調査の項目等について協議を行いました。また、本市が調査を行った他の音楽大学

の特色や学科、定員数、学費、在籍者数や、独自の奨学金制度、就職先の状況等について、設
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立の会と確認を行うなど、情報共有を行ってまいりました。さらに、設立の会の意向により、

昨年１１月１日に設立の会と本市によります第１回基本構想協議会を開催し、本市が調査した

資料や設立の会が調査したアンケート結果等を基に、設立の会が策定する福岡音楽大学設置基

本構想の内容について意見交換及び協議を行いました。この基本構想協議会は、その後、本年

２月と３月、６月に開催し、双方による内容の精査、確認、協議を重ね、本年６月に福岡音楽

大学設置基本構想案及び福岡音楽大学基本構想資料（案）として取りまとめを行ったところで

ございます。現在は、大学の設立に向けての大きな課題の一つであります学校法人の選定につ

いて、設立の会と協議を行っているところでございます。 

○川上委員 

 その中で、この調査担当参与はどういう役割を果たしていますか。 

○秘書課長 

 設立の会の担当との協議等について、その窓口となっております。 

○川上委員 

 どこに机があって活動していますか。 

○秘書課長 

 秘書課の執務内におります。 

○川上委員 

 毎日出勤して来るんですか。 

○秘書課長 

 月間おおむね１７日程度の出勤となっております。 

○川上委員 

 掛ける１２が年間の、休日もあるでしょうけど。調査を行なった大学はどこがありますか。 

○秘書課長 

 全国に４年制の音楽単科大学が１２校ございますので、そういったところの、先ほど申し上

げました定員数や入学者数等の調査を行っております。 

○川上委員 

 ネットで調べただけのところと、実際に訪ねて行って調査をしたところとあるでしょう。玉

名市は現地に行ったと思うんだけど、その辺は内訳がわかりますか。どこに行ったのか、どこ

はネットだけで調べたのか、わかりますか。 

○秘書課長 

 事例調査として調査に伺ったところは、先ほどご答弁しました熊本県玉名市のほうになりま

す。それ以外の、先ほど言いました全国の４年制の音楽単科大学中１２校、また学部等を含む

大学で行けば全国３６校ありますので、そういったところの情報についてはインターネットや

新聞等で情報収集いたしました。 

○川上委員 

 そうすると、福岡県内に平成音楽大学というのがあるでしょう。そこは行ってないですか。

どこにあるかわかっていますか。 

○秘書課長 

 熊本県にございます。 

○川上委員 

 高校の進学調査、希望調査をしたということなんだけど、その結果はどのような感じですか。 

○秘書課長 

 先ほどご答弁しました昨年１１月のイイヅカコスモスコモンでのコンクールでの調査の結果

でございますが、学生４７人中３０名からのアンケート回収を行っております。アンケート結

果につきましては、既存の音楽大学等に興味がある学生が５２％、音楽大学に進学したいと回
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答した学生が３５％、また福岡県内に設置された場合、興味があると答えた学生が６０％、ま

た県内であれば受験したいという回答をした学生が１４％という結果になっております。 

○川上委員 

 高校生だけではないかもしれませんけど、音楽大学に行って、就職の展望はどうですか。そ

このところは調査が届いていますか。 

○秘書課長 

 先ほど言いました全国１２校あります音楽単科大学の就職先一覧ということで、先ほど言い

ましたようなインターネットの情報ということで収集はしておりますけども、音楽教室とかバ

レー教室の講師をされている方や一般企業等に就職された方、さまざまな結果が出ております。 

○川上委員 

 もう少しリアルに把握できていませんか。音楽大学ではないけれども、教育系の大学を出て、

４０歳にも５０歳にもなるのに正職に就けずに、半年先が自分がどこで働けるかわからないと

か、１年後はもちろんわからないというような方たち少なくないんですよね、専科の先生たち

でも。今のくらいしか調べてないですか、１年間かかって。 

○秘書課長 

 すみません。統計的な数字に対しては出しておりません。 

○川上委員 

 という状況の中で、一般に音楽大学の需用というのはどういうふうに調査していますか。 

○秘書課長 

 一つのデータでございますが、九州地区から音楽系大学、短大への進学者数ということで、

平成２９年度の数字になりますが約３２０名の方がそういった音楽系の大学や短大へ進学して

いるという数字は確認しております。 

○川上委員 

 ３２０人が行っているということは、定数は３２０あるということと思うんですね。入試だ

とかあると思うんだけど、希望数はどの程度ですか。 

○秘書課長 

 設立の会が実施しましたアンケート調査の数字を基に考えますと、福岡県内に音楽大学があ

れば進路の選択として考えますかというふうな問いに対しましては、６５％の生徒が興味があ

ると回答したというところの数値はございます。また、受験したいと言った学生が１０％、興

味がないといった学生が１５％、そういった状況でございます。 

○川上委員 

 さっきの３２０名が実際に勉強を始めた方ということなんだけど、どれぐらいが応募して、

３２０人は全員卒業したんですか。 

○秘書課長 

 すみません。そこまでははっきり把握しておりません。 

○川上委員 

 まだ中間の取りまとめまで行っていないということのようですね。 

○秘書課長 

 取りまとめといたしましては、先ほどご答弁の中でお話ししました設立の会が策定いたしま

した基本構想、それと基本構想資料（案）といったものについては取りまとめを行ったという

ところでございます。 

○川上委員 

 そういう構想の取りまとめ、構想案という取りまとめがあるにもかかわらず、一番大事な需

用、それからそこで修学した人たちが、後にどういうふうに、活躍とかよく政府は気楽に言う

けど、実際に生活ができる道が切り開かれているかどうかっていうのは大事でしょう。そうい
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うのがまだ基本構想の中にはないと。一番中心部分がないということだろうと思うんですね。

そこで、あと少し聞きたいんだけど、飯塚市の音楽大学設立調査というのは、担当参与がいる

ということはわかるんだけど、どういう体制で設立調査を行っているんですかね。 

○秘書課長 

 設立の会との協議につきましては、総務部長、また私、秘書課長、そして委員おっしゃいま

した担当参与、３名が中心になって取り組んでおります。 

○川上委員 

 総務部長と秘書課がこの問題に当たるのはなぜですかね。大体昔やったら、企画調整部の総

合政策とか、何かそういうところだと思うんだけど、秘書課というのはそういうことができる

状況ですか、業務量としては。 

○市長 

 確かに今質問者おっしゃいますとおりそういう流れになりましたが、ちょうど私が市長にな

りまして、特命事項、なってすぐに飯塚市が例えば情報の公開、それから市役所や市のＩＴ化

がおくれているというように思ったときには、担当課任せにせずに特命部署として、秘書課の

ほうに情報推進係を置きまして、直接自分の進捗管理が行き届く中で対応させてきました。そ

れが一定、形になりましたので、方向性も含めた形で今の情報政策課のほうに、今度はまた戻

しました。今おっしゃいますとおり、この音楽大学設置につきましても、設立の会の打ち合わ

せ、そして、いろんな打ち出す、今、正面から壁を感じていることについても今、本当に学生

が来てくれるのか、それから就職等の出口の見通しがしっかりあるのか、まさに設立の会、そ

して学校法人等々と調整をしていて一番難航しているところがそこでございます。その段階で

すが、そういうことについての分は、担当課にポンと任せても難しいと思いまして秘書課に置

いておりますが、もし、これ仮定の話で申しわけありませんが、具体化して前に進むような形

になれば、別の専門部署で取り組みをさせるというような形をとりたいと思っております。今

言いましたような取り組みの内容の難しさ、そして急ぎ取り組むべき課題について、私が市長

になりましてからは、特命として秘書課の中にその担当の係等を置いて取り組んでいる、その

ような状況がございます。 

○川上委員 

 それで今言ったような体制で市は臨んでいると。相手方の設立の会はどういう陣容でこの問

題に取り組んでいるんですか。 

○秘書課長 

 設立の会につきましては、先ほど言いました大学の設立に向けた基本構想の取りまとめや、

関係機関との連絡調整を行うための組織としまして、大学運営研究委員会というのを設置して

おります。そこで、入られております委員の方と協議をしております。 

○川上委員 

 何人ぐらいで、専従している人は何人ぐらいいるんですか。 

○秘書課長 

 先ほど言いました大学運営研究委員会、こちらについては、委員の数は７名という形になっ

ておりますが、その中から主に窓口として打ち合わせをさせていただく方は２人程度、２人か

ら３人程度というところでございます。 

○川上委員 

 ２人から３人というのは専従ですか、非常勤ですか。 

○秘書課長 

 専従ではございません。 

○川上委員 

 じゃあ、専従はいないんですね。 
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○秘書課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 こちらに３人、相手が２、３人と。専従はうちの担当参与だけということですね。討論で指

摘するとは思いますけど、大学を設立するというのは非常に大変なんですね。森友学園とか、

加計学園とか、無理に無理を重ねてあの始末でしょう。市長特命だとかいうのが一番悪いと思

いますよ。片手間、事態だけが進んでいくということになりかねない。話が決まったらポジシ

ョンを充てるというような話でしたけど、いわば市長案件というのが非常に危険だと思います。

指摘しておき、質問を終わります。 

○委員長 

 次に、９８ページ、地域振興費、定住促進成果について、住民票異動時のアンケートについ

て、土居委員の発言を許します。 

○土居委員 

 ９８ページ、総務管理費、地域振興費の定住促進成果について、住民票異動時のアンケート

についてお尋ねいたします。決算書９８ページ、定住化促進事業について、決算成果説明書

２８ページにも示されておりますが、本事業の概要についてご説明願います。 

○総合政策課長 

 本事業は、本市の定住人口の維持と人口減少の抑制に寄与すべく、移住定住の促進に向けた

相談ＰＲ等を行うものでございます。平成３０年度に実施いたしました内容といたしましては、

首都圏におきましては、福岡県が東京都千代田区のふるさと回帰支援センターに設置しており

ます福岡よかとこ移住相談センターにおいて開催されました移住定住相談会並びに江東区、ビ

ッグサイトにおいて開催されましたＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェアにおいてブースを

設置いたしまして、移住相談とＰＲを実施いたしております。また、県内におきましては、福

岡市において開催されました福岡スマイルフェアにおいてブースを設置し、移住相談とＰＲの

実施を行っております。この計３回が平成３０年度の促進事業の主な内容でございます。 

○土居委員 

 それでは、それらの促進事業では具体的にどのような活動を行っていますか、また実績はど

のようになっていますか、教えてください。 

○総合政策課長 

 先ほど答弁いたしましたいずれのイベントにつきましても、移住定住をテーマとしたものと

なっており、他の自治体と同様に、出展者という形で参加をいたしております。また、昨年

１０月から開始いたしました定住自立圏連携事業として、それらの会場におきましては、嘉飯

圏域定住自立圏としてブースを設置し、当課職員がイベントの来場者に対して嘉飯圏域のＰＲ

を行っております。また興味を持っていただいた方と直接面談することで、より具体的な相談

や説明を行っております。個別相談等の実施と実績といたしましては、首都圏の２会場で

２５組３２名、福岡市の会場で１５組３２名となっております。またイベントにおいては、移

住定住に限らず、嘉飯圏域の物産、観光など、本圏域の魅力をあわせてＰＲし、圏域として、

さらには本市の認知度向上に努めております。 

○土居委員 

 それでは、本事業の成果をどのように捉えておられますか、教えてください。 

○総合政策課長 

 移住定住に係るイベントにこられる皆様にもいろいろな理由がございます。また、年齢や現

状の生活様態もさまざまでございますので、相談がすぐさま本市への移住に直結するというこ

とはほぼないといったことが正直な現状でございます。しかし、平成３０年度においてご相談

いただきました１組の方は、引き続きご相談を継続しているというケースもございますので、
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ＵＩＪターン希望者に向け、地道ではありますが継続して取り組んでまいります。また相談を

いただきました皆様にはアンケートをお願いしており、さらにはご相談者の具体的なお話やご

意見から、移住定住施策の充実に向けてのアイデアをいただくこともございますので、それら

についても成果と捉えております。なお、平成３０年度の本市の社会増減につきましては

１６８人の減ではございますが、地域別の状況におきましては、東京圏においては転入が

２７０人に対して、転出が４２９人、１５９人の減、福岡県域においては転入が１０２１人に

対し、転出が１３５７人、３３６人の転出超過という状況であり、筑豊地域やその他の地域か

らの転入超過の状況を、東京圏や福岡地域への転出超過が飲み込んでいるといった状態でござ

います。このような状況分析から、本事業の目標である定住人口の維持と人口減少の抑制に向

けては、転出超過となっている地域に向けたさらなる充実した取り組みが必要であると考えて

おります。 

○土居委員 

 移住定住に関連して、住民票異動時のアンケートを行っているということですが、どのよう

なものか教えてください。 

○総合政策課長 

 本年度、策定作業を行っております次期まち・ひと・しごと総合戦略の参考資料として、

３月下旬から４月上旬の住民票異動の多い時期に、市民課と各支所の市民窓口課と連携をいた

しまして、住民票異動時の異動の手続にこられたお客様に対して、アンケートと返信用封筒を

配付する形で実施をいたしております。アンケート内容といたしましては、年齢など回答者の

属性に始まり、前住所の自治体名や住宅の種別、異動の動機や決め手、飯塚市の印象等につい

て伺う内容となっております。データの集約や検証につきましては現在作業中でありますが、

総合戦略策定に関するその他の市民アンケートとあわせて活用していくことといたしておりま

す。 

○委員長 

 次に、９８ページ、地域振興費、コミュニティバス等の運用について、吉田委員の質疑を許

します。 

○吉田委員 

 ９８ページ、総務管理費、地域振興費、コミュニティバス等の運行費について、まず予約乗

り合いタクシーの運行状況についてお伺いいたします。予約乗り合いタクシーの予約受け付け

についての質問になりますが、平成３０年度の成果説明書３０ページの概要にもありますとお

り、高齢者の交通救済及び交通空白地域の居住者の支援を目的として、市内８地区の各地域内

において、利用者が希望する時間に目的地に配送する。運行専用の予約回線をそなえた予約セ

ンターで予約を受け付けられているということは承知しております。予約センターの予約時間

は、７時半からの受け付けを開始されております。朝は電話の受付件数が多いため、予約しよ

うとしても電話がつながらない状況で、頻繁にかけても、後でつながったときには希望の日時

が予約できないということを伺っております。この点について改善ができないのか、お答えを

お願いします。 

○地域振興課長 

 予約センターにおいては、平日の７時半から１６時３０分において予約を受け付けておりま

す。予約を受け付けておりますオペレーターは予約受付の電話が午前中に多いことから、午前

に４名、午後に３名を配置しております。予約乗り合いタクシーの利用者数は現在も増加して

いることや、利用者が予約になれてきていることから、質問者が申されますように、朝の時間

帯においては予約の電話が集中し、電話がつながりにくくなっている状況が発生していること

が考えられます。ご指摘の点に関しましては、朝の予約受付状況を調査、把握した上で、何ら

かの改善策を講じることについて、コスト面の問題も含めて委託先事業者と協議したいと考え
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ております。 

○吉田委員 

 登録利用者が増加しているということで、今後は予約の専用電話を構えている業者さんのほ

うにお願いするということですけど、利用される方々はいろんな用件で利用されております。

ＪＲの乗り継ぎの方、病院の予約時間、買い物、通学、出勤等ですが、早朝の早い時間に、

７時半から８時前に電話が集中しているようなので、この時間帯のみでの増員、オペレーター

増員、ここら辺を強く要望しておいてください。 

次に、地域交通の機関のあり方について、まず運行方法の検討について伺います。地域内交

通の手法について、地域により異なりますが、現在、地域内で交通機関として、予約乗り合い

タクシーと各地区でまちづくり協議会の買い物ワゴンが運行している状況が見られます。地域

により、地形、設置、配置、利用状況が異なっているため、このため１２地区中学校単位程度

の各地区にあわせた交通手段の確立を実施する必要があるのではないかと考えます。個々の地

域特色を生かした交通計画を検討すべきではないかというところも考えております。お考えを

お聞かせください。 

○地域振興課長 

 従来から運行している予約乗り合いタクシーも、まちづくり協議会が運行している買い物ワ

ゴンも、運行コース設定、乗降場所等の運行計画や利用状況などにおいて、各地区で特徴や傾

向が見られます。質問者が申されますように、令和３年度以降の新たな運行計画を検討するに

当たっては、それらの実績や特徴などを踏まえながら、それぞれの地区に適した運行形態とな

るよう努めていきたいと考えております。 

○吉田委員 

 ただいまの説明のとおり、地域内交通の検討について、コミュニティ交通の検討は各地区の

住民代表者が、飯塚市地域交通協議会に参画して、地域の状況や要望等を運行計画に反映する

ように協議されていると思いますが、各地区の民生委員、福祉委員などが参入している場合で

も、地域交通に関する意見などが出ていると聞いております。そのような方々や地域の会合か

らも意見を聞き反映できれば住民にとってよりよい交通機関になるのではないかと考えており

ます。この点はいかがでしょうか。 

○地域振興課長 

 コミュニティ交通の運行計画を協議しております飯塚市地域公共交通協議会におきましては、

各地区のまちづくり協議会から１名ずつ、計１２名の委員に地域住民代表として参画していた

だき、各地区の意見や要望等の取りまとめをお願いしているところです。現在、各地区のまち

づくり協議会では、買い物ワゴンの運行などを検討するための部会が設けられ、民生委員や福

祉委員の方々が協議に参加されております。今後の本市の交通体系の検討に際しましては、そ

のような地域に密着した会合等にも参加させていただきまして、さまざまな関係者のご意見を

お聞きしたいと考えます。 

○吉田委員 

 次に、運行の見直しについてお尋ねしていきます。コミュニティ交通の利用者は年々お年を

とられ、利用状況も変化しております。それに伴い、コミュニティ交通に求められるものも

年々変化していくと考えられます。現在の交通体系を固定化するのではなく、見直しを行いな

がら、そのときどきの最適化を努めるべきではないかと考えておりますが、この辺については

いかがでしょうか。 

○地域振興課長 

 コミュニティ交通につきましては、３年スパンで運行計画、交通体系等の見直しを行い、そ

のときどきの利用状況等を踏まえて課題解決や利便性向上に努めています。質問者が申されま

すように、時間の経過とともに利用者も変化いたしますし、民間交通機関の運行状況、商業施
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設等の環境などの社会的な状況も変化しております。今後も、その時節の社会情勢、利用状況、

住民ニーズにあった運行を行うために、必要に応じて改善を行っていきたいと考えております。 

○吉田委員 

 お願いしておきます。先ほどの答弁の中に、コミュニティ交通の運行計画を協議しておりま

す飯塚市地域公共交通協議会につきましては、各まちづくり協議会から１名ずつの計１２名、

それと各地区の意見要望をとりまとめる上で、買い物ワゴンの運行についてはまちづくり協議

会の中で民生委員さん、福祉委員さんの協議が参加されておりますと答弁いただきました。こ

の会議の参加者の方々は、地域のお世話をされている方々たちでございます。ほとんどがご自

身で運転されている方々でありますので、利用されている方のご意見聴取を掘り下げていただ

き、それは買い物ワゴン等の地域の皆様、民生委員さん、福祉委員さん、こちらのほうがより

近いところにおられますので、利用者の。そこの声を十分反映した上で、今後の運行計画等の

見直しを行っていただけたらと要望しておきます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１１：０４ 

再開１１：１４ 

委員会を再開いたします。 

 ９８ページ、地域振興費、菰田地区活性化事業費の基本方針と測量委託の成果及び今後につ

いて、吉田委員の質疑を許します。 

○吉田委員 

 決算書の９８ページ、総務管理費、地域振興費の菰田地区活性化事業費、総額約２３００万

円、これについてご質問いたします。まず菰田地区活性化の事業費の概要について説明をお願

いいたします。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 飯塚市の中心拠点の一つしてふさわしいまちづくりを進めるに当たって、今後の菰田・堀池

地区のまちづくりの指標となる基本的な考え方をまとめた菰田・堀池地区活性化基本方針を平

成３０年１２月に策定しました。基本方針では、菰田・堀池地区の現状と課題、菰田・堀池地

区活性化基本方針に関連する上位計画との関係、菰田・堀池地区における課題への対策につい

て、コンセプトや空間づくりに当たっての配慮事項、活性化の実現に向けての踏まえるべき方

向性について整理しています。この方針を策定するに当たり、菰田・堀池地区活性化基本方針

策定支援委託料３０９万５２８０円を支出しています。また、菰田・堀池地区活性化に向けた

事業計画策定の基礎資料とするため、ＪＲ飯塚駅周辺と地方卸売市場敷地を区域とする現地調

査測量を行い、ＪＲ飯塚駅周辺測量業務委託料１９７３万５２０円を支出しています。 

○吉田委員 

 ただいま、ご説明いただきました菰田・堀池地区活性化基本方針の中で、飯塚駅の位置づけ

はどのように整理されておりますか。また地元住民の皆様のご意見はうかがわれましたか、お

答えください。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 菰田・堀池地区活性化基本方針策定に当たり、地域住民の意見を反映したまちづくりを推進

することを目的として、平成３０年２月から平成３０年９月にかけて、ＪＲ飯塚駅周辺地区活

性化を考える会を開催しております。この会の活動目的は、会員である地域住民自身が飯塚市

地方卸売市場敷を含めたＪＲ飯塚駅周辺地区の現状把握、問題点や課題の抽出及び整理してそ

の分析や対策を考え、目指すまちづくりの方向性の意見集約を行い、市に提言することとなっ

ており、平成３０年１０月にＪＲ飯塚駅周辺地区活性化を考える会から市に提言をいただいて

おります。市としましては、ＪＲ飯塚駅周辺地区活性化を考える会からの提言を踏まえ、菰
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田・堀池地区活性化基本方針を策定しており、まちづくりのコンセプトの一つとして、交通ネ

ットワークを生かしたにぎわいのあるまちづくりと定めております。さらに、ＪＲ飯塚駅の交

通結節機能の強化、ＪＲ飯塚駅と飯塚市地方卸売市場敷間の回遊性向上を定めております。 

○吉田委員 

 すみません。追加でお尋ねしますが、ＪＲ飯塚駅周辺の地区活性化を考える会、これの人員

配置、人数、それとどのような方がこの委員に選ばれたのか、その辺についてわかりますか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 ＪＲ飯塚駅周辺地区活性化を考える会は約３０名の人員から構成されております。人員構成

の内容になりますけど、主に菰田まちづくり推進協議会の会員の皆様、堀池自治会長会であっ

たり、堀池地区のまちづくり協議会であったりというふうなことで、地元の方々から選出をし

ていただいております。 

○吉田委員 

 地元の菰田、堀池の方々が３０名ほどで協議されたということでございます。ＪＲ飯塚駅周

辺の活性化を考える会、この当会からの提言内容についてご説明をお願いします。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 提言書の内容でございますが、ＪＲ飯塚駅の交通結節機能の強化、飯塚市地方卸売市場の移

転敷地を活用したまちづくり、長期未整備となっている都市公園の再配置、ＪＲ飯塚駅と地方

卸売市場敷間の回遊性向上、恵まれた広域交通軸を生かし、都市連携の拠点づくり、民間活力

の積極的な活用を図ることが提言書の内容となっております。 

○吉田委員 

 ただいまの説明の提言書の内容ですけど、菰田・堀池地区を活性化するためには、ＪＲ飯塚

駅周辺の整備が不可欠であると思っております。この飯塚駅周辺整備については、ＪＲ九州と

の協議が必要だと考えますが、現在まで市とＪＲ九州の協議についてはどのような状況ですか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 ＪＲ飯塚駅周辺整備や菰田・堀池地区の活性化の実現に向けて必要であると考えており、交

通拠点である飯塚駅周辺を中心に、広域公共交通のネットワーク強化も必要だと考えておりま

す。現状のＪＲ飯塚駅は駅構内や西側駅前広場と駅舎の間に段差があり、スロープ等も設置さ

れていないため、バリアフリー化がされていない状況です。また、ＪＲ飯塚駅を挟んで市街地

が東西に分かれており、東西の歩行者動線についても、階段での昇降が必要な人道跨線橋によ

り接続されている状況です。ＪＲ九州との協議についてですけども、菰田・堀池地区活性化基

本方針策定後、平成３１年１月１０日、平成３１年４月９日、令和元年７月２２日にＪＲ九州

本社にて、菰田・堀池地区活性化基本方針の内容説明に加え、飯塚駅が抱えている課題につい

て協議を行いました。ＪＲ九州としても、駅構内等がバリアフリー化されていないなどの問題

について認識しており、駅前広場と駅舎との整備について引き続き協議を行っていまいりたい

と考えております。 

○吉田委員 

 ＪＲとの協議の上、進めていくということでございますのでよろしくお願いします。今後の

菰田・堀池地区の活性化についての対応について、取り組みをどのように考えておられるのか

お答えをお願いします。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 本年度は卸売市場周辺道路等整備の基本設計を発注するとともに、ＪＲ飯塚駅周辺整備に伴

うＪＲ九州との協議をし、また事業に対する国庫補助事業の導入に向けて、都市再生整備計画

の策定に関し、福岡県都市計画課や関係部署との協議を進めてまいりたいと考えております。 

○吉田委員 

 この菰田・堀池地区につきましては、先週の同僚議員の一般質問でも市場跡地について数多
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くご質問並びに答弁をお伺いしました。飯塚市の中心市街地の南側に位置するこの菰田・堀池

地区であります。駅の整備も重要でありますが、私は市の保有する炭都ビル跡地、市場跡地の

有効利活用の方向性をどうするのかが重要になってきております。ＪＲの１つ手前のこの地域、

ここですね。新飯塚駅周辺のように、正面西口には商店街が遠賀川方向に伸び、商店街が飲食

店に姿を変え、日暮れになると平日、休日問わずににぎわっております。東口については大型

マンション建設ラッシュで空き地がないような状況で、おのずと駐車場も空いてないような状

況で、人口が増大しております。さらにはスーパーマーケット、フードウェイも進出してきま

して、皆さん御存じのとおり新飯塚駅周辺は見事に繁栄しております。このような、市内でも

実例がありますことから、今からは交通の利便性のよい飯塚駅周辺にもちろんなるはずでござ

います。今後、今からも菰田・堀池地域の意向を伺いながら慎重に進めることを要望し、質問

を終わります。 

○委員長 

 次に、同じく９８ページ、地域振興費、菰田地区活性化事業費について、川上委員の質疑を

許します。 

○川上委員 

 同じテーマですけれども、先に測量調査委託料が出ておりますけども、目的と成果をお尋ね

します。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 測量の成果につきましては、菰田・堀池地区活性化に向けた事業計画策定の基礎資料とする

ため、ＪＲ飯塚駅周辺と地方卸売市場敷地を区域とする現地調査測量を行っております。その

測量成果を基に、今後、事業計画策定に向けての基礎資料となっております。 

○川上委員 

 堀池地区も含むんですかね。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 基本的に菰田地区活性化と呼んでいるんだけど、菰田・堀池地区というニュアンス、認識で

いいですか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 そこで、先ほど吉田委員の質問に対して、基本方針を策定したということも答弁ありました。

それで、策定支援委託料があるんですけれども、委託先はどちらですか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 菰田地区活性化基本方針策定支援委託として、受注者は、独立行政法人都市再生機構になり

ます。 

○川上委員 

 先ほど地域の考える会ができていて、提言までいただく経過があるんだけど、その委託先が

この地域の皆さんと生で話し合ったり、アンケートをとったり、そういうなことはどういうふ

うにやったかお尋ねします。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 地域と話す際には、独立行政法人都市再生機構、それと市と地元の方々と同時にワークショ

ップ等を開催しております。主にワークショップにつきましては、市と地元の方々との意見交

換が主になっております。都市再生機構の役割としては、その部分のワークショップの支援と。

資料をつくったりとか、そういったところになります。 
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○川上委員 

 私は、立岩交流センターのときにそういうワークショップをかなり努力、意識して頑張った

というふうに認識あるんだけど、それと同じような感じで頑張ってきているということですか

ね。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 ワークショップにつきましては、やはり地元の抱えている課題であったり、今後の菰田活性

化における方向性の集約というようなことで、地元の意見を吸い上げることについては同じで

あるというふうに考えております。 

○川上委員 

 むしろ基本的には地元が主役でつくり上げていくのを支援すると、飯塚市を支援するという

のが予算の執行の関係ではあったと思うけど、考え方としては、地元を支援するということか

な。それで、この基本方針の中に、私は５つの視点がどのようになっているかっていう問題意

識が強いんですけど、もともと菰田・堀池地区は、ここを活性化させきらなければ、飯塚市は

どこを活性させるのかっていうくらい条件があるところだと思うんですよ。それで、まず駅に

ついては、基本方針の中でどのように位置づけられておるのかお尋ねします。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 委員おっしゃられるとおり、やはり地元の意見としては、飯塚駅中心としたまちづくりのこ

とについて意見が出ております。やはり今回、菰田・堀池地区活性化基本方針におきましても、

交通ネットワークを生かしたにぎわいのある拠点づくりとして、基本方針の中にＪＲ飯塚駅の

交通結節点の機能の強化というふうに整理をしております。 

○川上委員 

 もう一つは、水害対策がどのように位置づけられているか、熊添川もあるし、碇川もある。

過去苦しめられてきた経過の中で、活性化とこの水害対策、抜本対策は切っても切り離されな

いと思うけど、基本方針の中でどうなっていますか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 基本方針の中には、具体的に水害対策については記載はございません。ただし、今委員おっ

しゃられるとおり、菰田・堀池地区の浸水対策というのにつきましては、今、県であったり、

国であったりと、それと市の事業ございますので、連携を図りながら協議していきたいと考え

ております。 

○川上委員 

 ３点目は２０１号バイパスをどういう位置づけにしているかっていうことなんですけど。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 まちづくりのコンセプトとして挙げております交通ネットワークを生かしたにぎわいのまち

づくりというふうなことで、菰田・堀池地区はやはり交通機能というのが幸いにも整っており

ますので、ＪＲ、そしてバス、２０１号バイパスとの連携が必要だというふうに考えておりま

す。 

○川上委員 

 ４点目は、先ほど出ておりましたけど、買い物というか、お出かけというか、飯塚病院に行

ったり、市立病院に行ったりとかいうようなこと、買い物もありますけど、このことについて

はどういうような考え方が書いてありますか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 繰り返しになるんですけども、菰田・堀池地区活性化基本方針におきましても、にぎわいの

ある拠点づくりと。ワークショップの中でも、駅の東側の方々から西側のアクセスがどうも悪

いというふうな意見がございました。やはり新飯塚駅を事例に挙げまして、あのように、新飯

塚駅のように東西の分断が解消すればいいなというふうな意見もございましたので、今回、Ｊ
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Ｒ飯塚駅の交通結節点の機能の強化というのが、いわゆるまちのにぎわいにつながるのかなと

いうふうには考えております。もともと卸売、炭鉱が元気で、飯塚駅も中核を担い、そのころ

卸売で頑張っていた地域だと思うんだけど、現状はそういうわけにはなかなかいかないところ

があるんですけど、小売りの業者をささえていくというのがかなり重要と思うんですね。そし

て、先ほどから言っている４つのおおもとには住宅だと、私は考えるんですよ。にぎわうとい

うのは人が集まるからにぎわうわけで、大きい商業施設があったらよそから来て、中はにぎわ

っていますよ、外はにぎわっていませんでは、菰田流れも立ち行かなくなる危険もある。それ

で、卸売市場の跡地問題は、住宅とそこだけに住宅つくるってわけじゃないけども、住宅づく

りとリンクした中でという視点が要ると思うんだけど、基本方針の中では何か住宅、人が住む

スペースのエリアの問題については書いてありますか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 地元のワークショップの中では、菰田・堀池地区が立地適正化の中心拠点というふうなこと

で、やはりにぎわいのある施設に対して、その周辺で住居が張りついたりとか、そういうふう

なまちづくりになればいいなというふうな意見が出ておりました。今回、その部分につきまし

ては、地元に対して、今後の整備について報告をしていきたいなというふうに考えております。 

○川上委員 

 基本方針策定に当たって、合併協定Ａ項目の３番目反して、穂波地内に新庁舎をつくらなか

ったんですよね。これが最初のというか、活性化対策の最初の一歩を出なかったというふうに

言えると思うんですよ。こうした中で、今ゆめタウンが卸売市場の跡地を手に入れたいという

ような話になっているんだけど、既に基本方針の中で、卸売市場の跡地を大型商業施設に誘致

してというような構想が入っているんですか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 基本方針策定の際につきましては、大型商業施設という具体的なものはございませんでした。

ただ、基本方針の中のコンセプトとして、飯塚市地方卸売市場の移転後の敷地を活用したまち

づくり、また周辺の活性化につきましては、民間活力の積極的な活用というふうなことが、地

元の意見としてございましたので、そこについて整理をしている状況でございます。 

○委員長 

 次に、９９ページ、電算管理費、自治体クラウド電算システム使用料について、クラウドに

接続している台数と内訳について、奥山委員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 ９９ページの第２款、総務費、総務管理費、電算管理費についてお伺いいたします。この中

の自治体クラウド電算システム使用料のところですけども、その前に私が、クラウドというと

「雲」という形で、雲をつかむような話で申しわけございませんが、私も自宅のパソコンでネ

ットをしておりますけれども、今、それぞれ個人の皆さんがパソコンの中の写真だとか、デー

タであるとか、そういうのをクラウドのほうに預けてあるというふうに思います。私もプロバ

イダーではなくて通信会社のほうに写真とかファイルとかに預けております。これは当然、自

宅ではそこを見たり書きかえたりできますけれども、外でもできるというのが売りですね。今

５ギガバイト、無料の範囲内ですけども、やっておりますけども、それを超えるとまた月額幾

らということで発生しますけども、自治体クラウドについてはかなり大きな、金額も３億

９００万円ということで大きいんですけども、一体どういうものになっておるのかということ

をちょっとお伺いしたいと思います。まずクラウドについてご説明をいただきたいと思います。 

○情報政策課長 

 自治体クラウドについてご説明をさせていただきます。自治体クラウドとは、電算システム

を庁舎内で管理、運用していたものを、地震などの災害に強く、セキュリティ面にもすぐれた

外部のデータセンターにおいて、複数の自治体が共同で管理運用し、通信回線を経由して利用
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できるようにする取り組みのことでございます。特に、複数の自治体が一体となって電算シス

テムの集約と共同利用を推進し、保守業務等の効率的運用を図ることにより、大きな割り勘効

果が期待できるものでございます。メリットといたしましては、サーバー等の運用及び業務の

標準化によるコストの削減とセキュリティレベルの向上でございます。本市におきましては、

平成２４年から自治体クラウド導入への取り組みを進め、７団体による自治体クラウドを平成

２８年１月から開始いたしております。 

○奥山委員 

 それでは、７団体ということですので、資料をもらっておりますが、飯塚市、直方市、大川

市、うきは市、遠賀町、芦屋町、長崎県大村市、この７団体というように思います。契約の内

容についてお伺いいたします。 

○情報政策課長 

 契約の内容といたしましては、事業者が自治体クラウドとして構築した住民基本台帳や税、

福祉などの基幹系業務及び財務会計やグループウェアなどの内部情報系の業務システム等を利

用するサービス利用契約となっております。 

○奥山委員 

 ちょっと難しゅうございましたけども、次に、自治体クラウドに接続してあるパソコンの台

数についてどのくらいかお伺いします。 

○情報政策課長 

 本市におきましては、現状で住民基本台帳や税、福祉などの基幹業務を取り扱う基幹系業務

にシステムに接続するパソコンが５０８台、それ以外の内部事務などを取り扱う内部情報系の

業務システムに接続するパソコンは１０８２台となっております。 

○奥山委員 

 最初にも少しお話ししましたが、当然、サーバーをこの７団体で利用されているということ

で、当然割り勘という話がありましたけども、それぞれ今申し上げました飯塚市、直方市、ず

っとありますけども、それぞれの自治体の規模がその中でもあるかと思います。当然、規模に

応じた契約だろうというふうに思いますし、今、台数、５０８台から１０８２台ということで

お答えいただいたんですが、台数も当然その自治体の規模に応じて接続してる台数がそれぞれ

違うというふうに思いますけれども、台数もかなり１６００台近くありますけれども、パソコ

ンの台数を減らすことで、経費の縮減というものを図れるんじゃないかと私は思うんですけど

も、今後、経費の縮減等、取り組みがありましたらお聞かせ願います。 

○情報政策課長 

 パソコンにつきましては業務に不可欠なものとなっておりまして、各課の要望等に応じて、

その必要性やほかの業務との兼用について検討した上で余剰が出ないよう配置しておりますの

で、台数のほうを減らすことは難しいものと考えております。なお、今後の経費縮減への取り

組みでございますが、現在、自治体クラウドを構成する７団体で情報共有や共同利用に関する

会議を開催しておりますので、共同利用の推進によるさらなる割り勘効果や自治体クラウドの

環境を生かした業務の効率化及び経費の縮減について検討してまいりたいと考えております。 

○奥山委員 

 最後、要望になりますけども、業務の効率化ということがありましたが、昨今ＡＩというも

のが業務にかなり取り入れられるんじゃないかということで、各自治体、全国でも進んでおり

ますので、それも参考にしていただいて、じきそういう検討されるときがありましたらよろし

くお願いします。要望にとどめます。 

○委員長 

 次に、１０１ページ、人権・同和推進費、同和会館・人権啓発センターデイサービス事業と

介護のデイサービスの違いについて、土居委員の質疑を許します。 
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○土居委員 

 １０１ページ、総務管理費、人権・同和推進費の同和会館・人権啓発センターデイサービス

事業と介護のデイサービスとの違いについてお尋ねします。決算書１０１ページに隣保館デイ

サービスとありますが、介護のデイサービスとどう違うのか、主だった点で結構ですのでお尋

ねします。 

○人権・同和政策課長 

 隣保館でのデイサービス事業と介護のデイサービス事業の違いでございますが、主だった点

では、まずそれぞれの事業の根拠法令の違いや、根拠法令の違いによる事業目的、対象者など

が違っております。根拠法令で申しますと、隣保館デイサービス事業は社会福祉法第２条の社

会福祉事業で、隣保館設置運営要綱の特別事業となります。一方、介護のデイサービス事業は、

介護保険法第８条に位置づけられるもので、通所介護となります。また、事業の目的について

は、隣保館デイサービスが創作、軽音楽、日常生活訓練などを行うことにより、その自立を助

長し、生きがいを高める事業であることに対し、介護のデイサービス事業は、利用者の能力に

応じた日常生活ができるよう、生活機能の維持または向上を目指すもので、必要な日常生活上

のお世話や機能訓練を行うことにより、利用者やご家族の心身の負担軽減といったことが主な

目的となります。また、事業の対象者についても、隣保館デイサービスが障がい者及び高齢者

等を対象としているのに対し、介護のデイサービス事業は、居宅要介護者と要支援者が対象と

なっております。 

○委員長 

 次に、同じく１０１ページ、人権・同和推進費、人権・同和推進事業費について、川上委員

の質疑を許します。 

○川上委員 

 １０１ページ、人権・同和推進費、人権・同和推進事業費、２２８２万８千円についてお尋

ねします。これは同和対策推進団体補助金が同額となっております。補助金の交付額の推移を

お尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 過去３年ということで回答のほうをさせていただきます。総額のほうで申しますと、ただい

まありました２２８２万８千円、平成３０年度決算に対しまして、昨年度決算が２３５２万

６９３３円、平成２８年度決算が２３４７万３６３８円ということになります。過去３年の推

移になります。 

○川上委員 

 人権・同和推進事業費という中に、補助金以外の費目がないでしょう。それはどういう事情

なんでしょうか。 

○人権・同和政策課長 

 人権・同和推進事業費におきましては、人権対策、また同和対策、いわゆる部落差別解消対

策を推進する事業に対する団体補助金、こういったものを個々の事業として事業費の中で組ん

でおりますので、この部分以外につきましては、事業費の中では事業として組み入れてないも

のでございます。 

○川上委員 

 この決算書見ると、したがって予算書もそうだったんだけど、飯塚市の人権・同和推進事業

というのは、全て同和対策推進団体、つまり部落解放同盟と全日本同和会に対する補助金のこ

とですよということなるわけね。飯塚市はそういう政策を今とっているわけですか。 

○人権・同和政策課長 

 現在この事業の中では、委員おっしゃられますようにこの２団体に対する補助金の交付額が

決算額となって出ているところではございます。ただ、こちらのほうの補助金につきましては、
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市の補助交付要綱に基づき申請をいただき、対象となったものに対して交付のほうを行ってお

りますので、決算としては２団体ではございますが、これがこれからもずっと２団体であるか

どうかというのは現時点でははっきりと申すことはできない状況です。 

○川上委員 

 そこは聞いてないんですよ。飯塚市の人権・同和推進事業というのがあるわけね。その財政

出動は２２８２万８千円で、その全てがこの２団体に対する補助金のことであるという、ほか

に事業がないということじゃないのかということを聞いているわけですよ。 

○人権・同和政策課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 確認しますよ。飯塚市の人権・同和推進事業というのは、この２団体に対してお金をやる行

為が、補助金渡す行為が対策事業であると。人権・同和推進事業であると。そのことだという

ことですね。もう一回、答弁を求めます。 

○市民協働部長 

 申しわけございません。この予算上の人権・同和推進事業費というのが非常に、読んだとき

に大きな予算のくくりの名称になってしまっておりますが、飯塚市としては人権・同和政策に

ついては補助金以外にもやっております。ただ、ここの名称につきましては、人権・同和推進

事業費という大きなくくりでありながら、その内訳としては団体補助金しかないということで

ございますので、そこについては今後の課題として、この名称のあり方については課題として、

見直しも含めて検討してまいります。 

○川上委員 

 市長、副市長、この予算の立て方、決算のやり方は、名は体をあらわすじゃないけども、い

わゆる、あなた方の言う同和対策は、とにかくこの２団体に金額に応じてお任せしますという

ことだし、相手側からすれば、飯塚市の人権・同和推進事業というのは自分たちがやるんだと。

それ以外がやるんかというような関係に読み取れるわけですよ。だから、ちょっと表記を改め

るとかいうような、この間は公文書書きかえると言ったね。そういうもので対応するようなも

のじゃないんですよ。だから、体質がここにあらわれていないかということをお尋ねします。 

○市民協働部長 

 繰り返しの答弁になりますけれども、ここの名称のつけ方が、今、質問委員が言われますよ

うに、非常に飯塚市の人権・同和政策全ての対象としたような事業費の名称となっております

ので、ここについては今後ちょっと見直しをさせていただきたいということと、今言われます

ように同和対策推進団体の補助金が全て飯塚市の人権・同和政策のイコールということではも

ちろんございません。 

○川上委員 

 今、見直すと言ったでしょう。見直さないといけないようなことがなぜ起こったと思います

か。 

○市民協働部長 

 申しわけございません。今までの経緯等、そういった資料がございませんので、ちょっと答

えることができません。申しわけございません。 

○川上委員 

 そうしたら、過去の経緯もわからないで、見直すと答弁したんですね。大丈夫ですか、過去

の経緯。行政は継続で正しいことを積み上げてくるんじゃないんですか。あなた方の立場から

言えば。議会でポンと言われたら見直しますと。そういうことなんですか。私は見直せとかま

だ言ってない。あなた方は、そういうようなものが出てくるというのは、そういう体質がある

からじゃないかっていうことを聞いているわけですよ。それに答えないで、見直します、見直
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しますってくるじゃないですか。決算の審査にならないでしょう。そういう体質があるからで

はないかということを市長と副市長に聞いたんですよ。飯塚市の人権・同和推進事業は、全部

この２団体に丸投げしているという姿がここにあらわれているんじゃないのかということを聞

いているんですよ。見直すとか見直さないとかまだ聞いてない。 

○市民協働部長 

 あくまでも、ちょっと表現の仕方については見直していきたいと思っていますけれども、今

ここで言う人権・同和推進事業費というのは丸投げではございませんで、あくまでも市の補完

事業を担っていただいている団体に対する補助金ということでございます。 

○川上委員 

 そうしたら、人権・同和にかかわる事業の補完をしておりますという団体、あなた方がそう

いうに言っている団体が、飯塚市の事業で適正に行われるはずの事業の妨げになっている場合

は、補助金を交付するかどうかお尋ねします。それでも補助金を出すのかお尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 まず、この補助金の目的でございますけれども、こちらの補助金は住民の自主的、組織的な

教育活動を促進し、住民みずからの教育水準、福祉の向上を図るため、人権部落差別解消行政

と整合性を保ち、部落差別問題の速やかな解決に資するための費用について、この補助金で交

付しているものでございます。妨げる行為、こういったものがあった場合にこの補助金を交付

するのかどうかということでございますけれども、具体的にどういった内容の妨げなのか、そ

のことによってもまた若干変わってこようかと思います。本当に補助金を支出すべきでないも

のなのか、もしくは、そうではないものなのか、協議や検討などによって改善できるものなの

か、そういったことによっての違いがあるかと思いますので、一概に交付しません、交付しま

すということはちょっと答弁をいたしかねるところです。 

○川上委員 

 平成１３年度までは少なくとも地域改善対策、特定目的の住宅があったんだけれども、それ

がそれ以降、一般化したわけですよね。それ以前のことを問うてもいいんだけど、少なくとも

一般化した後、飯塚市は公営住宅法及び市営住宅条例に基づいて、適切に一般公募しなければ

ならなかったんですよ。これは、この間ずっと指摘をしております。法に基づいてしなければ

ならないのにしないというのは、法令違反状態にあるということなんです。だから私は３月の

予算議会で片峯市長に２つの提案をしたじゃないですか。１つは、一般公募を直ちにやると。

違反状態解消できるでしょう。２つ目は、解放同盟の推薦であろうと、全日本同和会の推薦で

あろうとなかろうと、本当に住宅に困窮する市民があった場合には、随時入居を認めていくと

いう。団体の推薦とか関係なしに、現状で、現実を置かれている状況に応じた特別措置という

か、随時入居を認める制度をつくったらどうかって提案したでしょう。そうしたら、どういう

答弁があったかというと、関係団体と協議しますっていうことなんですよ。それ以前の答弁と

同じことがずっと続いているわけです。この２つの状況を見れば、部落解放同盟が、あるいは

あなた方が市政推進のために補助金を出しているはずの団体が、事実上の妨げになっていると

いうこと。そう考えるのが当然じゃないかと思うんです。そういう現実が今あるのではないん

ですか。 

○人権・同和政策課長 

 旧地域改善対策住宅の入居にかかる手続に関してでございますけれども、こちらのほうは国

の通知もあり、担当課のほうで現在取り組んでいるということで聞いておりますので、本補助

金の交付については問題はないものと考えます。 

○川上委員 

 さっきは、何か問題があった場合は補助金について交付するかどうか検討するという答弁だ

ったと思うけど、この個別事例が出てきたものに対しては問題がないというふうに今答弁した
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わけですよね。だから、全般については問題があれば見直しますと。でも、これについては問

題はなさそうだと。だから、これによる補助金の見直しはしないという答弁だったろうと思う

んだけど、そうであるかどうかについては住宅のところで議論しますので、事実関係が究明さ

れたときには、補助金を出し続けることが妥当であるかどうか検討してもらいたいというふう

に述べて、この質問を終わります。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１２：００ 

再開１３：００ 

 委員会を再開いたします。 

 １０２ページ、男女共同参画推進費、女性活躍応援啓発事業の成果と課題について、金子委

員の質疑を許します。 

○金子委員 

 １０２ページの総務費、男女共同参画推進費の女性活躍応援啓発事業についてお尋ねいたし

ます。まず事業の概要、目的についてお尋ねいたします。 

○男女共同参画推進課長 

 平成２７年８月に成立した女性の職業生活における活躍の推進に関する法律では、女性の個

性と能力の十分な発揮と並んで、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が基本

原則に定められました。本市においても、女性活躍や働き方の見直しの推進などを企業におけ

る経営上の重要戦略ととらえ、イクボス推進事業を実施しました。イクボスとは、部下のワー

クライフバランスを考慮し、個人の人生と企業の業績両立を成立させることを目指す経営者や

管理監督者のことです。イクボスを実践する経営者や管理監督者が、男女問わず仕事と生活が

両立できる環境整備を行い、多様性のある働き方を構築することで、事業所の課題である人材

の確保や育成を効果的に行うことができると考えています。 

○金子委員 

 それでは、このイクボス宣言、具体的な事業内容について教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 福岡県地域女性活躍推進交付金を活用し、イクボス養成マニュアルを５００部作成し、女性

の活躍推進に向け、市職員や嘉飯圏域内の事業所を対象にイクボス養成研修会やイクボス事例

発表会を開催しました。また、イクボスを普及させるための広報誌として、嘉飯圏域の事業所

で活躍するイクボスのインタビュー等を掲載した飯塚イクボスマガジン（嘉飯桂取り組み事例

集）を１千部作成し、イクボスの推進に取り組みました。 

○金子委員 

 その成果はあったかどうか教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 本年３月に、民間事業者が発起人となり、嘉飯桂イクボス同盟が設立され、現在、イクボス

宣言をした事業所が９者加入されています。 

○金子委員 

 私もこのイクボスに関するイクボスマガジンやマニュアルを見せていただきましたが、今後

の課題等や具体的な方法をお尋ねいたします。 

○男女共同参画推進課長 

 平成２８年、２９年に実施した飯塚市女性の労働状況に関する事業所調査によると、中小企

業と小規模の事業所では、人的、財政的に余裕がない状況から、女性活躍の取り組みを実施す

る事業所が少ないことが確認されました。本市のイクボス推進事業や国、県が行う事業の情報

提供を行うことにより、事業者における女性活躍の取り組みを推進するとともに、嘉飯桂イク



２３ 

ボス同盟と連携し、イクボス宣言事業所をふやし、継続して研修会の開催や広報誌の作成によ

り、課題検証や経営者、管理者の意識改革を行うなどの取り組みを行ってまいります。 

○金子委員 

 私もこの冊子を読ませていただきまして、まず女性と職業や生活に関する活躍の推進に関す

る法律から基になっているということでしたが、女性の働き方だけでなく、女性、男性、性別

に関係なく、また年齢にも関係なく、働き方について考える機会になるんだなというふうにし

っかり思います。では、来年度のイクボス推進事業についてお尋ねいたします。 

○男女共同参画推進課長 

 イクボスの推進につきましては、経営者や管理監督者の意識改革が必要不可欠であることか

ら、引き続き取り組んでいきたいと考えておりますが、具体的な事業内容につきましては、こ

れまでの事業成果を踏まえ、今後検討してまいります。 

○金子委員 

 これ、とても難しいことだなと思います。人の意識みたいなところを変えていかなくちゃい

けないことだと思いますが、丁寧な取り組みをよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、同じく１０２ページ、男女参画推進費、法律相談・一般相談の成果と課題について、

金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 では続きまして、同じく１０２ページの総務費、男女共同参画推進費の法律相談、また一般

相談の成果と課題についてお聞きいたします。まず、その対象者と相談方法についてお尋ねい

たします。 

○男女共同参画推進課長 

 市内に在住、在勤、在学する女性を対象に、女性を取り巻くさまざまな悩みについて専門相

談員に相談し、助言、指導を基に問題解決に向けたエンパワーメントにつなげることを目的に

実施しております。相談方法は、事前予約や予約優先での受け付け、法律相談は女性弁護士、

一般相談は女性相談員との面談形式により実施しております。 

○金子委員 

 それでは、平成３０年度のそれぞれの相談件数、相談内容についてお知らせください。 

○男女共同参画推進課長 

 平成３０年度の法律相談の相談件数は４１件、一般相談では３７件となっております。相談

の内容につきましては、法律相談では夫婦の問題が一番多く、相続に関すること、不動産に関

することの順になっております。一般相談につきましては、夫婦の問題、親子の問題、ＤＶに

関する問題の順になっております。また、相談日以外にＤＶ相談等で来庁される方もいらっし

ゃいますが、その場合は、担当課職員がお話をお聞きし、その方の状況によって福岡県の配偶

者暴力相談支援センター嘉穂鞍手、警察、関係課等と連携して対応を行っております。 

○金子委員 

 私の知人、友人も、いろんな人生経験をされておりまして、相談したくてもやっぱりどこに

行っていいのかわからない、また自分しか、この悩みは自分だけのものなんだっていうふうに

思っていますが、大変それが相談しにくいというような状況があるようです。なので、少しで

も相談しやすいような環境をつくっていくことが必要とないかなと思いますが、その相談によ

る成果と課題について、お尋ねいたします。 

○男女共同参画推進課長 

 女性は結婚や出産、育児等のライフイベントにより生活スタイルが変わることで影響を受け

やすく、生活上の困難に陥ることも少なくありません。法律相談では、専門的な知識や助言を

行い、一般相談では、日々の生活で起こるさまざまな悩みを相談者の立場に立って一緒に考え
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ることにより、個人のさまざまな生き方の支援ができていることが成果となっております。し

かし、質問委員も言われましたように、困難に直面しても相談できない女性の孤立化を防ぐた

めにも、相談窓口の周知をどのように行っていくかが課題となっております。 

○金子委員 

 本当に相談の窓口というのは、やっているつもりでもまだまだ浸透しないというのが現実だ

なと私も思いますが、何かと新たな取り組みを考えているか、あれば教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 平成３０年度から、市内で勤務する女性に周知を図るため、企業を訪問したり、また市民に

対する周知としては、名刺サイズのカードを作成し、公共施設だけでなく、ショッピングセン

ターの女性トイレ等に設置してもらうなどの取り組みを行っております。 

○金子委員 

 やっぱり何より細かな取り組みが必要だと思います。困っている方というのはやっぱりどん

どん内向きになっていって外に出ないことも多いと思いますので、細かい取り組みをよろしく

お願いいたします。 

○委員長 

 次に、１０３ページ、諸費、各所防犯灯柱等設置工事について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 １０３ページ、総務管理費、諸費、各所防犯灯柱等設置工事、６７万７１６０円余の決算と

なっています。最初に、決算ですから、年度中に新たに設置した数が幾つになるのかお尋ねし

ます。 

○防災安全課長 

 平成３０年度の防犯灯柱の設置数につきましては、市内全体で７本となっております。 

○川上委員 

 ６７万７１６０円で７本ということですか。 

○防災安全課長 

 そうであります。 

○川上委員 

 防犯灯柱は、これは新規につくったのか、あるいは更新、古くなったものを廃止して新たに

立てたのか、それぞれなのか、わかりますか。 

○防災安全課長 

 両方ありますが、内訳についてはちょっと今手元に資料がありません。すみません。 

○川上委員 

 防犯灯柱の老朽化による危険性の問題については、この間指摘をし、とりわけ自治会が管理

するものについては、もう自治会のほうで、もう責任持てないんですっていう状況があるとこ

ろもあります。それで、私はこの際、自治会の希望のあるところは、市で引き取って、市の場

合は保険がかかるわけですから、そういう措置をとったらどうかというふうに提案したところ、

個別的に対応したいというような話だったと思います。その後、それはどういうようなことに

なっているか、この際ですから教えてください。 

○防災安全課長 

 自治会からの要望により、今年度、令和に入りまして１自治会から申し出がございました。

その内容としましては、今、質問委員がおっしゃるように、自治会のほうで管理がちょっと行

き届かないといったところと、今後のことを考えて市のほうでということで提案を受けており

ます。その分につきましては、自治会のほうと鋼管柱、そのときは３本無償で譲り渡すという

ことで申し出があっておりますので、これにつきましては、飯塚市のほうで受けております。 

○川上委員 
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 それはもう受け取って、保険にかけているんですか。 

○防災安全課長 

 飯塚市が管理している鋼管柱につきましては、市の総合賠償保険等に加入しておりますので、

その中にその３本は入り込むような形になります。 

○川上委員 

 ことしの８月１５日に、相田の清水谷第２市営住宅に行くことがあったんですよ。敷地内に、

住宅の入り口に防犯灯柱が倒れているわけですね。かなり風が吹いたのはあるけども、余り深

刻な被害は全体として起きてなかったと思うんだけど、倒れているわけですよ。それで根元を

見ると、もう腐食しているわけですね、地表に面したところが。これが、けが人がいなかった

ようですから、それはよかったんだけど、どうしてこういうことが起こるのか、どう対応した

のかお尋ねします。 

○防災安全課長 

 今回ご指摘のあった清水谷団地の件ですが、概要としましては、８月３日に台風８号が九州

北部に接近した影響により、敷地内にある防犯灯柱が倒れております。この鋼管柱の素材は金

属でできており、おっしゃるように雨水等でさびによる侵食が発生し、また経年劣化も伴って

倒れております。そのときの対応としましては、近隣住民からのお知らせがあり、市営住宅を

管理しています所管課であります住宅政策課のほうが現地に行き、倒壊したポールを撤去、そ

れから新たな鋼管柱を設置し、防犯灯の復旧を終了しております。 

○川上委員 

 確かに市の職員も定員管理のもとで減らされていってというのもあるんだけど、飯塚市でも

未然に防ぐことができないような状況がありましたという事例なんですよ、市営住宅の中で。

それで、自治会が何千本持っているんですかね。１自治会で何百本と持っているところもある

ように聞いていますけど、何度点検したらよいのかわかりませんけど、きちんと点検して、そ

して、必要に応じて自分のところの財源で手当てをするとかいうことが、果たして可能かとい

うと、今まで何とかなったっていうことがあるところもあるかもしれないけども、実際に無理

ですという声が上がっている状況の中で、これは設置工事の費目になっているんだけど、そう

いう発想の中で予算出動を今後していく必要があるんじゃないかというふうに思います。何か

考えがありますか。 

○防災安全課長 

 点検につきましては、現在のところ定期点検とか、マニュアル等の作成にまでは至っていな

い状況であります。ただ、安全安心のために設置している防犯灯でありますので、そのもの自

体が人的、物的な被害を与えるということはあってはならないというふうに考えております。

これにつきましては、総括的に防災安全課のほうで管理をしておりますが、関連課もあります

し、自治会との協議もありますので、今後、定期点検のやり方、それから、どういうふうな形

でマニュアル作成にしていくかについては、今後検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

○川上委員 

 市の現在の直営のものに対する管理のこと、更新を含めて。それから、今申し上げました自

治会所有、自治会管理のものに対する考え方、整理しながら、全体として市が万全を期せるよ

うに、財政出動を含めて手当てする必要があるというように思います。指摘して終わります。 

○委員長 

 次に、 １０４ページ、諸費、自治会加入促進について、土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 １０４ページ、総務管理費、諸費における自治会加入促進についてお尋ねします。自治会加

入促進事業を取り組まれていると思いますが、市役所窓口で加入促進について案内、説明した
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方の自治会加入状況についてどうなっているのか教えてください。 

○まちづくり推進課長 

 自治会加入促進事業としまして、転入転居手続に本庁、支所に来庁された方に対し、自治会

加入パンフレットにより説明を行い、自治会加入を促し、お願いをしております。自治会長の

訪問を承諾された方につきましては、情報を自治会長に提供し、自治会長が転入転居者のお宅

を訪れ、自治会加入についての説明、加入手続を行っております。窓口にて説明を行った市民

の方が、その後、自治会に加入したかどうかまでの把握はできておりませんが、市が事前に説

明を行うことから、自治会長や隣組長の訪問時には、スムーズに自治会加入手続ができている

という声をいただいております。 

○土居委員 

 それでは、市役所窓口で説明を行い、自治会長が訪問し、加入手続を行うということですが、

実際の自治会加入率はどうなっているのか教えてください。 

○まちづくり推進課長 

 ここ３カ年の状況ですが、平成２８年度１月末時点６０．８％、平成２９年度、同じく１月

末現在６０．３％、また平成３０年度、同じく１月末現在で５８．４％となっておりまして、

低下、減少傾向となっております。 

○土居委員 

 年々自治会加入率が低下しておりますが、市として何か方策がありましたら教えてください。 

○まちづくり推進課長 

 現在行っております取り組みとしましては、先ほど説明いたしました市窓口での転入転居者

へのご説明、それ以外にパンフレット、啓発グッズを活用した加入啓発、また、自治会と連携

した加入説明会の実施、地域イベントでの加入促進ＰＲ、自治会連合会自治会加入促進部会で

の協議などを行っております。しかしながら、自治会加入における各自治会における課題等は

一律ではございません。そうしたことから、個別に相談を受け、対応しておりますが、即効性

のある効果的な手立てにつきましては見出せてない状況でございます。市としましては、現在

行っている加入促進に関する事業とあわせまして、離脱率減少に向けた取り組みを自治会と市

が連携を図りながら、継続的に寄り添った支援、フォローを実施していく必要があると考えて

おります。 

○土居委員 

 自治会加入率が低いとどのような影響があるのか、具体的に教えてください。 

○まちづくり推進課長 

 地域コミュニティの中でも、自治会は重要な組織であると認識しております。このまま自治

会加入率が低下していくと、自治会の機能が果たせなくなることから、自治会で設置いただい

ております防犯灯や自治公民館の維持管理、また防犯、防災、登下校時の子どもの見守り、環

境活動に関する取り組み等、自治会活動も衰退していくことが考えられます。 

○土居委員 

 それでは、市民協働のまちづくりを推進するためには、地域コミュニティの活性化が不可欠

で、その中で自治会が果たす役割は大きいと考えます。まちづくりは人づくりです。次世代育

成や男女参画など、地域の清掃活動、運動会、フェスタ、どんど焼き等のイベントや事業を通

じ、世代間の交流を積極的に行い、だれもがいきいきと安全安心に暮らせ、このまちでよかっ

たと思える地域コミュニティを築いていくことが最も重要だと考えます。今後も自治会と市が

連携を図り、継続的に施策を実施し、加入向上率に向け努力していただきますよう要望して、

この質問を終わります。 

○委員長 

 次に、同じく１０４ページ、諸費、自治会加入促進事業の成果について、吉田委員の質疑を
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許します。 

○吉田委員 

 同じ質問になります。２款、総務費、総務管理費の自治会加入の促進についてということで、

ただいまの答弁にもありましたが、自治会加入促進事業について聞いていきたいと思います。

自治会加入促進事業については、転入転居者への飯塚市役所の市民窓口での説明から自治会長

の戸別訪問につなぐ加入促進の取り組み、まちづくり協議会等が実施しているそれぞれのイベ

ントなどに配布する啓発グッズによる加入促進の取り組み、新築マンションなどの集合住宅で

の自治会加入のお願い、さらには自治会連合会と自治会加入促進部会の協議など、さまざま努

力されていることはわかります。そこでご質問なんですけど、新規の自治会加入促進の取り組

みは大変重要であるとは認識しています。今後も引き続き実施していただきたいと考えますが、

現在、各自治会でよく話に聞くのが、既存の自治会加入者の脱会問題であります。大きな問題

と思っているのですが、把握しているのがあれば、お答えをお願いします。 

○まちづくり推進課長 

 詳しく集計をしておりませんが、課題となっておられます自治会長から、高齢のため役員に

はなれないので脱会する。また、忙しくて自治会役員等になることができない。高齢化で活動

ができないなどの理由により、自治会をやめたいという脱会問題について相談を受けることは

ございます。 

○吉田委員 

 それでは、既存の自治会加入者の脱会問題で、自治会独自で取り組んでいる事例、また市と

してどのようにバックアップしたらいいと思われますか。支援策、フォローしている事例があ

ればご紹介いただけますか。 

○まちづくり推進課長 

 既存の自治会加入者の脱会問題につきましては、自治会長から相談を受け、対応については

個別に協議しているという件数が年々増加傾向にございます。自治会独自で取り組んでおられ

ます事例としましては、高齢者の生きがいづくり、役員の免除、また役員等の当番制の考え方、

自治会活動費の減免、防犯灯などの管理費のみの徴収など、さまざま実施されておられます。

また盆踊りや夏祭りなどの事業の復活、世代間交流事業の実施、高齢者のやさしいやりがい、

生きがいづくり、あいさつ運動など、その地域にあわせた各種取り組みを実施されておられま

す。市といたしましても、目に見えたバックアップ、支援ではございませんが、実際に相談が

あった自治会に入り、一緒に考え、その自治会や地域にあった、寄り添った対応を行っていく

よう心がけております。 

○吉田委員 

 ご説明ありがとうございます。続きまして、自治会脱会者へのアプローチ、対応については

どのようにされておりますか。 

○まちづくり推進課長 

 市から脱会者への直接的なアプローチは行っておりませんが、相談を受けた自治会には、自

治会で加入継続についてのお願いする際に、自治会で行います集会等に同席して説明を行って

おります。先ほど答弁させていただきましたが、脱会する方には何らかの理由がございます。

今後もそれぞれの脱会理由が解消できるよう、自治会長と寄り添い、対応していきたいと考え

ております。また啓発事業等におきまして、事前に自治会のメリット、住民どうしの助け合い

等の必要性について、継続して強く伝えていきたいと考えております。 

○吉田委員 

 私もそのとおりだと思います。地域によっては、高齢化と空き家が多く、働く世代では仕事

の帰りが遅く時間がない等の理由で役員はできない、加入世帯数が少なくなってきているので

役員が回ってくるのが早い等の理由で、自治会組織を脱退するという事例が起こっております。
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そのもとには根幹となる隣組を脱退される方が見受けられます。そこで伺います。隣組の統合

については、どのようになりますか。できますか、できませんか。 

○まちづくり推進課長 

 隣組を合併、統合する際には、まず自治会内で協議を行いまして、隣組の状況を市へ報告を

していただきます。その上で合併、統合申請の事務処理を行っております。自治会内、隣組間

で話し合いを行い、合意が得られれば合併、統合することは可能でございます。 

○吉田委員 

 自治会加入促進のためには、転入者、転居者に対し、市役所の窓口で自治会に関する説明を

行い、訪問承諾を受けた場合、自治会長と協力し加入につなげる。新設マンション等は管理組

合に自治会について説明を行い、新たな加入促進に取り組まれております。実際、加入率が前

年度が６０％、平成３０年度目標数値については７２％です。実績は５８％にしか至っており

ません。一方では、高齢のため役員になれないので脱会する。先ほど申しましたが、忙しくて

自治会役員になることはできない、高齢化で活動できない等の理由により、自治会をやめたい

という脱会問題について、自治会長から相談を受けることはあります。また、その対応につい

て、今後もそれぞれの脱会理由が解消できるよう、自治会長と寄り添い対応していただきたい

という考えもお答え願いました。転入、転居の新規加入促進も重要ですが、既存の長年加入い

ただいている市民の安全安心の暮らしを守るため、自治会長の相談事、ご意見を十分取り組み、

今後も加入促進事業をよろしく継続をお願いいたします。 

○委員長 

 次に、１０４ページ、諸費、空き家等対策事業費について、空き家バンクの状況について、

吉田委員の質疑を許します。 

○吉田委員 

 １０４ページの総務費の総務管理費、諸費について、空き家対策事業費についてお尋ねしま

す。空き家バンクについて、現在の登録件数がどのようになっているのかお答えください。 

○住宅政策課長 

 平成３１年４月に開設いたしました飯塚市空き家情報バンクについては、令和元年８月末現

在の登録件数はゼロ件となっております。 

○吉田委員 

 決算ということは十分承知しておりますけど、前年度に経費の計上があったもので続けさせ

ていただきます。登録件数がゼロだった理由についてはどのような分析になりますか。 

○住宅政策課長 

 今現在、８月末現在で十数件の問い合わせはあっておりますが、実施基準となります飯塚市

官民連携空き家流通促進実施要綱に定めております要件が、具体的には相続登記が完了してい

ることや、建築基準法に基づく接道義務などを満たされていないことから、登録には至ってな

いというのが原因であります。 

○吉田委員 

 空き家バンクについては、どのような周知を行ってまいりましたか、現状についてご報告く

ださい。 

○住宅政策課長 

 周知の方法です。飯塚市のホームページ及び平成３１年の市報４月号への掲示、また令和元

年５月上旬に発送を行いました固定資産税納税通知書に案内チラシを同封し、周知を図ってお

ります。 

○吉田委員 

 現在までの情報についてお答え願いましたが、登録件数をふやすための施策についてはどの

ようにお考えでしょうか。 
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○住宅政策課長 

 今、空き家バンクが、議員が申されますよう、ゼロ件でございますので、今後、現在の状況

から要件等を見直す検討の必要性は感じております。そのため、まず登録宅建業者様に意見聴

取を図り、その結果を踏まえながら、要件を緩和する等の検討を行ってまいりたいと思ってお

ります。 

○吉田委員 

 ただいま登録宅建業者というお答えがありましたが、これは飯塚市専用の登録宅建業者であ

るのか、何件ぐらいあるのかお答えをお願いします。 

○住宅政策課長 

 今現在、飯塚市の市内の業者で３０業者、登録していただいております。 

○吉田委員 

 ３０業者ということですが、福岡県宅地建物取引協会及び全日本不動産協会、これがあると

思いますが、市内には何社ぐらいあるんでしょうか。 

○住宅政策課長 

 飯塚市の不動産業者数ということで、福岡県宅建建物取引協会が８６事業所ございます。全

日本不動産協会につきましては２４事業所がございます。合わせて１１０事業所となっており

ます。 

○吉田委員 

 市内に１１０事業所の不動産関係の会社があるということで、この空き家バンク登録につい

ては３０者ということですが、これが登録に至らない理由があれば、その辺を教えていただけ

ますか。 

○住宅政策課長 

 先ほどの答弁と重複いたしますけど、この飯塚市官民連携空き家流通促進実施要綱で定めて

おります要件等が接道義務と相続登記という部分を設けているものですから、この要件を満た

している住宅がなかなか見当たらないと。ご相談されている方の住宅等につきましても、そう

いう要件を満たしておりませんので、今のところ登録に至っていないという状況です。 

○吉田委員 

 登録に至っていない理由は接道とか相続の関係ということで理解ができました。登録に至ら

ない理由もあるんですけど、至るとすればこの個人の業者さん１１０者についての３０者が登

録されているんですけど、３０者は３０者で独自でホームページ等はお持ちになって、募集は

かけておられるとは思うんですけど、飯塚市の空き家バンクと業者さんのお持ちのホームペー

ジあたりの物件についてはダブることがあるんですか。それとも全く別物件になるんでしょう

か。その辺どうでしょうか。 

○住宅政策課長 

 今委員が申されました宅建業者さんが持たれているホームページ等で掲示されております空

き家と飯塚市の空き家バンクというのは、重複することはございません。 

○吉田委員 

 それでは、この近隣の状況についてもお尋ねしたいんですけど、近隣の状況でこのサイト辺

り、空き家バンクもしくは業者さん辺りの動きがわかればわかる範囲、例えば近隣の嘉麻市さ

んがどうだ、桂川がどうだっていうところの情報があれば、その辺を教えていただけますか。 

○住宅政策課長 

 今委員が申されました、飯塚市が今現在、宅建業者のほうで１２１件、全日本不動産協会ラ

ビットというのが１５件ございます。合計で不動産業者が登録している件数は１３６件ござい

ます。嘉麻市につきましては、空き家バンクの登録件数になりますけど、嘉麻市さんが６件と

なっております。田川市が４１件となっております。直方市さんはゼロです。宮若市さんが
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３６件となっております。 

○吉田委員 

 今ご説明の中に田川市が極端に数が多くて、宮若が３６件やったですかね。という件数があ

りますけど、これはやっぱり飯塚市の状況と幾らか違うんでしょうか、内容は。 

○住宅政策課長 

 今、質問委員から出ました田川市さんの４１件、宮若市さんの３６件というのが非常に数字

的には突出しているところになっておりますけど、先ほどお話しいたしました不動産業者の、

この実施要綱を定めております内容につきまして、各自治体で要綱が違いますものですから、

うちの確認するところによりますと、宮若市さんとかは空き地等も含んでおられるということ

でお聞きしております。 

○吉田委員 

 すみません。そうしたら、今現状で空き家バンクの登録件数がないわけですけど、今後、空

き家バンクの市内の空き家が登録されて、いざ契約に当たる場合について、その３０者のどこ

が担当するんでしょうか。そこら辺についてお示しをお願いします。 

○住宅政策課長 

 先ほど申し上げました３０者が輪番制によりますので、順次、１番の方から順次回すような

形になっております。 

○吉田委員 

 輪番制で回るということは、要するに登録業者が自分の手持ちのところは自分の営業をされ

ながら、飯塚市の空き家バンクに登録した物件は輪番制で回るということですよね。かなりや

っぱり業者さんも登録するのに手間取られるというか、自分に回ってくるかどうかもわからな

い物件を登録するというのはなかなか難しいと、それも指摘しておきます。それと、あと要件、

要綱について、厳しいから見直すということですから、せっかく始めた事業ですから、この事

業が何とか進むように見直しも含め、その点を要望して質問を終わります。 

○委員長 

 次に、同じく１０４ページ、諸費、空き家等対策事業費、老朽危険家屋解体撤去補助金につ

いて、奥山委員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 １０４ページ、総務費、総務管理費、諸費の空き家対策事業費、その中の老朽危険家屋解体

撤去補助金についてご質問します。その前に、こういう本がありましたので、総住宅数及び総

世帯数の推移ということで、何でこんなに空き家も多いんだというのはちょっと触れています

けれども、１９６８年、今から５０年前になるんですけども、５０年前に総住宅数と総世帯数

がほぼ同じでしたと。当然あれから５０年になりますから、どんどんどんどん家ができれば、

どんどんどんどんそれが空き家になって拡大しているんですよと。私が質問するところの、ま

たそれから年数がたてば老朽化して、壊していかないかんということになってこようかと思い

ます。それとあと飯塚市が、これは市のほうも発表されていますけども、リビングマガジンと

いうやつに載っていますけども、平成２５年に飯塚市の総住宅数６万６３８０戸、それからそ

のうち空き家が１万１９５０戸、空き家率が１８．０％です。これは福岡県で２番目に多い空

き家なんですね。ちなみに１番が隣りの宮若市の１９．９％が１位で、飯塚市が２位という空

き家が多くなっております。そういう中でまた老朽化ということになってこようかと思います

けども、まず最初に老朽危険家屋解体補助金の内容についてご説明をよろしくお願いします。 

○住宅政策課長 

 交付要件につきましては、平成２４年１２月７日に制定いたしました飯塚市老朽危険空き家

解体撤去補助金要綱により規定しております。住宅地域改良法に規定する不良住宅で居住等し

てないことを前提に、所有権以外の権利の設定がされていないことや、住居部分の面積が延べ
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床面積の２分の１以上であること等を要綱としております。なお、不良住宅の判定につきまし

ては、住宅地域改良法施行規則に準じた不良度の判定により、判定合計が１００点以上という

ことでしております。 

○奥山委員 

 もらっているのとちょっと違いましたけどいいでしょう。今回、決算で５９３万８千円の決

算額になっております。その交付が１２件ということで、当初の予算額についてお伺いします。

よろしいですか。 

○住宅政策課長 

 すみません。先ほどちょっと答弁の内容が変わりまして申しわけありません。平成３０年度

の決算額５９３万８千円につきましては、飯塚市老朽危険家屋解体補助金要綱に基づき交付決

定を行いました。１２件についての補助金の総額としております。予算額につきましては

７５０万円でございます。 

○奥山委員 

 次は、この１２件の中身をお伺いしますが、飯塚市でやはり１００戸以上の空き家があると

ころが、先ほどちょっと見ましたけど菰田地区、それから二瀬地区、鎮西地区、立岩地区、庄

内地区、頴田地区、筑穂地区ということになっておりますけども、この１２件の補助金を出さ

れたところですけども、その所在地といいますか、地域がわかりましたらお願いします。 

○住宅政策課長 

 所在地につきましては、旧町単位では、旧飯塚地域が７件となっております。旧穂波町地域

が１件、旧筑穂町地内が１件、旧庄内町地内が１件、旧頴田町地内が２件でございます。 

○奥山委員 

 次に、補助金の対象、５０万円が最大と思いますけども、補助金の対象額の平均額について

お答えをお願いします。 

○住宅政策課長 

 補助金の対象経費の平均額としまして、約１８７万９千円となっております。 

○奥山委員 

 上限が５０万円ということで、１戸を取り壊すのに平均１８７万円ということですかね。か

なりやっぱり大きな額が、私も家ありますけれども、そのぐらい将来かかるのかなという心配

もしておりますけども、上限５０万円ということで３分の２は持ち主の方が負担せないかんと。

ただ、申請しても、なかなか手持ちがなければ壊すことすらままならんというところもあろう

かと思います。次に、老朽家屋の撤去補助金に関する相談件数についてお伺いします。 

○住宅政策課長 

 平成３０年度は２６件、本年度につきましては８月末現在にて相談件数は１６件となってお

ります。 

○奥山委員 

 次に本年度、令和元年度ですが、執行状況はどのようになっておるのかお伺いします。 

○住宅政策課長 

 ８月末現在の申請件数としまして１３件となっております。本年度８月現在の執行状況とし

ましては、予算額１千万円に対し５件、これ解体済みとなっております。総額２２６万１千円

の補助金を交付しております。 

○奥山委員 

 次に、交付要件についてお伺いをいたします。 

○住宅政策課長 

 交付要件につきましては、平成２４年１２月７日に制定いたしました飯塚市老朽危険家屋解

体撤去補助金要綱により規定しております。住宅地域改良法に規定する不良住宅で居住等して
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いないことを前提に、所有権以外の権利が設定されてないことや、居住部分の延べ床面積が

２分の１以上であることを要件としております。なお、不良住宅の判定につきましては、住宅

地域改良法施行規則に準じた不良度の判定により、判定の合計点数が１００点以上であるとし

ております。調査方法につきましては、部屋の内部につきましては判定項目がないため、外部

からの調査としております。 

○奥山委員 

 次に、平成３０年度の交付実績分、１２件だったですかね。その判定、年度の内訳といいま

すか、相談が幾つあってとかいうような、それについてお尋ねします。 

○住宅政策課長 

 平成３０年度につきましては、該当年度の判定依頼により要件を満たしたものが９件でござ

いまして、それ以前の年度に判定したものが３件となっております。 

○奥山委員 

 次に、過去の不良度の評点により、評価点合計点数が１００点以上の要件は満たしているも

のの、申請をしていない件数、先ほどもちょっと私触れましたけども、申請をしていない件数

についてお答えをお願いします。 

○住宅政策課長 

 判定要件を満たしており申請に至ってないケースにつきましては、平成２９年度におきまし

て１件、平成３０年度につきましては１２件でございます。 

○奥山委員 

 まだこれから、この合わせて１３件ですかね。これが申請をされるかもしれんということで

すね。次に、補助金交付要件の不良住宅の判定で要件に満たなかった場合、所有者への対応は

どのように行っているのかお願いします。 

○住宅政策課長 

 空き家は第一次的に所有者等がみずからの責任により的確に対応することが前提でございま

す。そのため、助言等を踏まえながら、適切な管理をしていただくことのお願いに努めており

ます。 

○奥山委員 

 そうは言いつつも、本人が思う分については老朽危険家屋かなということでの相談で、点数

は１００点行かなくても何とかならんかなということで、それを時間軸で少し時間がたてば該

当してくる可能性も高いということですかね。 

 次に、補助金交付申請に必要な撤去費、経費の見積もりの業者指定についてお伺いいたしま

す。 

○住宅政策課長 

 見積書につきましては、市内に本店、営業所、事務所その他これに類似する施設を所有し、

家屋の解体及び撤去に伴う資格を有する業者としております。その要件を満たした３者の見積

書が必要でございます。なお、３者のうち１者は申請年度、本年度になります、本市の建設工

事有資格名簿に記載の指名業者としており、補助金の交付を受けるためには、見積額の一番安

価の業者の方と契約することとしております。 

○奥山委員 

 今ご答弁いただいた分ですけども、飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金交付要綱にもうたっ

てありますけども、３者の見積もりっておっしゃっていましたですね。３者のうち１者は本市

の建設工事有資格者名簿に記載、これ１０者ありますけども、これがうたっておりませんけれ

ども、どこかうたってあるものがあればちょっとお尋ねしたいと思います。 

○住宅政策課長 

 先ほどご説明いたしました飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金要綱にこの１０者の項目を、
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内容を入れておりませんので、実質上、その要綱はうたってない状況でございます。 

○奥山委員 

 ただ、次を読んだら、３者の見積もりが必要だというのは、どこに書いてありますかね。 

○住宅政策課長 

 ３者の見積もりというのも要綱の中には、正式には記入はしておりません。 

○奥山委員 

 ならば口頭でお伝えするということですかね。３者見積もり取ってこないといかんですよ、

そのうち１者はこれですよと。そういうことなんですか。 

 お伺いします。この３者の必要性とこの１者、記載されている、ホームページにありますけ

ども、この３者の必要はどこに必要性があるのかなとちょっと単純に思います。何かわかれば

お願いします。 

○住宅政策課長 

 ご相談者様がお知り合いの業者さん、解体業者が持っている分の業者の部分と飯塚市の指定

業者ということで、これ飯塚市の市内の業者を使っていただく部分と３者見積もりの中でより

安価な部分を使っていただくことで、解体費が少しでも軽減されるのかなということで、相談

される際にそれをお願いしている状況でございます。 

○奥山委員 

 当然、私がする場合、素人ですから、どこが適切な業者さんとか、高いとか安いとかいうの

は当然わかりませんし、そのうち１者はこの有資格者、記載の１０者、ホームページにありま

すけども、１者は頼まないかんけん、自分で頼むんでしょうけど、それが容易に伝わるかなと。

どこか自分で探さないかんのかな、例えばそれを紹介いただくのかなとか。１者はホームペー

ジですね。あとの２者はこういうところがありますよとか、知り合いがそこそこそんなにいら

っしゃらないと思いますが、これが容易にわかるかな。そこがちょっと心配ですけども、何か

アドバイスを、こういうアドバイスをしていますとか、住民の方もああそうねと納得されてい

るかどうかわかれば。 

○住宅政策課長 

 先ほどお話ししましたように、ご相談者が御存じの解体業者でもよろしいですけど、御存じ

なければ、市の先ほどお話しいたしました１０者の中から３者を選んでいただいても構いませ

んので、存じていない場合にはこういうご案内をさせていただいております。 

○奥山委員 

 次に、行きましょう。スムーズに行くように丁寧なご説明をよろしくお願いします。 

 次に、これは老朽家屋ということで、当然危険になっておりますから、路上に倒れて安全の

部分ではどうかなというのはありますけれども、それと同様に、樹木であるとか、雑草である

とかいう相談もいろいろいただいて、その都度、環境衛生にお願いしたりすることもあります

けども、その辺の対応についてどのようになるのかということでお願いします。 

○住宅政策課長 

 建物の対応と同様に、所有者等の確定を行い、把握した段階で、状況がわかる写真を添付し

た文書を所有者等に送付しております。その後、改善が進まなければ、文書等の再通知を行い、

面会ができる状況であれば、職員が出向いてその内容と助言指導を行ってお願いをしておりま

す。 

○奥山委員 

 ありがとうございます。最後になりますけども、人口減少が飯塚市も進む中、空き家は先ほ

ども申し上げましたように１８．０％、どんどんどんどんふえておりますけども、事前に何か

対策等は考えてあるんであれば、そこをよろしくお願いします。 

○住宅政策課長 
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 所有者等が使用している段階から、予防の観点で空き家対策について取り組むべき事項と考

えております。具体的な内容はこれから検討してまいりますが、空き家の発生を未然に防ぐ予

防を展開していく上では、まず空き家となる可能性である住宅について、所有者等が気軽に相

談できる体制づくりが必要と考えております。建物の流通は権利関係等に精通した民間団体等

に参画していただくことを考えており、またひとり暮らしの高齢者や核家族の高齢者世帯へ空

き家予防の意識を図ることが重要と認識しておりますので、福祉部局と連携を図る仕組みも今

後考えていく必要があるかと考えております。 

○委員長 

 次に、１０８ページ、賦課徴収費、徴収事業、ファイナンシャルプランニング生活改善指導

委託事業の費用対効果について、土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 １０８ページ、徴税費、賦課徴収費におけます徴収事業、ファイナンシャルプランニング生

活改善指導委託事業の費用対効果についてお尋ねします。当事業の事業内容はどのようなもの

か教えてください。 

○税務課長 

 当事業は、市税、国民健康保険税が滞納となっている相談者がファイナンシャルプランナー

と面談することにより、借金の有無、所有不動産の活用の有無、事業状況等を把握した上で、

債権者に対する過払い金の請求や借入金等の一本化、返済条件や期間の変更申請、不動産売却

等のアドバイスを、相談者の状況に応じて行い、生活の再建とあわせて、滞納となっている市

税、国民健康保険税の納付につなげる事業でございます。 

○土居委員 

 それでは、当事業にかかる費用はどのようになっているのか教えてください。 

○税務課長 

 当事業にかかる費用は年間６４万円であり、その２分の１を一般会計徴税費、賦課徴収費か

ら、残りの２分の１を医療保険課が所管する国民健康保険特別会計徴収費、賦課徴収費から支

出しております。医療保険課の２分の１、全体の４分の１となりますが、県特別交付金により

助成されております。 

○土居委員 

 それでは、この事業によりどのような効果があるのか教えてください。 

○税務課長 

 ファイナンシャルプランナーとの面談により納税につながった額としましては、平成３０年

度は７１２万３１８６円でございました。また、面談には担当職員も立ち会っており、ファイ

ナンシャルプランナーが行う質問やアドバイスをじかに聞くことで、担当職員の技能向上につ

ながっていると考えております。 

○委員長 

 続きまして、１０８ページ、賦課徴収費、コンビニ収納代行手数料について、奥山委員の質

疑を許します。 

○奥山委員 

 １０８ページの徴税費、賦課徴収費、コンビニ収納についてお願いします。この質問は、も

っともっと収納が上がればいいという質問ですので、よろしくお願いします。まず、コンビニ

収納を始めたのはどのような理由からかお尋ねします。 

○税務課長 

 平成２８年度からコンビニ収納を導入しております。それ以前は、市役所や金融機関での納

付と口座振替による納付の２種類でございましたが、時間内に金融機関に行くことができない、

近くに金融機関がないといったご意見をいただくことも多く、コンビニでの収納だけでなく、
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クレジットカードを利用した納付方法の導入について検討しておりました。コンビニでの納付

は、本市が手数料を負担するため、利用者は手数料が無料であること、導入費用がクレジット

カード納付に比べ低額であったこと、他市の利用者数の状況などを踏まえ、コンビニでの納付

方法を導入しております。 

○奥山委員 

 次に、コンビニ収納の利用実績についてお尋ねします。 

○税務課長 

 市税において、コンビニ収納の利用件数は、コンビニで納付した納付書の枚数となりますが、

平成２８年度４万２１００件、平成２９年度４万６１３４件、平成３０年度５万２３７９件で

ございます。平成３０年度において、納税者のうちコンビニで納付した納税者の税目ごとの割

合は、普通徴収個人市民税２３％、固定資産税１２％、軽自動車税４０％です。固定資産税の

コンビニ利用の割合が低いのですが、口座振替利用件数の割合が最も高く、４５％を占めてい

ることが理由であると考えております。 

○奥山委員 

 今お尋ねしますと、普通徴収個人市民税２３％、固定資産税１２％、固定資産税は口座振替

が多いということですけども、それから軽自動車、これ当然車検がありますから、納めないと

車検を受けられないというものもあるんで４０％で高いというふうに思いますけれども、どん

どんコンビニを利用していただくように、おすすめをお願いしたいと思います。 

 次に、クレジットカードでの納入方法、先ほども検討されたようですけども、導入しなかっ

たのはどういった理由でされなかったかお尋ねします。 

○税務課長 

 クレジットカードでの納付方法を導入しなかった理由ですが、クレジットカードでの納付の

際には、利用額の１％が手数料として必要となり、税額が高額になれば手数料も高くなること

から、その負担の割合を市と利用者でどう負担するのか、またシステム改修を含む導入費が必

要となりますが、利用者数の見込みが低く、費用対効果が低いと考えたことから、当時は導入

を見送っております。 

○奥山委員 

 当時は見送ったということですけども、次に、クレジットカードの納入を導入している自治

体の数と、今後、本市のクレジットカード導入に対する納付についてお尋ねをいたします。 

○税務課長 

 平成３０年に福岡県が調査した数となりますが、福岡県内でクレジットカード利用での納付

を導入しているのは、福岡市と篠栗町の１市１町でございました。また、県税において自動車

税のみクレジットカードを利用した納付ができます。導入に当たっての本市の検討課題としま

しては、システム改修費用を含む導入経費や毎月の手数料の発生、対象とする税目や税金以外

の使用料等の検討、導入時期の検討などが考えられます。特に、導入時期については、システ

ム改修費用を最小限に抑えることができるよう、現行のシステムのリプレイス時期も考慮しな

ければならないと考えております。本市といたしましては、クレジットカードだけでなく、

バーコード読み取りによる電子マネー等での納付方法の検討を引き続き行ってまいります。 

○奥山委員 

 そうですね。クレジットカード、それからテレビＣＭでもペイペイとか、いろんな形でもう

現金が必要ない、電子マネーということでふえております。特に、クレジットカードはポイン

トを集める方も結構いらっしゃると思いますし、またポイントから飛行機のマイルに移行とか、

そういうのをどんどんどんどん使ってある方と多いと思います。いろいろ費用等かかるかと思

いますけども、本市も若い方向けに、また年配の方もより使いやすいような、また導入しやす

いような形で引き続き検討をお願いして、この質問を終わります。 
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○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１４：０５ 

再開１４：１５ 

 委員会を再開いたします。 

○委員長 

 委員会を再開いたします。執行部より、先ほどの川上委員からの防犯灯柱等設置工事につい

ての質疑における答弁を訂正したい旨の申し出があっておりますので、これをお受けいたしま

す。 

○防災安全課長 

 冒頭、決算額６７万７１６０円に対する防犯灯柱の数を私が７本というふうに答弁をしてお

りましたが、自治会及び市管理分の合計額７本の内訳を言っておりました。正しくは、６７万

７１６０円に対する支出の対象となる本数は４本となっております。訂正し、おわびします。

申しわけありませんでした。 

○委員長 

 本件につきましては、川上委員、よろしいですか。 

それでは次に、１０９ページ、戸籍住民基本台帳費、住民票等コンビニ交付について、費用

について、料金値上げについて、土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 それでは１０９ぺージ、戸籍住民基本台帳費について、住民票等コンビニ交付についてお尋

ねします。平成２８年１０月からコンビニ交付を行っているとのことですが、コンビニでの証

明書の交付件数と交付率はどうなっているのかお尋ねします。 

○市民課長 

 コンビニ交付での証明書交付件数は全体で、平成２９年度は５３９４件、交付率３％、平成

３０年度は６７４０件、交付率５％となっております。 

○土居委員 

 それでは、平成３０年度のコンビニ交付を実施するための費用は幾らだったか教えてくださ

い。 

○市民課長 

 コンビニ交付に係る費用につきましては、決算に係る主要な施策の成果説明書４３ページに

も記載しておりますとおり、人件費４２７万５千円、その他の経費といたしまして、９６６万

５８００円となっており、その内訳は、クラウド利用料６１５万６千円、コンビニ手数料

７１万２０８０円、コンビニ交付事業運営負担金２７０万円、旅費９万７７２０円で、人件費

とその他の経費の合計は１３９４万８００円となっております。 

○土居委員 

 それでは、コンビニ交付での諸証明手数料収入については、平成３０年度は幾らになったか

をお答えください。 

○市民課長 

 交付手数料は１９２万３９００円でございます。 

○土居委員 

 それでは、１年間でコンビニ交付でかかった費用と収入を比較すると費用がかなり上回って

いますが、このことについてはどのようにお考えかお答えください。 

○市民課長 

 コンビニ交付を実施して、平成３０年度は３年目になり、コンビニ交付率は伸びているもの

の、平成３０年度の費用に対する収入は、およそ１４％となっております。しかしながら、今
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後、国等のマイナンバー制度のさまざまな普及促進の施策により、マイナンバー制度が定着す

ることで、コンビニ交付サービスの利用が増加し、将来的には収支のバランスの不均衡が解消

されていくものと考えております。 

○土居委員 

 それでは諸証明交付手数料の値上げについてお尋ねします。現在窓口交付の場合と、コンビ

ニ交付の場合での諸証明手数料は同額だと思いますが、財政面を考慮した場合、コンビニ交付

の手数料の値上げについてはどうお考えなのか教えてください。 

○市民課長 

 コンビニ交付サービスは利用時間や交付場所の拡大、待ち時間の短縮、申請手続の簡素化等

市民サービスの向上を目的として実施しております。さらにはコンビニ交付の普及促進のため

にも、手数料の値上げにつきましては現状では計画しておりません。マイナンバー制度が定着

することが、コンビニ交付サービスの利用の定着にもつながるものと捉えておりますので、マ

イナンバーカードの普及促進活動に加え、コンビニ交付サービスの周知につきましても、引き

続き努めていきたいと考えております。 

○委員長 

 次に１０９ページ、戸籍住民基本台帳費、本人通知制度について、吉田委員の質疑を許しま

す。 

○吉田委員 

 １０９ページの住民基本台帳の本人通知制度の内容についてお伺いしていきます。まず概要

については理解しておりますので、この目的について、若干ご説明いただけますか。 

○市民課長 

 本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求、不正取得による個人の人権の侵害

の抑止や防止を図ることを目的として、平成２５年１０月から実施をしております。 

○吉田委員 

 住民票の写しや戸籍謄本を第三者にも交付するということがあったと思いますが、本制度に

登録した方に対して第三者から申請がある場合があるということをお伺いしたことがあります。

第三者と言われるところの方々はどういう方が第三者になるのでしょうか。その辺を教えてく

ださい。 

○市民課長 

 第三者とは、本人からの委任状を持って代理として申請に見えた方、あるいは弁護士等８士

業の方で、職務上請求が認められている人または義務履行、権利行使の理由があり、その身分

を証明して申請をする人となっております。 

○吉田委員 

 平成３０年度末の登録利用者数及び登録率の推移については、概要説明の中でありますとお

り、登録利用者が１７１４人、登録率は１．３％、今年度の登録者についての変更はございま

すか。 

○市民課長 

 今年度８月末ですが、登録者数につきましては２６３８人、登録率は２．１％となっており

ます。 

○吉田委員 

 平成２５年よりスタートして今のところ登録者が２６００人、２％ぐらいのところと少ない

ように感じますが、この周知活動、広報はどのように行われているのかお示しください。 

○市民課長 

 周知につきましては市報掲載、ホームページ掲載、窓口にてチラシの配布、窓口用封筒へ記

事の掲載、さまざまな研修等での周知活動に加え、平成３０年度はポスターとチラシを作成し、



３８ 

研修会会場での配布を行いました。また、平成３１年４月１日号の市報でチラシの全戸配布を

行う等、周知を行っているところでございます。 

○吉田委員 

 中身に入らせてもらいます。本人通知の内容について、本人に通知を行った実際の件数は、

平成３０年度はいかほどありましたかお答えください。 

○市民課長 

 平成３０年度につきましては４１件でございます。 

○吉田委員 

 ４１件ということですが、通知を行う際、実際にどういう内容の通知がいくのか、それにつ

いて例えばどこの誰がとったのかとか、どういう目的でとったのかとか、第三者行為が多いと

思われるんですけど、その点についてお示しください。 

○市民課長 

 今委員がおっしゃられたように、誰からとられたかという通知は行っておりません。内容的

には本制度に登録された方の住所、氏名、生年月日、交付年月日、交付通数、交付証明書の種

別、交付請求者の種別となっております。 

○吉田委員 

 今の説明であるとすれば、要するに第三者が取得しても、どこの誰だかわからないというの

が現状だと思いますけど、やはりとられたからそれを教えてくださいという方々にとって、ど

この誰がとったかというのが重要だと思うんですけど、その点は聞いたら教えてくれるんです

か。どういう形か、とられた方の第三者がどこの誰だかわかるようなことは調べることはでき

るんでしょうか。その辺はいかがですか。 

○市民課長 

 本人通知を受けられた方がその交付を受けた方の名前等を知りたい場合には、その内容につ

いて知るためには情報開示の請求を行っていただくこととなっております。 

○吉田委員 

 平成３０年度は４１件の本人通知を行ったとのことですが、そのうち何件の情報開示の請求

が今聞いたところでありましたか。またそれに合わせて不正取得の案件があれば、教えてくだ

さい。 

○市民課長 

 平成３０年は情報開示の請求等は５件ございましたが、不正請求があったという事実確認は

ございませんでした。 

○吉田委員 

 実際に通知を郵送されているわけですけど、登録された方に届くまでの日数についてはどの

くらいかかっていますか。 

○市民課長 

 本人通知の発送につきましては、「飯塚市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

に関する要綱」に規定されております、交付した日から起算して３０日を経過する日を標準と

して通知を行うように規定されておりますので、その範囲内で通知を行っております。 

○吉田委員 

 ３０日ということは１カ月でございます。本人さんの確認するために皆さん登録しているわ

けですから、待っている側とすれば早く通知がいただきたいというのは、心情だと思いますが、

不正取得もなかったということですけど、この３０日まで掛かる理由はどういうことにあるの

か、その辺はいかがでしょうか。 

○市民課長 

 住民票の写し等の交付を行った後にすぐ本人通知を行った場合、遺言書作成や保全処分、訴
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訟等正当な理由による権利行使を阻害する危険性等があることから、一定期間通知を保留する

などの配慮が必要であると考えております。また、本人通知をするための事務処理につきまし

ても、データの抽出、交付申請書での該当者や申請内容の確認、入力作業など、通知をするも

のを確定し送付するまでに時間を要しているものでございます。 

○吉田委員 

 そうですね。８士業の方の作業上の機密性が高い遺言状の作成とか、その他もろもろについ

て、通知すれば問題が生じることがあるということで、その分についてはわかりましたが、本

人からの委任状を持った代理人へ交付された場合は、短期間で対応できるのではないでしょう

か。その８士業以外についての対応方法についてはいかがなものでしょうか。短期間で対応で

きませんか。 

○市民課長 

 本人の代理人等の交付につきましては、８士業となると請求者の種別によって通知に要する

時間を変更した場合は、事務処理が複雑となり、通知漏れやまた重複通知等のミスが起こりや

すくなることも懸念されますことから、交付申請者の種別によって本人通知の発送時期を変更

することは、現状では難しいと考えます。しかしながら本人通知制度は、不正請求、取得の抑

止や防止、また犯罪の早期発見など人権侵害をしていく有効な手段であると捉えておりますの

で、事務処理の方法も含め、今後の課題としていきたいと考えております。 

○吉田委員 

 事務処理が乱雑になるというところしか聞こえないように思いました。残念ながら。何です

かね。これは住民基本台帳の成果説明の欄に一番下の次年度以降とかいうところに、引き続き、

市報に掲載し、本人通知制度について目に触れる機会をふやす人権講習会などの場で引き続き

ＰＲをしていく。その下に、次年度以降予算コストを必要とし、中長期で実施する改善策を今

後の登録者がふえてきた場合、事務処理が増大するため、登録管理のために、本人通知制度シ

ステムの導入を検討するともあります。このような中、要望として弁護士業等の機密性が高い

業務については、配慮は十分理解できますが、制度の趣旨から考えると、本人通知を行う時期

についてはできるだけ早く行うべきだと私は考えます。本人からの委任状を持った代理人へ住

民票の写しを交付された場合については、今後システム導入もあわせて、できるだけ早く通知

していただくことを要望し、質問を終わります。 

○委員長 

 次に１１０ページ、選挙啓発費、選挙啓発、成果について、土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 それでは１１０ページ選挙費における選挙啓発、成果についてご質問させていただきます。

まず、どのような事業啓発を行っているのか教えてください。 

○選挙管理委員会事務局長 

 選挙啓発事業費につきましては、選挙時期だけではなく、ふだんから政治や選挙に興味を持

っていただくため、常時啓発事業を行っております。常時啓発では毎年成人式に新成人への記

念品の贈呈とあわせて、若者向けのリーフレット等を配布し、また成人式のしおりに寄せる選

管委員長のあいさつの中で投票参加の呼びかけを行っております。特に選挙権が１８歳に引き

下げられたことから、高校への出前授業での模擬投票、さらに未来の有権者である中学生向け

の啓発といたしまして、生徒会選挙への投票箱等の貸し出しや、選挙啓発ポスターの作品募集

などを行っております。一方、政治に対する正しい理解を深めるための学習を行うグループ、

飯塚市まちの政治をみつめよう学級の皆さんと連携した啓発活動として、市議会の傍聴を初め

とする自主学習のほか、県選管が主催する研修会で、その啓発活動の内容を評価していただい

たり、市民を対象とした学習講演会を学級の皆様方が主体となって開催するなど、選挙や政治

に関する意識を高める活動に携わっていただいております。なお、選挙時におきましては、選
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挙のたびに選挙の期日や投票方法等を有権者に周知するための啓発事業を実施いたしておりま

す。 

○土居委員 

 私も以前、飯塚市まちの政治をみつめよう学級に在籍していましたので、おおよそのことは

わかるのですが、さまざまな啓発を行って成果はどんなふうに出たのか教えてください。 

○選挙管理委員会事務局長 

 まず、成人式では、選挙で基本的な知識や投票の方法などがわかりやすく記載されておりま

すリーフレットを配布いたしております。次に、中学校の生徒会選挙への投票箱などの貸し出

しにつきましては、実際の選挙で使用している投票記載台や投票箱を使用することで、臨場感

のある投票を体験することができるため、担当の先生からは、選挙の模擬体験ができ、選挙に

関心を持つきっかけになるとの感想をいただいております。また、学習グループのまちの政治

をみつめよう学級の皆さんには、各選挙時の街頭啓発活動や期日前投票所の投票立会人に従事

していただくまでのご協力をいただいておりまして、行政だけではない啓発活動の実現という

面で一定の効果を果たせていると考えております。しかし、最終的につながっていってほしい

と考えております投票率は、ご承知のとおり低迷をいたしておりまして、これまでとは違った

アプローチが必要ではないかというふうに考えております。 

○土居委員 

 その投票率の向上に結びついていないということですが違ったアプローチも含め、今後はど

のようなことに取り組まれていくのか教えてください。 

○選挙管理委員会事務局長 

 昨今の投票率の低下傾向につきましては、残念ながら全国的なものとなっております。特に

若年層の投票率が低く、低迷する投票率を底上げするためには、これら若年層をいかに振り向

かせるかにあります。そのため、常時啓発事業がもっと効果的なものとなるように取り組んで

いく必要があると考えておりますが、例えば年齢がもっと早い段階で、もっと効果的な啓発に

取り組めないか。先進事例などを研究し、いろいろと試してもらいたいと考えております。一

方、幅広い世代に対する啓発活動につきましては、選挙制度をさらにわかりやすく周知するこ

とで、選挙に対する興味を何とか引き上げられないか、地道に継続をしていきたいと考えてお

ります。政治意識の向上や投票日の周知等の啓発が、結果的には有権者の投票行動を促して、

投票率の向上にやがてつながっていくというのは、公職選挙法第６条の趣旨であると言われて

おりますが、これから有権者となる若者には特に、当然、選挙には行くものだというくらいの

投票義務感を持ってもらえるように、粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。 

○委員長 

 続きまして同じく１１０ページ、選挙啓発費、選挙啓発事業の今後の課題について、金子委

員の質疑を許します。 

○金子委員 

 では同じく、選挙啓発費の選挙啓発事業についてお聞きいたします。１１０ページ、飯塚

市・嘉麻市・桂川町選挙啓発事業推進研究会についての資料要求をお願いいたします。追加を

していますけども。 

○委員長 

 執行部にお尋ねいたします。ただいま金子委員から要求があっております資料は、本委員会

中、開催中に提出できますでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 

 はい、既に提出済みでございます。７４ページでございます。 

○金子委員 

 選挙啓発事業推進研究会とは一体何なのか、またどのようなことをやっているのかを教えて
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ください。 

○選挙管理委員会事務局長 

 飯塚市・嘉麻市・桂川町選挙啓発事業推進研究会の規約につきまして、先ほど申しましたと

おり、追加資料として提出をいたしております。この研究会は、規約の第１条に記載しており

ますとおりあらゆる機会を通じて選挙啓発を行い、明るく正しい選挙の実現を図ることを目的

といたしまして、飯塚市・嘉麻市・桂川町の選挙管理委員会で組織し、この２市１町、それか

ら、福岡県選挙管理委員会や筑豊教育事務所とも連携した共同事業を行っております。具体的

には講演やミーティングを通して効果的な啓発の方法、政治学習の進め方などを研究し、明る

い選挙の場を広げていく飯塚市・嘉麻市・桂川町明るい選挙推進大会を毎年開催いたしており

ます。その他、選挙に関する各種研修会や情報交換などを行っております。 

○金子委員 

 先ほどおっしゃられました、平成３０年度の飯塚市・嘉麻市・桂川町明るい選挙推進大会の

パンフレットを見せていただいたんですが。話を聞いたところによると、飯塚市は全体で

１２名の参加だったっていうふうにお聞きしております。せっかく推進大会っていうからたく

さんの人が集まって１千人ぐらいの人が来るのかなと思ったら、１２名と聞いて大変私驚いた

んですけども、その県や近隣市町村と連携してこの啓発事業を行っているということでもあり

ますが、投票率がまずどうなっているのか、先ほど同僚議員もおっしゃられていましたが、ま

たその状況をどのように評価しているのかお伝えお願いいたします。 

○選挙管理委員会事務局長 

 投票率は全国的にも低下傾向にございますが、この２市１町におきましても同様の傾向でご

ざいます。また、選挙権年齢が１８歳以上となった平成２８年以降の１０代の投票率は２０代

よりは若干高くなっておりますが、押しなべて若年層の投票率は、中高年層に比べ、著しく低

い状況となっております。ただ、投票率は２０代で底を打ったあとは、年齢を重ねるにつれて

上昇しておりまして、有権者が結婚や子育てといった人生ステージの進捗により、政治へ関心

が向いていることがうかがえます。 

○金子委員 

 有権者が結婚や子育てといった人生ステージの進捗によりというところが、やっぱり大切な

んではないかなと思うんですね。自分の生活が政治とかかわっている。まちをつくることにか

かわっているということを個人個人がわかることが一番大切なんではないかなと私も考えてお

ります。また若い方の投票率が低いということですけど、投票の仕方を知ってもらって、誰に

投票していいかとか、どうやって投票する人を選んでいいのかというのが大変わからないので

はないかと思いますが、どう考えられますか。 

○選挙管理委員会事務局長 

 選挙啓発事業として、中学校の生徒会選挙用に実際の投票記載台などを貸し出しまして、選

挙の疑似体験をしてもらっております。また、昨年度は実施できませんでしたが、高校への出

前授業では、実際に選挙と同じように選挙用の氏名掲示やポスターも使って模擬投票をしても

らい、選挙広報などの制度面の説明も行っております。しかし、委員ご指摘のとおり、いざ選

挙に行こうと思ったときにどうやって投票する人を選んだらよいかわからないという人も、確

かにいるのではないかと思われますので、今後は例えば、選挙公報の見方であるとか、選び方

のポイントなどもわかりやすく説明する必要があると考えております。ただ、これら政治的リ

テラシーの向上には一定の時間を要しますし、何より一人一人が興味を持たないことには始ま

りません。この点につきましては、出前授業を実施する際に担当の先生と十分に打ち合わせを

行いながら、有権者として必要な知識を興味を持って習得できる内容にしたいと考えておりま

す。 

○金子委員 
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 日本では学校で選挙のことを勉強するというのは大変少ないようですが、もっとこう視野を

広げてみると、外国では政治のことを授業で行うとか、選挙を実際に行うなどのことが実際に

取り組まれていて、それが義務ではなく、自分たちは本当に選挙する権利があるんだというふ

うに考えて、選挙の投票率が高くなっているという事例がたくさんあるようですので、そうい

う取り組みも、必要ではないかと思います。また、家庭や地域を巻き込むことっていうのは、

これ行政だけじゃなくて私たち議員も考えなくてはいけないことだと思うんですけども、小さ

いころから政治に身近に感じてもらうということが大切だと思いますが、いかがお考えになり

ますか。 

○選挙管理委員会事務局長 

 現在実施しております中学校への投票箱の貸し出しや高校での出前授業での模擬投票は、政

治や選挙への意識を高めるための一つのきっかけづくりになるとは思っておりますが、これだ

けでは十分ではないと認識しております。総務省の調査では、子どもさんのときに家族などと

一緒に投票所に行ったことがある人の投票率は、ない人と比べて約２０％高いとの結果が出て

おります。こうしたことからできるだけご家族で、選挙、政治の話題に触れていただいたり、

投票所には一緒に行くなどしていただきたいと思いますし、私どもも小さいときにより多くの

楽しい投票体験をしていただけるように、いろいろと研究してまいりたいというふうに考えて

おります。 

○金子委員 

 では全体的に見て選挙のこの啓発の意義とか、効果についてどう評価しているのか教えてく

ださい。 

○選挙管理委員会事務局長 

 私ども選挙管理委員会にとりまして、有権者の皆様の政治意識を高めるため、あらゆる機会

を通じた選挙制度の周知を行うことは使命であります。投票率につきましては、天候や選挙の

争点など、さまざまな要素が総合的に影響するものと言われており、啓発活動だけで大きな改

善が見込めないかもしれませんが、選挙管理委員会といたしましては、選挙人の選挙や政治へ

の関心を高める取り組みは、粘り強く継続していこうと考えております。これまで申し上げま

したとおり、現在は中学それから高校のご協力、そして選挙時啓発では、飯塚市まちの政治を

みつめよう学級の学級生の皆さんにご協力をいただいておりますが、ただ昨今の投票率の低迷

を見ますと、ご指摘のとおり、家庭や地域などを巻き込んで、有権者となるずっと前から啓発

することの異議は大変大きいと考えております。情報発信力につきましても選挙管理委員会だ

けの力では行き届かない面も多く、より多くの皆様に御協力をいただいて、少しずつでも将来

にわたり有権者の意識を変えていけるように、効果的な啓発事業を研究してまいりたいと考え

ております。 

○金子委員 

 この問題は選挙管理委員会だけではなくて、市全体のことだと私は考えております。それぞ

れの人たちが自分の町は自分でつくるんだ、自分の意思が尊重してもらえるんだという意識が

何よりも選挙の投票率を高くしていくんではないかなと思います。１年とか２年で変わるもの

ではないと思いますし、ずっと取り組んでいくことが必要だと思いますので、今後どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○委員長 

 次に質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑がないようですから、第１款、議会費及び第２款、総務費についての質疑を終結いたし

ます。 

暫時休憩いたします。 
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休憩１４：４７ 

再開１４：４９ 

 委員会を再開いたします。 

第３款、民生費及び第４款、衛生費について、１１１ページから１３９ページまでの質疑を

許します。まず、質疑通告一覧表に記載されております、１１４ページ、社会福祉総務費、子

どもの健全育成支援事業の対象児童生徒に対する比率、拡大について、土居委員の質疑を許し

ます。 

○土居委員 

 １１４ページ、社会福祉総務費におけます、子どもの健全育成支援事業の対象児童生徒に対

する比率、拡大についてお尋ねします。この事業は、生活困窮世帯の子どもたちを対象とした

学習支援事業ということですが、委託先と開催の詳細についてはどのようになっているのか教

えてください。 

○生活支援課長 

 この事業は、生活習慣や学習環境に課題を抱えた生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子

どもたちに対し、学習支援や生活指導を実施するとともに、日常生活や進路などについての相

談や助言、指導を行っております。具体的には毎週土曜日、午前１０時から午後２時になりま

すが、穂波交流センター及び鎮西交流センターの２カ所に学び場ほなみ、学び場ちんぜいと名

づけた会場を設けて実施しております。また、委託先につきましては、ＮＰＯ法人飯塚市青少

年健全育成会連絡協議会となっております。 

○土居委員 

 それでは過去３年間の子どもの参加実績について教えてください。 

○生活支援課長 

 この事業は、平成２５年度にまず穂波公民館１会場で開催し、平成２７年度からは通年で

２会場の開催となっております。２会場合わせた実績でお知らせいたします。平成２８年度の

参加登録者数は３８名、開催回数は７８回、延べ参加者数が７７１名。平成２９年度では参加

登録者数４３名、開催回数が７１回、延べ参加者数が７３２名。平成３０年度は、昨年度は参

加登録者数３９名、開催回数は７６回、延べ参加者数は６８５名となっております。 

○土居委員 

 それではこの事業を実施している穂波地区と鎮西地区では、その対象となる児童生徒中、ど

のくらいの子どもたちが参加されていますか。 

○生活支援課長 

 事業の趣旨が生活保護世帯を含む生活困窮者世帯の児童生徒を対象としたものでございます。

現在実施している穂波地区、鎮西地区にどの程度生活困窮者世帯に属する子どもたちがいるの

かという全体像の把握は現在できておりません。そのため、生活保護受給世帯の子どもたちを

対象とした参加率となりますが、平成３０年度では、穂波地区で対象生徒児童数５１名中

１０名、鎮西地区で対象生徒児童数３０名中３名、合わせまして、８１名中１３名の参加で

１６％の参加となっております。その他の参加者でございますが、ひとり親家庭の子どもや土

曜日に両親が勤務しており、１人で在宅せざるを得ない子どもたちなどが参加している状況で

ございます。また、現状では定員が充足しておりませんので、申し込みをされれば一般の子ど

もさんたちも受け入れているというのが現状でございます。 

○土居委員 

 それでは、子どもの貧困が社会問題化し、行政の責務も問われている中、子どもたちに居場

所を提供し、学習支援や生活指導、さらに食育に至るまで一連の支援を行うことは、次世代へ

の貧困の連鎖を防止するためにも、子どもたちへの支援策として大いに有効であるのではない

かと思います。このような有効な事業こそ全市的に展開し、開催場所をふやすべきだと思いま
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すが、いかがでしょうか。 

○生活支援課長 

 確かに、この事業の重要性を考えれば、市内全域で実施することが理想的であるということ

は十分に理解しております。現在、この事業はＮＰＯ法人青少年健全育成会連絡協議会に委託

しておりますが、この青少健が大学講師やその他スタッフの手配をしております。しかしこの

スタッフも安定的に確保できるとは限らず、これ以上のスタッフの確保が困難であるというよ

うな話は伺っております。さらに地域によっては、以前から開催されていた既存の学習事業が

あり、複数の学習支援が存在した場合に、その事業趣旨が生活困窮者世帯対象事業であること

が浮き彫りになる可能性もあり、これらに対する対策も必要となります。また、地域に存在す

るコミュニティなどに、このような事業をお願いすることが理想的な形であるのかもしれませ

んが、生活困窮者世帯の子どもを対象とした趣旨から、その参加の働きかけで個人情報の問題

も発生いたします。このように、特定の子どもたちを対象とした事業は、やはり子どもたちの

心をいかに傷つけることのないように展開していくかが非常に重要であることから、この問題

の解決に対して継続的に模索しているところでもございます。このような市の事業に対しまし

ては、そのニーズが増加していることについて十分に承知しておりますので、まずは現在の登

録者数を充足させることを目的とし、さらに、今後の事業の拡大と効果的な実施について検討

してまいりたい、そのように考えております。 

○土居委員 

 開催場所をふやすことが難しいのであれば、開催場所の変更などで参加者をさらにふやすこ

とはできませんでしょうか、お尋ねします。 

○生活支援課長 

 現在実施しております２カ所につきましては、事業開始時、地元の事業との競合や事業対象

者の実態などを分析した上で決定いたしました。しかしながら、参加者の伸び悩みも見られる

ことから、中心地での開催等も検討したところでございます。基本的には生活保護受給者世帯

は自動車を所有しておらず、さらに小学生の遠方への通所には安全確保の観点から好ましくな

いことから、中心地での実施では、子どもたちの通所が難しいという問題点がございます。こ

のため、今年度はこの事業の対象であり、なおかつ自動車の使用などで子どもたちの通所に比

較的協力できるであろう教育委員会の就学援助申請者の申し込み窓口に、参加者募集ポスター

を掲示したり、ひとり親家庭に対しする児童扶養手当の現況届を発送する際に、約１６００枚

の参加募集チラシを同封するなどして、参加者の確保を図っているところでございます。この

ように、参加者が広域から通所できるような状況が確認できるようになれば、開催場所につい

ても改めて検討してまいりたいと、そのように考えております。 

○委員長 

 次に、同じく１１４ページ、社会福祉総務費、生活困窮者自立相談支援事業について、川上

委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 １１４ページ、社会福祉費、社会福祉総務費、生活困窮者自立相談支援等業務委託料、

１２７９万８千円。追加資料集の８０ページと８１ページに、資料を出していただいています。

この事業が法律的には、どの法律によるのかということと、それから生活保護法との関係はど

ういう位置づけ、関連を持つかお尋ねします。 

○生活支援課長 

 生活保護に至る可能性のある現に生活に困窮された方が、その状態から早期に脱却するため

の法律、これが生活困窮者自立支援法でございますが、平成２７年に施行されております。そ

の中で、必須事業として実施しておりますのが、この自立相談支援事業でございます。この事

業では、生活自立支援相談室を設置し、さまざまな問題から生活に困窮されている方々などに
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対し、自立、就労に向けた支援サービスを総合的一体的に提供し、その自立の促進を図ること

を目的として、相談業務を実施しております。この相談室では、生活保護に至る前段の方を対

象とすることから、この相談では生活保護の適用を阻むというような懸念が生じるかと思いま

すが、そのような性格のものではなく、この相談から早期に生活保護の利用が望ましい対象者

を把握し、生活保護制度へスムーズな連携を行うというような機能も有しております。本市で

は、平成２７年度当初、穂波庁舎に相談室を設置し、さまざまな相談事業を展開しておりまし

たが、本年５月７日より利用者の利便性の向上を目的に、本庁舎４階に移転し、継続して相談

事業も行っております。この移転により、年間１７０件から２２０件程度で推移しておりまし

た相談件数でございますが、今年度は５カ月間で約１２０件を超えておりますので、昨年度よ

りも、相談件数は伸びているものと考えております。 

○川上委員 

 事業の成果、実績、評価というか、どういう点でやってよかったなというふうに思うか。 

○生活支援課長 

 事業の成果でございますが、まず生活困窮者の相談受け付け人数が平成２８年度１７８名、

平成２９年度１６４名、平成３０年度が１８８名でございます。相談者の具体的な支援が決定

するまでの緊急的な支援を行ったもの、これが例年３０件程度ございますが、これは具体的に

は社会福祉協議会の生活福祉資金の貸し付け、手続や本制度における住宅確保給付金の活用、

場合によっては直接就労支援を行い、就職に至ったもの等があります。 

続きまして、本制度で本来実施することとなっている相談者へのアセスメント経た上での支

援プランの策定に至った者が、平成２８年度、５７件、平成２９年度、４９件、平成３０年度、

５２件でございます。プラン作成後、個別具体的な支援を行い目標達成等の理由から支援終了

に至った件数でございますが、平成２８年度が３４件、平成２９年度が４５件、平成３０年度

が７０件となっております。なお、最終的に生活保護に至った件数が平成２８年度は５件、平

成２９年度が８件、平成３０年度が６件と、相談者総数の約３．３％程度にとどまっておりま

す。このことから生活保護に関する相談のすみ分け、それから第２のセーフティーネットの機

能としては十分に発揮できていると認識しております。やはりここに相談に来られる方、生活

保護制度の適用を拒まれる方が結構いらっしゃいます。この敷居の低いところでまず相談をし

ていただいて、さまざまな問題解決につないでいただく。どうしても解決ができないようなと

きは、そのまま相談室からうちの生活支援課のほうの生活保護制度につないでいただくという

ように、スムーズな対応ができるようになったということは、まことにいいことではないかと

思います。また改善する点としていたしましては、問題点としましては、現在、相談室の周知、

これを全力を挙げてやっておりますけれども、なかなか浸透できておりません。さらにさらに

深く広げまして、誰でも来やすく、これは断らない支援ということで、さまざまな相談を受け

るということになっておりますので、生活困窮だけの問題ではなく、家庭の問題、社会問題化

しているさまざまな問題、そういうもの全てを包括的に受け入れたいと思いますので、まずは、

この相談室の周知を徹底して行っていきたい、そのように考えております。 

○川上委員 

 第２のというふうに言われているんだけど、第１の生活保護と、その第２の自立支援の関係

を何ていうか必要な場合、淀みなく、連携されていくということが大事なんだけど、安倍政権

のもとで、生活保護受給者世帯を抑制していくという力、ものすごい勢いできているわけです

よ。そうした中で、ご本人が嫌だっていうだけではなくて、そういう政治的な社会全般の圧力

の中で、それが難しい状況に置かれているのもあると思うんですよね。そこで、改善点のポイ

ントとしては、やっぱり、実相談の方に見えた方の、目の届くところというか、見えるところ

に生活保護法の申請書を置いておくことが大事じゃないかと。それをいらないと言えば、それ

でいいと思うんだけど、この第１と第２をつなぐポイントはそこじゃないかなと思うんですけ
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ど、どうですか。 

○生活支援課長 

 確かに以前は穂波庁舎にありましたので、そういうことが望ましかったかと思います。今、

本庁舎４階に相談室を持ってきまして、そのような対象の方になりますと、すぐ、そちらの相

談員が同伴で、うちの方にすぐ申請に来られているというのが現状でございます。また生活保

護に、至るか至らないかわからないような、ちょうど境界の方も、一応、こちらのほうに連れ

て来ていただいてということで、本庁４階に相談室を移転したことで、そこら辺は非常にス

ムーズになっておりますが、相談室にも申請書を置くことはやぶさかではありませんので、前

向きにそういう皆さんに目の触れやすいところに生活保護が申請しやすいような環境づくりに

努めていきたい、そのように思います。 

○川上委員 

 この相談室はどこと連携して仕事しているか、生活支援課というのはわかりました。どうい

ったところと大体連携していますか。 

○生活支援課長 

 相談室と連携している社会資源でございますが、まず社会福祉協議会、それから民生委員児

童委員協議会、それにハローワーク、若者サポートステーション７０歳現役応援センター、シ

ルバー人材センターなど関係福祉団体や就労支援団体など、本事業の趣旨を理解していただき、

支援連携体制を構築しております。また、このような専門的な立場から問題解決に携わってい

ただくことで、早期に的確な対応が図れるものと考えております。それから今質問委員言われ

ましたように、市役所の医療、子育て、教育、市民相談窓口など、生活支援課を含めた市役所

の各部署と連携しているところでございます。 

○川上委員 

 相談件数がふえてきていると思うけど、大体どのようなことに困っておられるか、その傾向

をお尋ねします。 

○生活支援課長 

 ここ数年の傾向につきましては、大きく傾向に変化がございませんので、平成３０年度にお

ける相談者の傾向でご報告させていただきます。まず男女比につきましては、男性５２％、女

性４７％、不明が１％となっております。年齢層につきましては３０歳代１５％、４０歳代

１５％、５０歳代１５％、６５歳以上が２６％となっており、高齢者からの相談がやや多いか

というふうに考えております。相談内容でございますが、やはり生活困窮者の相談窓口という

こともあり、経済問題が約９０％、それから医療や介護、また入所施設にかかわる問題や介護

保険料や税の滞納に関する問題も多く占めております。その他相談としましては、家族の問題

もございます。また８０５０問題が表面化している中の中高年のひきこもりやニート、親の介

護問題等、そのような社会情勢が如実に相談内容にあらわれていると、そのように感じており

ます。 

○川上委員 

 若い人たちは、ネットでいろいろ自分で調べたり、友達とつながって助け合ったりというの

が多いんじゃないかと思うけど、それでもこの資料を見ると３年間で２０代で３倍になってい

るでしょう。７件から２０件だけど、ほかに資料を見させてもらいますと、ひきこもり、社会

的孤立という単語が目を引くと思うんですね。このきのうの朝のＮＨＫのラジオでも言ってい

ましたけど、若い世代のひきこもりが従来言われていたけれども、もう４０代、５０代、この

ままだと多分年金はもらえないっていう人たちが、全国的にふえるという、そういう層のひき

こもり、社会的孤立が問題になっています。飯塚市では、こういった点についてはどういった

状況になっておるか、どう対応しておるかお尋ねします。 

○生活支援課長 
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 ひきこもりの全体的な把握というのはできておりませんが、この相談室の中に過去３年間に

ひきこもりの相談件数は把握しております。これが平成２８年度が１４件、平成２９年度も

１４件、平成３０年度が１７件となっております。このような相談では、生活に困窮している

かどうかにかかわらず、相談体制を整えておるところでございますけれども、ひきこもりや外

部から見えづらく、要支援者の発見が難しいと言われております。そのため、家族や地区の民

生委員さんを初めとする近隣の方々による情報提供が非常に重要であり、相談室ではそのよう

な情報を得た場合には、相談者が来所されるのを待つだけでなく、相談者の自宅へ出向くアウ

トリーチなどを行うなど、積極的な支援に取り組んでおります。また相談が寄せられた場合に

は穂波庁舎にございます障がい者基幹相談支援センターや、筑穂若者サポートステーションな

どと連携をとりながら、その解決に努めているところでございます。 

○川上委員 

 飯塚市は技能実習生を募集、多く来れるように、いろんなシステムをつくってきましょうと

いうことで言っていて、それについて私は懸念を表明したことがあります。いろんなサポート

体制がいいと思うけども、最悪の事態、報道されるようなことが起こらないようにするために

は、いろんなシステムが要るけど、ここで紹介されたような機能を有するこの相談室は、こう

いった外国人の方も対象にしてやれるのかお尋ねします。 

○生活支援課長 

 現在のところ、外国人の方が相談に見えたことはございませんけども、全ての市民の方が

オーケーですので、外国人の方でも十分対応ができるものと考えております。 

○川上委員 

 それで、今、いろいろ聞いてきましたけど、非常に重要な仕事だと思うんですよ。それで今、

４人ぐらいでやっているですかね。それで、そのスタッフを確保するのも非常に困難な状況と

いうふうにお聞きしていますけど、体制充実が必要だし、そのためには、財政の手当が必要だ

と思いますので、委託について、それが良いかという問題はあるんだけど、いずれにしても人

的な体制、それから生活支援課との連携、その他の関係機関との連携の強化が求められている

んだけど、そういうことができるような体制の強化が必要だというふうに思います。何かそこ

のところで考えがありますか。 

○生活支援課長 

 確かに、この制度の第１のセーフティーネットである雇用保険制度と、最後のセーフティー

ネットである生活保護制度のはざまに置かれた方々を支援する制度です。生活保護制度とも非

常に密接な関係があると考えております。また、この生活困窮者自立支援制度と生活保護制度

につきましては、支援される方にとって切れ目のないものでなければならないと考えておりま

す。生活自立支援相談室に来られた方が生活保護となる可能性があれば、速やかに生活保護適

用のため、生活支援課へ同行し面談、同席の支援を行う。また反対に、この生活保護制度から、

この制度、自立をされて就労開始されて生活保護が廃止になったけれども、生活が安定するま

での不安解消や家計の管理、そういうものが問題になった場合は、速やかに生活保護を廃止し

た後も、この相談室につないで安定した生活が送っていただけるよう、このような連携は非常

に必要であると考えております。さらに生活支援課の職員はさまざまな社会的福祉資源につい

ての知識を非常に多く持ち合わせておりますので、一応と言いますか、生活支援課のほうに相

談に来ていただき、適格なアドバイスができると考えておりますので、ぜひ何かありました際

には、相談室、生活支援課どちらでも結構ですので、相談をしていただきたいと、そのように

考えております。 

○川上委員 

 民間に委託して、そこが頑張っており、重要な仕事なので、さらに、強化したいということ

と同時に、今でも生活支援課大変だろうと思うけれども、市役所全体が民間委託業者、委託業
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者っていうか、そういう大事な仕事をしているところと、市役所全体がリンクし、市役所全体

がそういう対象の方をサポートしていくというような考え方が必要だと思います。そのために

も先ほど言いましたけれど、そういう仕事をお願いしているところ、体制充実が必要だろうと

思いますので、意見を述べて質問を終わります。 

○委員長 

 次に１１５ページ、高齢者福祉費、高齢者運転免許証自主返納促進事業の見直しについて、

土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 １１５ページ、高齢者福祉費におけます高齢者運転免許証自主返納促進事業の見直しについ

て、お尋ねします。昨今、高齢運転者の重大事故が社会的な問題となっており、議会において

も同僚議員による一般質問があり、非常に関心が高い問題であると感じております。現在、本

市では、そうした高齢運転者による事故発生を未然に防止する施策として、高齢者運転免許証

自主返納促進事業を実施しており、コミュニティバスと予約乗り合いタクシーの回数券を支給

するという支援をしていると思いますが、昨年度以前の３カ年の高齢者運転免許証の返納者数

と支援額の実績をお尋ねします。あわせて、本事業は県の補助金の対象となっている事業とい

うことで、その補助の内容と補助額の過去３カ年の実績額についても教えてください。 

○高齢介護課長 

 まず、高齢者運転免許証自主返納事業の申請者数及び支援額の実績についてでございますが、

支援額につきましては、コミュニティバスと予約乗り合いタクシーに利用できる千円回数券、

１３００円分利用できる分になりますが、これを５冊、実質６５００円利用できる分、これを

支給しておりまして、昨年度平成３０年度が２６８人で１３４万円。２９年度が２４１人で

１２０万５千円、２８年度が１７５人で８７万５千円でございます。また本事業に対する県の

補助内容でございますが、本市の事業の対象者は、６５歳以上の高齢者の方で自主返納される

方としておりますが、県の補助事業の対象が７０歳以上の方が対象となっておりまして、補助

額につきましては、自治体の支援額の２分の１で上限額が２５００円となっております。補助

額の実績額につきましては、平成３０年度が６４万２５００円、２９年度が５１万７５００円、

２８年度が３７万５千円となっております。 

○土居委員 

 それでは他市、例えば福岡市では、免許証返納された方がタクシーを利用する場合に、

１０％割引になるということを聞いたことがありますが、本市ではそのような支援は考えてお

られないのかお尋ねします。 

○高齢介護課長 

 免許証を自主返納された高齢者の方に対する質問委員が言われます、タクシー利用の際の割

引制度というものは、事業者が独自にされている支援のことだと認識しております。確かに、

福岡市や北九州市などではそうしたタクシー会社、またタクシー協会があるようですが、本市

ではそのような事業者が現時点では把握しておりません。今後のことになりますが、高齢運転

者の事故の未然防止策の一つとしまして、そうした事業者に対し、支援拡充の協力依頼等の働

きかけについて検討していく必要があると考えております。なお現在、本市において実施して

おります高齢者運転免許証自主返納事業に関しましては、支援内容について、本年１２月から

コミュニティバス及び予約乗り合いタクシーの回数券に加え、タクシーや交通系ＩＣカードを

利用できるよう見直しをすることとしており、事故防止対策として、より一層の効果の拡充が

図られることを期待しているところでございます。 

○土居委員 

 答弁いただきましたように、支援内容の見直しは高齢運転者の方にまつわる事故の削減につ

ながることだと思いますし、今後もさらに事故をなくしていくための支援策を検討していただ
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きたいと思います。 

○委員長 

 次に、１１７ページ、障がい者福祉費、手話通訳について土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 １１７ページ、障がい者福祉費の手話通訳について、お尋ねします。手話通訳派遣手数料と

ありますが、これはどのようなときに支払うものなのか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 手話通訳派遣手数料につきましては、市が主催する講演会や研修等に手話通訳者を手配した

場合に支払うものでございます。 

○土居委員 

 では、市が主催ではなく、後援または共催している場合はどうなりますか、お尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 後援または共催をしている場合につきましては、主催者側に手話通訳者の会派遣依頼をして

いただきまして、費用の負担につきましても、主催者側に負担をしていただいているところで

ございます。 

○土居委員 

 では、聴覚障がい者個人が外出する際に、手話通訳者が必要な場合には、どのような対応が

されているのか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 聴覚や言語機能、音声機能等の障がいで意思疎通を図ることに支障がある障がいをお持ちの

方に手話通訳者を派遣し、福祉疎通を仲介することで、円滑なコミュニケーションを図り、障

がい者の自立と社会参加を促進することを目的とした意思疎通支援者派遣事業を行っておりま

す。現在、ＮＰＯ法人いいづか障害児者団体協議会と協定を締結いたしまして、当該事業を実

施しているところでございます。なお、３０年度の実績といたしましては、年間３４４件の派

遣を行っております。 

○土居委員 

 ではどのようなときにその事業が利用できるのか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 病院等の医療機関等に関することや、財産、労働等に関すること、また市役所等の窓口での

手続等の公的機関、学校での事業等の教育に関すること等、社会参加や地域生活に必要な内容

に対しての派遣を行っております。利用につきましては、あらかじめ飯塚市意思疎通支援者派

遣事業登録申請を行い、派遣を希望する７日前までに申請書を提出してもらっているところで

ございます。 

○土居委員 

 派遣を希望する場合には、７日前までに申請書を提出するようにとのことですが、もし緊急

時とかに派遣を求めることはできないのか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 緊急時には事後の申請を認めております。その場合は、緊急対応できる通訳者へ事前に配付

している名簿を利用していただき、直接連絡をしていただくことになっております。 

○土居委員 

 聴覚障がい者の方々にとって、手話は重要なコミュニケーション手段であるということを先

日の議員研修会において講師をされた聴覚障害者協会の方が言われていました。今後もこの事

業を継続していただき、聴覚障がい者の方々が安心して日常生活を送れるよう支援していただ

くことを要望して、この質問を終わります。 

○委員長 
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 次に１１７ページ、障がい者福祉費、障がい当事者団体等活動補助金について、障がい当事

者団体について、それぞれの補助金額について深町委員の質疑を許します。 

○深町委員 

 障がい者福祉団体、障がい者の福祉について、お尋ねいたします。障がい者当事者団体等の

補助金、活動補助金について、この補助金はどのような団体に対して出しているのですか、お

尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 市内在住の障がい児者及びその家族で構成する団体で飯塚市身体障害者福祉協会、飯塚市手

をつなぐ親の会、嘉飯山地区精神障害者家族会いずみ会の３団体に支出しております。 

○深町委員 

 決算額は１８９万７千円となっていますが、この３団体の補助金額は幾らになっていますか。

また、補助金以外の何か支援を行っていることがありますか、お答えください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 飯塚市身体障害者福祉協会につきましては、１４０万円、飯塚市手をつなぐ親の会は４２万

円、嘉飯山地区精神障害者家族会いずみ会には７万７千円の補助を行っております。また、そ

の他の支援をということでございますけれども、毎年行われております福岡県身体障害者体育

大会には、社会・障がい者福祉課の職員も同行いたしまして、選手の誘導や介助等を行ってい

るところでございます。 

○深町委員 

 この団体は、どのような団体で会員何人ぐらいおられるのかお尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 飯塚市身体障害者福祉協会は、飯塚市に居住する身体障がい者の自立を支援し、会員相互の

親睦や社会参加の促進を図るため設立された団体で令和元年５月末現在の会員数につきまして

は、１５７名となっております。また、飯塚市手をつなぐ親の会は、飯塚市に在住する知的障

がい児また知的障がい者の保護者家族の会で、知的障がい者や知的障がい児の自立と福祉向上

を図るため設立された団体でございます。令和元年５月末現在の会員数につきましては、障が

い児、障がい者とその親が会員となっておりまして、１４６名となっております。嘉飯山地区

精神障害者家族会いずみ会につきましては、精神障がい者家族当事者の会で障がい者家族の相

互支援、セルフヘルプ活動の推進、地域における精神保健福祉の改善と充実を目的とした団体

でございます。会員数につきましては、令和元年５月末現在２４名となっております。 

○深町委員 

 飯塚市全体で、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者の方がおられますが、全体で何

人ぐらいがおられるのか、お知らせください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 平成３０年度末現在の各手帳を所持された方の人数でお答えさせていただきます。身体障害

者手帳をお持ちの方が６３７０人でございます。療育手帳をお持ちの方が１２１４人、精神障

害者保健福祉手帳をお持ちの方が１０８１人ということになっております。 

○深町委員 

 障害者手帳を所持者の障がいの内訳は、どうなっていますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 身体障害者手帳所持者の障がいの内訳につきましては、重複してお持ちの方がございますの

で、その場合には、障がいの度合いの重いほうでカウントしております。そのため、重いほう

で入っている部分として、お答えをさせていただきます。肢体不自由の方につきまして

３４８３人、視覚障がいの方は４３０人、聴覚障がいの方は５７１人、音声、言語、そしゃく

機能障がいの方につきましては７２人、内部障がいの方につきましては１７９９人、免疫障が
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いの方につきましては１５人というふうになっております。 

○深町委員 

 団体の規模も補助金額もいろいろですが、この補助金額は団体のどういうところに使われて

いるか、お知らせください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この補助金につきましては、各種スポーツの県大会や各団体の上部団体が開催いたします大

会への参加費、また、外出の機会が少ない障がい者の方が社会参加を促進するための交流事業

にかかる費用、またコミュニケーションの活性化や情報収集を図るための関係団体主催の研修

会への参加費等に使われております。 

○深町委員 

 最後に要望なんですけど、手帳の数でいくと８６６０人ほどの人数になると思うんですけど、

飯塚市全体からいきますと１２万８千人の約６．５％ぐらいの方が、障がい者という数になり

ます。この金額から見まして、かなり１８９万７千円はちょっと少な過ぎるんじゃないかなと。

パーセンテージからいって、もう少し額をふやしてもいいんじゃないかなという思いがありま

す。住みよい、住んでよかったまちづくりということでうたっておる市長であります。その辺

も考慮の上、検討の上よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 

 次に、１１７ページ、障がい者福祉費、児童発達支援事業放課後等デイサービスの利用につ

いて、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 １１７ページの障がい者自立支援事業費について、お尋ねいたします。児童発達支援事業放

課後等デイサービスの利用状況についてお聞きをいたします。それぞれの給付費の決算額が、

２億３４７３万２１０７円、また、３億７４４５万１９９９円となっておりますが、利用件数

や事業所数はどのくらいあって、前年度と比べどのように変わったか、お知らせください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 平成３０年度の児童発達支援の利用延べ件数につきましては、１８１４件で前年度に比べま

して２８９件、率にして約１９％の増となっております。放課後等デイサービスにつきまして

は、平成３０年度の利用延べ件数４４０４件で、２９年度に比べまして９４７件、約２７％の

増加となっております。また、飯塚市内の児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所数

につきましては、平成２９年度末現在で児童発達支援事業所は１７カ所、放課後等デイサービ

スにつきましては１６カ所、３０年度末現在では、児童発達支援事業所が２０カ所、放課後等

デイサービスが１７カ所となっており、どちらも増加傾向にあります。 

○金子委員 

 どちらの児童発達支援事業にしても放課後デイサービスにしても大変な増加だと思います。

１９％の増や２７％の増というのは、大変な増になっておりますが、この要因はどのようなこ

とは考えられますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 要因といたしまして、保健センターの乳幼児健診時からの見守りや保育所等の先生からの声

かけ、また医療機関等の受診等により、発達に対する問題点等に保護者の方が早期に気づくよ

うになったことが要因の一つとして考えられます。また、このサービスの利用につきまして、

障害者手帳の取得を必須要件としておらず、保健師や医師から療育、約３年の必要性が認めら

れると判断された方も、このサービスの対象となるため、障がいの可能性があるのではと推測

される方の利用もふえていると考えております。なお、利用できる市内の事業所につきまして

も、先ほど申しましたとおり、増加傾向にあります。送迎や土日の対応等により、利用者の方

に、より利用しやすくなったことも要因の一つと考えております。 
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○金子委員 

 この児童発達支援や放課後等デイサービスというのは障がい児を対象にした施設が大変ふえ

ていて、保護者としては大変安心できるものだと思っていますが、その子どもの発達の過程と

か特性を理解した上での支援とか、療育というのが十分なのかなって考えることはあります。

ただの見守りというか、ただの本当に居場所ということになっていないかなというふうに感じ

ることがあります。よく共生社会とかインクルーシブ教育というふうに言われるんですけど、

私はそこで、少し疑問を感じることがあります。障がいがある、その可能性があるというだけ

で、別のところにやられることに関して、本当にそれが本人たちのため、あるいは保護者のた

め、そしてまた障がいのないと言われる人たちのためなのかなということも感じるところであ

りますが、どういうふうに考えられるでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 今、委員がおっしゃられたとおり共生社会ということで考える中では、ともに障がいのある

子も障がいのない子も、ともにという考え方もあるかと思います。ただ、施設等ができて、親

御さんもまた子どももそれに合った支援を受けていくということも大切なことではないかとも

考えております。これからは両方が共存できるような形ができればというふうにも考えますけ

れども、私たちども社会・障がい者福祉課として、サービスを必要とされる方にサービスが行

き届くようにということでの対応をしていきたいと考えております。 

○金子委員 

 小さいころから、やっぱりの共生社会というのが何より必要で、それこそが大きくなったと

きに、私たちも障がいがある人になることだってあるし、大きく考えたら、私が最近よくとて

も心に残ったのは、人間は男女で分けることがあれば、年齢、若い人、年をとった人と分ける

こともあるんだけれども、ある意味その障がいがある、今ある人と、これからある人という分

け方だってできるということを聞いたことがあり、私はすごく感動したというか、そうだなと。

私も今こうやってしゃべったり、立って歩いたりすることはできるけど、ここにいる皆さんも、

いずれかしゃべれなくなるし、いずれか歩けなくなるっていうことだと思うんですよね。それ

を考えたときに障がいがあるというだけで小さいころから分けられるというのは、私はどうか

なと思います。共生社会ということを飯塚市がうたっていくのであれば、ちっちゃいころから

学童等でどういうふうに利用していくかということも、市全体として考えていっていただけた

らと思っております。要望して終わります。 

○委員長 

 次に、１１７ページ、障がい者福祉費、ケアプラン作成の現状と課題について、金子委員の

質疑を許します。 

○金子委員 

 決算書の１１７ページに、ケアプラン作成手数料が、３４５８万５７３０円とありますけれ

ども、ケアプラン作成数は何件ありますか、また計画相談事業所は、何件あって、ケアプラン

を作成する計画相談支援員は何人いらっしゃいますか。お尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 ケアプラン作成件数につきましては、３０年度末現在２３１５件となっております。前年に

比べ、１５７件の増加となっております。また計画相談事業所につきましては、平成３１年、

ことしの４月１日時点で、飯塚市には１７カ所ございます。飯塚圏域では２６カ所となってお

ります。また、昨年３０年５月１日時点での飯塚市の計画相談事業所につきましては、１６カ

所となっておりまして、１年間で１カ所の増加となっております。また、計画支援員の数につ

きましては、申しわけございません、把握しきれておりません。 

○金子委員 

 サービス利用者は大変ふえていますが、介護保険のケアマネジャーと比べて計画支援をする



５３ 

人が大変少なくて、１人の方の持っている件数が、大変多いという話を聞いたことがあります。

それで、把握できていないから子どもたちの計画とかがうまくいっていない。実態も把握でき

ないまま、こなしていくような状況があるんではないかなというのを私もよく聞いていますの

で、今後またその障がいのある方にかかわる人たちと事業所でどんな内容があるのかとか、子

どもたちの特性とか障がいのある人たちの特性を考えることができる支援員がふえるといいな

というふうに考えています。それは要望として終わっておきます。 

○委員長 

 次に、１１７ページ、障がい者福祉費、緊急通報システムの成果と課題について、金子委員

の質疑を許します。 

○金子委員 

 では、緊急通報システムというのがどんなものかお尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 緊急通報システムとは、在宅のひとり暮らしの重度障がい者で脳血管疾患、心疾患等のため、

急な発作が予見される方が、緊急時に緊急通報用の機能を備えた電話機等の機器を用いて、受

信センターに通報し、受信センターから近隣の協力員や消防署に通報ができるシステムとなっ

ております。 

○金子委員 

 先ほどの同僚議員もお話がありましたが、議員研修を受けて、大変これびっくりしたという

か、大変だなと、自分もおなかが痛くなったら大変不安なんで、同じように耳が不自由だった

りすると本当に大変だなということを痛感いたしました。その聴覚障がいがある方が、夜中に

体調が悪いとなったときに、手話通訳の方が連絡が取れないということが言われてましたけれ

ども、この先ほど言われたシステムを聴覚障がいのある方が利用することはできるのでしょう

か。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この障がい者緊急通報システム事業につきましては、脳血管疾患、心疾患等のため、急な発

作が予見される方を対象としています。このシステムは電話回線を使用しておりますので、こ

の脳血管疾患や心疾患を持ち聴覚に障がいのある方が使われる場合には、ファックスでのやり

とりも可能となっております。また、別に聴覚障がい者の方への対応といたしましては、メー

ル１１９番システムというものがございます。このシステムにつきましては、聴覚障がいや音

声、言語機能に障がいがあり、電話による１１９番通報が困難な方を対象にしまして、携帯電

話やパソコンのメール、ファックスを利用して、自宅や外出先から緊急通報を行い、消防車や

救急車を要請できるシステムになっております。これにつきましては、事前に登録が必要でご

ざいますけれども、夜間の緊急の場合等には、このようなシステムを活用していただければと

考えておるところでございます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１５：４１ 

再開１５：５４ 

 委員会を再開いたします。 

 １２０ページ、児童福祉総務費、保育士確保緊急対策の現状と課題について、金子委員の質

疑を許します。 

○金子委員 

 １２０ページの保育士確保緊急対策の現状についてお聞きいたします。今、現状はどうなっ

ているかお知らせください。 

○子育て支援課長 
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 本事業は、保育士の人材確保対策を推進する一環とし、常勤保育士として市内の私立保育所

等に新規採用される保育士に対し助成金を交付することにより、市内の私立保育所等の保育士

確保を図ることを目的とした事業となります。１人でも多く、常勤保育士として採用されるよ

うフリーペーパーへの掲載、私立保育園長会において、活用していただくよう説明し、また保

育士合同就職説明会、福祉のつどいにおいてブースを設け広く周知を図っているところでござ

います。 

○金子委員 

 まだまだ、待機児童の問題等がございますが、担当部署としてこの課題をどのように考えて

おるのか教えてください。 

○子育て支援課長 

 本事業費を広く周知するため、フリーペーパーの掲載を行っているものの、目標とする人数

の保育士確保ができておりません。保育士を目指す学生が減少していることや、潜在保育士の

働き方のマッチングが難しいことなどの要因もあるとあるのではないかというふうに考えてお

ります。 

○金子委員 

 保育士が足りないと言って、かなりたつと思うんですよね。いろいろな対策を考えていても

まだまだ足りない状況なんですけども、今後、この課題をどういうふうに取り組んでいくのか、

考えられていたら教えてください。 

○子育て支援課長 

 これまでの取り組みを引き続き行うとともに、本年度は潜在保育士の掘り起こしのための相

談窓口の開設、保育士のための情報誌を作成し、県内の保育士養成施設に配布するなど、本市

の保育支援の制度のＰＲを行っております。今後も引き続き新たな取り組みの研究も行ってま

いりたいと考えております。 

○金子委員 

 要望ではありますが、１０月を前にして無償化の問題等がございます。私の周りの人にもた

くさん、まだまだ多く保育園に入れたいけれども、入れないという方が実際にいらっしゃいま

すので、できるだけたくさん頑張っていただくよう、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 同じく、１２０ページ、児童福祉総務費、保育士確保緊急対策事業費について、川上委員の

質疑を許します。 

○川上委員 

 保育士確保緊急対策事業費、１９４９万７千余の決算となってます。追加資料は９１ページ、

９３ページ、１０１ページとどういった事業を行ったのかお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 先ほどの金子委員とダブるところもございますけども、本事業は保育士の人材確保を推進す

る一環とし、常勤保育士としての私立保育所で新規採用される保育士に対し助成を交付するこ

とにより、市内の保育所の保育士確保を図ることを目的とした事業となっております。 

○川上委員 

 目標はどうなっていましたか。 

○子育て支援課長 

 本事業は、未利用児童の解消を図るため、市内の私立保育所に保育士を各年、３０名として

目標を掲げております。 

○川上委員 

 到達は。 

○子育て支援課長 
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 ３０年度は２３名の保育士が新たに就職しております。勤務要件がありますので、離職防止

にもつながると考えており、３０名の目標には達成していないものの、一定の成果はあってい

るものと考えております。 

○川上委員 

 その評価にかかわることなんだけど、この事業をやったから、この２３人ということになっ

たのか。やらなくても２３人になったのか。そこのところの分析は何かしていますか。 

○子育て支援課長 

 仮に、この制度を行っていない場合ということについては、その分析までは行っておりませ

ん。 

○川上委員 

 この１９５０万７千円余りの財政出動をして、ここまで成果が上がったというふうに、言え

る必要があると思うんだけど、それはいつ分析するんですか。 

○子育て支援課長 

 今後、この事業は平成２９年から実施しておりますけども、この事業をいかに活用して就職

した保育士の意見を聞きながら、研究していきたいというふうに考えております。 

○川上委員 

 入所待機児童をどこまで減らすかということでこの３０人という目標があったんですか。 

○子育て支援課長 

 各私立保育所に採用計画を確認しまして、それで目標立てております。 

○川上委員 

 私は安倍政権が待機児ゼロという目標を先のほうに延ばしたでしょう。だから国のほうから

待機児ゼロともう言わなくなったんですよ。待機児を減らそうと言い始めたわけ。だから、施

策もその程度になってしまったわけですよ。どこまで減らすかとかいうのはないわけですよ。

今はもう見えないようにしてしまえという考え方でしょう。だから隠れ待機児童というじゃな

いですか。本市の場合は、国がそうであったとしても待機児童ゼロにすると、実質、隠れであ

ろうがなかろうが、１人の子どもも困らないと、１人のお父さん、お母さんも泣かないという

ようにするために、どれだけの施設が必要かということと同時に、どれだけの保育士の確保が

必要かという意味で目標を持たないといけない。その目標は、待機児は昨年ピークで１４５人

だったから、決算年度で、だから５０人にしようとか、そういう目標は立たないでしょう。や

っぱり待機児はゼロにするという目標で、臨んでいかないとゼロにならないわけですよ。泣き

続けるわけ。子どもの虐待とか、危険なことにもつながっていきかねない社会情勢ですから。

それで、そういう目標が立つんであれば、１９４９万７千円で足りないんであれば、まだ財政

出動を上乗せしていかないといけないということになるんだけど、こういった考えについてど

う思いますか。 

○子育て支援課長 

 今後、待機児童の解消につきましては、新設保育所を今建設しております。２０２１年４月

の待機児童解消を目標に施設整備を含め、受け皿と保育士確保の両輪で進めていきたいという

ふうに考えております。 

○川上委員 

 １０月からの無償化の流れでしょう。そして、これからも、国レベルあるいは飯塚市レベル

でもそうだけど、外国人の方のお子さんとかもふえていく可能性が高いわけですよね。だから、

社会情勢の変化によって、本当に保育所機能を充実させると、今の段階でやっぱりゼロってい

うのをきちんと、どんなことがあってもゼロということで、目標を掲げて頑張る必要があって、

そのための財政支出を求めておきたいと思います。 

○委員長 
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 次に１２０ページ、児童福祉総務費、子ども医療費対象者の拡大について、金子委員の質疑

を許します。 

○金子委員 

 １２０ページの子ども医療費対象の拡大について、お尋ねいたします。まずはこの子ども医

療費の制度の内容について、お尋ねいたします。 

○医療保険課長 

 子ども医療費は、対象となる子どもが医療機関を受診した際に係る窓口負担を助成するもの

で、本市の制度は、福岡県の制度に上乗せした制度となっています。具体的には未就学児では

自己負担なし、小学生以上は外来は小学６年生まで１カ月の負担上限を１２００円に、入院で

は１８歳に達する年度末まで自己負担は１日当たり５００円で月７日限度としています。また

県制度は、３歳以上で設けております所得制限につきましては、本市では設けておりません。 

○金子委員 

 県から比べると飯塚市は少しいいように思いますが、この近辺の嘉麻市や桂川に比べるとま

だまだ充実してないというのを、よく声を聞きます。資料として８６ページに受診件数の内訳

を丁寧に出していただきましたが、これで言えばゼロ歳から１２歳まではすごい数が上がって

ますが、結局の子ども医療費にはかかってないということで１３歳から１８歳まですごい数が

減っていくという状況ですよね。自分自身が子どもを育ててわかるのは、小さいときに大変子

どもも病気になったりしやすいんですけど、それが年齢を重ねていくうちにだんだんと病気に

もなりにくくなるというのを自分は実感として持っています。だけど、例えばアトピーとか、

部活をしていてよく足を痛めるというようなことというのは、ある特定の人にしか負担がかか

らないような状況になると思うんですよね。そうなると、全く病気にかからないとか病院に行

かない人は一定数すごく多くいるんだけども、ある一定数はアトピーとか、外科とかになると

ずっとかかってしまうという状況が続くと思うんです。そうなったときに、今の現状であれば、

１２歳、小学校まではアトピーの子も１２００円の負担でよかった。けれども、中学校に上が

ったと途端アトピーの子どもたちには負担がかかっていくという状況になっていくのは、やは

り住みにくいなと。特にアトピーの子どもさんとか、どんどんひどくなる子はどんどんひどく

なっていく現状も見ているので、それが大変私も見ていて苦しいなと思うことがあります。そ

の辺のところをどうお考えになるのか、教えてください。 

○医療保険課長 

 子ども医療費を助成する範囲を中学生以上に拡大しますと、どうしても財政負担が増すこと

になりますけれども、子育て世代に対しては、経済的な負担を軽減する有効な子育て支援策の

一つであると考えておりますので、それぞれ制度は異なっております嘉麻市、桂川町との協議

などをしながら、今後、前向きに検討させていただきたいと、このように思っております。 

○金子委員 

 全国的な流れとして、子ども医療費は、拡充しているというような流れをよく聞きます。な

ので、子どもは残念ながら医療費の問題は、高齢者とかを含めると大変負担になってくるとい

うのもあると思いますけども、子どもを大切にする飯塚市ならではだからこそ、子ども医療費

については負担ではなく、投資だというふうに考えていただいて、ぜひ拡充していただくよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に１２１ページ、児童措置費、私立保育所整備事業費補助金、私立認定こども園施設型給

付費の内訳について、奥山委員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 まず最初に、私立保育所整備事業費補助金の支出先はどこになりますか、また補助金の内訳

について、お答えをお願いします。 
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○子育て支援課長 

 私立保育所整備事業補助金は老朽化している私立保育園及び認定こども園の整備に要する費

用の一部を厚生労働省の保育所等整備交付金の文部科学省の認定こども園整備交付金を活用し、

施設整備に係る補助を行うものでございます。平成３０年度の支出先は社会福祉法人三和会が

運営する幸袋こども園になります。補助金の内訳としまして、補助金１億５００５万１千円の

内訳としましては、国負担が１億２５２４万５千円、市負担が２４８０万６千円になります。

なお、この事業は本年度と３０年度と令和元年度の２カ年での補助金支出となり、令和元年度

には約１億円の支出を予定しております。 

○奥山委員 

 今のご答弁ですと、幸袋こども園が３０年度と今年度で合計約２億５千万円。ちょっと資料

要求をした資料の中を見ますと、２８年度がこども園を入れて４園が補助金対象になっていま

す。２９年度が２園、３０年度が今言われました幸袋こども園、それぞれの年度で支出額が異

なっておりますが、これは上限みたいなものがあるのかどうかお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 この支出金額の違いと申しますのは、まず改築する定員規模によって基準額が異なります。

また、こども園と幼稚園、今回する幸袋こども園、また昨年した山内幼稚園、伊岐須幼稚園、

こちらはこども園になりますので、幼稚園部、保育部それぞれの整備交付金がございますので、

その合計額となりますので、金額に差がございます。 

○奥山委員 

 次に、私立保育所研修費補助金の内訳はどのようになっているのかお伺いします。 

○子育て支援課長 

 私立保育所等研修費補助金、こちらにつきましては、保育所と職員の専門性を高めるための

研修事業に要する経費を補助しております。平成３０年度におきましては、私立保育園に

１２カ所、認定こども園５カ所に支払っております。各施設定員１人当たり１９８０円を限度

枠とし、実情に応じて支払っております。 

○奥山委員 

 この研修補助金でございますが、合計で行かれた人数というのはわかりますでしょうか。園

ごとでなく合計で結構ですけど。 

○子育て支援課長 

 申しわけございません。各園実績報告は出していただいておるんですけども、参加人数、合

計というのはちょっと出しておりませんので申しわけございません。 

○奥山委員 

 次に、私立保育所特別保育事業費補助金について、特別保育の利用状況はどのようになって

いるのか、お知らせ願います。 

○子育て支援課長 

 私立保育所特別保育事業補助金、こちらは私立保育所が実施する一時預かり事業、延長保育

事業に対し助成を行うものです。平成３０年度は、実績は一時預かり事業利用者は保育所９施

設、子ども園１施設、合計１０施設で利用人数は１５５９人、延長保育事業利用者は、保育所

２０施設、こども園１施設の２１施設で利用人数は２万１０２５人、休日保育利用者は、保育

所１施設で利用人数は２６３人となっております。 

○奥山委員 

 その中で今一時預かりが１０施設、それから延長保育は２１施設、休日が１施設ということ

でしたが、全ての保育所、園でこの３つをやっているのか、全然最初から一時保育も全てやっ

ていないというところがあれば、お願いします。 

○子育て支援課長 
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 市内に２２カ所ある私立保育所なんですけども、いずれかの事業は行っているということで

す。 

○奥山委員 

 次に、私立保育所施設型給付費の支払い状況はどのようになっているのか、また保育単価に

ついてもお知らせください。 

○子育て支援課長 

 私立保育所施設型給付については、市内私立保育所２２カ所に支出しております。平成

３０年度の実績では、定員によって差はありますけども、平均して１施設当たり年間２億

６００万円の支出となっております。保育単価につきましては、定員によって単価が違います

が、利用定員が１００人規模の場合としまして、述べさせていただきます。基本分単価の月額

が１人当たりゼロ歳児１５万９２７０円、１歳、２歳児９万１９１０円、３歳児４万

１４７０円、４歳児以上３万４７４０円となっております。これは基本単価となりますので、

その他状況に応じまして、所長設置加算、処遇改善加算、３歳児配置改善加算、休日保育加算、

主任加算、チーム保育加算などの加算がされます。 

○奥山委員 

 そこでちょっとお伺いしますが、先ほどありましたけども、この１０月１日からと子どもの

無償化になりますけども、これに上乗せで補助金として出るのか、また別な費目で出るのかち

ょっとお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 １０月からの無償化につきましては、現在、この単価から３歳以上の副食費分４５００円を

１人当たり差し引きして給付するようなこと形になっております。 

○奥山委員 

 例として、ゼロ歳児は先ほど１５万９２７０円、そこから４千幾らか引いて、今保護者の方

が払っている２万円から３万円とか、所得に応じて違うと思いますが、それがここに上乗せに

なるんですか。そういう意味ですか。 

○子育て支援課長 

 現在、保育料につきましては、市のほうで一括して給付しておりますので、保育所に支払う

給付費は、変更はございません。３歳児以上のこちらの副食費につきましては、こちらの単価

から４５００円差し引きして給付するような形となっております。 

○奥山委員 

 そうですね、３歳以上でございました。次に、私立保育所広域入所施設型給付費及び公立保

育所施設型給付費の支払い状況はどのようになっているか、お伺いします。 

○子育て支援課長 

 平成３０年度の支払い状況につきましては、田川市が広域入所１２カ所、嘉麻市が１１カ所、

直方市９カ所、それと田川郡が９カ所、その他１５自治体で２４カ所、合計６５カ所へそれぞ

れ支出しております。市外の保育所に入所している児童の延べ人数は、公立が２８１人、私立

が１４０４人、合計１６８５人となっております。 

○奥山委員 

 公立が２８１人、私立が１４０４人、１６８５人が飯塚市から他市町村に行かれているとい

うことで、月平均１４０人が飯塚市以外の保育所等で、保育を受けているということですけど

も、これは非常に飯塚市の待機児童が見ると、まだまだおられますけども、ありがたいなとい

うふうに思います。次に、市外からの受け入れ児童数はどのようになっているのか、お伺いし

ます。 

○子育て支援課長 

 市外からの市内の保育所に入所している児童の延べ人数なんですけども、公立が８４人、私
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立が５１２人、合計で５９６人となっております。 

○奥山委員 

 これも６００人ぐらいが他市から飯塚市の保育所に入所していると。これも月平均５０人ぐ

らいがみえています。これはなかなか、断るというのは難しいし、うちも出しているというこ

ろから、また保護者の方の務め先が、この飯塚市ということもあるので、難しいと思いますけ

ども、これを少しずつ解消していただきながら、飯塚市の子どもが入れるように願っておりま

す。次に、市外への入所者を今後、ふやしていくつもりか、先ほど月１４０人と申し上げまし

たけども、ふやしていくつもりなのかどうか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 保育所入所申し込み時に入所を希望する施設を第４希望まで記載できるようになっておりま

すので、各施設の受け入れ状況や保護者の意向を確認しながら、入所調整を行っております。

１人でも多く入所できますように、広域入所、こちらを含めたところで入所調整を今後も行っ

てまいりたいと考えております。 

○奥山委員 

 他市町村にぜひともお願いをして預かっていただけるよろしくお願いします。次に、私立認

定こども園施設給付費の支払い状況はどのようになっているか、また保育単価、先ほどは保育

所で今度はこども園ですね、よろしくお願いします。 

○子育て支援課長 

 児童福祉費の私立認定こども園施設型給付につきましては、市内の市立こども園の給付認定

２号、３号こちら保育部になります。保育部に入所している児童分ということになります。平

成３０年度実績の平均１市設あたりが年間７６８０万２１５０円となっております。保育単価

につきましては、定員によって単価が違いますが、利用定員が１００人規模の場合、基本分単

価月額は１人当たりゼロ歳児が１６万５３２０円、１歳児、２歳児が９万７９６０円、３歳児

が４万７５２０円、４歳児、５歳児が４万７９０円となっております。これは基本単価になり

ますので、先ほどの保育所の給付と同様に、その他必要に応じて加算がございます。 

○奥山委員 

 先ほどの保育所とはちょっと価格が違っておりますが、例えばゼロ歳児ですと１６万５千円

ですから、先ほど保育所が１５万９千円、約６千円、全年齢で６千円上がっておりますが、理

由がございましたらお願いします。 

○子育て支援課長 

 すみません。こちらの単価の差額につきましては、国が示しております単価基準表というの

がございます。こちらのほうで生じているような状況ではございますが、この差額についての

理由と申しますのは、申しわけございません、把握しておりません。 

○奥山委員 

 教育の中身が違うのかどうかというのがあるかもしれませんけども、今は御存じないという

ことでしたので、いずれにしましても、先ほど来からもありますが、飯塚市の子どもさんを

１人でもまたこの１０月に向けて、保育士の確保等をやっていただいて、希望する皆様が、園

のほうで預かっていただけるように引き続き、よろしくお願いします。 

○委員長 

 次に１２２ページ、母子父子福祉費、母子家庭等自立支援給付等事業の成果について、土居

委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 １２２ページ、母子父子福祉費における母子家庭等自立支援給付等事業の成果について、お

尋ねします。自立支援給付金事業については、就職につながる能力開発のために教育訓練講座

を受講する母子家庭の母親や父子家庭の父親に受講料の一部を助成するようになっているよう
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ですが、具体的な内容について教えてください。 

○子育て支援課長 

 母子家庭等自立支援給付金事業としましては、２種類の事業を実施しております。まず一つ

が自立支援教育訓練給付金事業、就業につながる教育訓練講座を受講した場合に、受講料の一

部を助成する事業でございます。もう一つが高等職業訓練促進給付金等事業、こちら就職の際

に有利な資格を取得するため、養成機関で就業している場合に経済的支援を目的とし、給付金

を支給する事業でございます。 

○土居委員 

 では、この事業の対象となる講座や資格はどのようなものがあるのか、お示しください。 

○子育て支援課長 

 自立支援教育訓練給付金事業につきましては、雇用保険法の規定に基づく指定教育訓練講座

が対象となります。具体的には、介護、経理、情報などの講座になっております。高等職業訓

練促進給付金等事業につきましては、看護師、美容師、理学療法士などの資格になります。 

○土居委員 

 では、昨年度の利用実績はどのようになっているのか、教えてください。 

○子育て支援課長 

 平成３０年度の実績といたしまして、自立支援教育訓練給付金事業が２名、どちらも介護関

係となっております。高等職業訓練促進給付金等事業、こちらが２７名受けております。内訳

としまして、看護師６名、准看護師１７名、美容師３名、理学療法士１名となっております。 

○土居委員 

 では、昨年実施されてからの事業の成果はどのようになっているか、教えてください。 

○子育て支援課長 

 平成３０年度の成果といたしまして、高等職業訓練促進給付金等事業の受給者のみの就業状

況になりますけども、就業課程終了者、看護師、准看護師、合計９名全員が就業に結びついて

おります。内訳といたしまして、病院に８名、保育園に１名となっております。 

○委員長 

 次に１２２ぺージ児童措置費、病児保育事業委託料について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 １２２ページ、児童措置費、病児保育事業委託料、６７１万４千円について、まず、体制と

実績、委託先、委託料内訳、スタッフはどうなっておるかなどについて、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 委託先については、医療法人宮嶋外科内科医院さくらルームに業務委託をしております。利

用人数は、３０年度１５２人となっております。 

○川上委員 

 もともと旧飯塚で森田クリニックが１番バッターでやっていただいて、合併後２番バッター

で宮嶋さんということになっていて、今宮嶋さん１人になっているんだけど、増設は考えられ

るけど減らすのは考えにくい状況と思うんですよ。市はどういう考え方なのか。また、どうい

う取り組みをしたのかお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 病時保育事業、こちらにつきましては、需要もあることから、施設数をふやしていきたいと

いうふうには考えております。現在、嘉麻市、桂川町との嘉飯桂圏域定住自立圏連携事業で、

圏域内での施設増加を目指し、協議を行っております。また、施設数をふやす取り組みといた

しましては、昨年度、平成３０年度に飯塚市立病院に病児保育の施設の新設に向けて打診した

ところ、対応は難しいとの回答を得て開設までには至っておりません。 

○川上委員 
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 難しい理由は何か聞いていますか。 

○子育て支援課長 

 はっきりと確認したところ、状況的に事業を運営するまでには至らないということで、対応

が難しいというふうにしか聞いておりません。 

○川上委員 

 何回ぐらい話し合ったんですか。 

○子育て支援課長 

 こちらのほうから３回ほど病院のほうに出向き、協議を持っていただいております。 

○川上委員 

 相手は誰が出てきているんですか。 

○子育て支援課長 

 相手は、病院関係の事務局の方と会議を行いました。 

○川上委員 

 事務局というのはどういう役職の方ですか。 

○子育て支援課長 

 すみません。今ちょっと手元に資料ございませんので役職までははっきり述べられません。

確認してまいりたいと考えております。 

○委員長 

 一旦この質疑は保留にしましょうか。確認ができた段階でまた入れますね。ただいまの質問

は保留にいたしまして、次に移ります。 

次に１２４ページ、保育所費、街なか子育て広場事業について、土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 １２４ページ、保育所費の街なか子育て広場事業についてお尋ねします。就学前の子どもを

持つ保護者が気軽に利用できる施設として、子育て支援センターがありますが、その中でも利

用者数が多い街なか子育て広場では、どのような事業が行われているのか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 街なか子育て広場事業につきましては、子育て家庭の保護者と就学前の児童を対象に親子が

集い交流のできる場所を開設し、子育てについての相談、情報提供、助言や援助を行う事業で

す。また、親子触れ合い遊びができる出前講座も穂波福祉センターにて、毎週実施しておりま

す。 

○土居委員 

 では、昨年度の事業実施状況はどうなっているのか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 実施内容につきましては、制作活動や街なか散策、季節に合わせた行事など親子が交流でき

る催しや穂波福祉総合センターでの催し、育児講座や育児相談を実施しております。平成

３０年度においては、第１火曜日に身体計測、第２火曜日に制作、第３火曜日に街なか散策、

第４火曜日にお話し会や誕生会、その他育児サークルや育児講座、穂波総合福祉センターでの

きらきら広場を実施し、育児相談にも応じております。また、平成３０年度の利用者数は、施

設への来所者数３万１５７９名、施設外講座利用者数８３１名、利用者数の合計３万

２４１０名、また相談件数３３１名となっております。 

○土居委員 

 では、昨年度１年間事業を実施されまして、その成果はどうなっているのかお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 平成３０年度の成果といたしまして、利用者数合計が前年度と比較し４９０名の増加、相談

件数が２９５件増加しており、子育て親子の交流や保護者の育児支援につながっております。
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また、３０年度より運営委託し、日曜日、祝日を開所することといたしました。そのため、利

用者の利便性向上が図られており、父親の利用もふえ、育児参加にもつながっているように思

われます。 

○土居委員 

 昨年度事業を実施しては、課題をどのように捉えられているのかお示しください。 

○子育て支援課長 

 平成３０年度の課題といたしまして、施設外講座利用者数が前年と比較して減少しているこ

とから、その原因を探るとともに、利用者の増加への方策を研究してまいりたいと考えており

ます。 

○委員長 

 次に１２４ページ、保育所費、公立保育所民営化・統合事業費について、川上委員の質疑を

許します。 

○川上委員 

 ６万７千円なんですけれども、検討委員会委員報酬が５万９千円、費用弁償が８千円となっ

ています。何を検討したかお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 ３０年度は飯塚市公立保育所こども園あり方検討委員会において、子育て支援センターの現

地視察を行い、運営状況などの評価をしていただいております。 

○川上委員 

 子育て支援センター整備の経過をお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 市内にある子育て支援センターは、まちなか子育て広場を含め４施設ございます。筑穂子育

て支援センターは、平成１７年４月に筑穂保育所内に開設しております。庄内子育て支援セン

ターは平成１７年８月に当時、赤坂保育所内に開設し、平成２５年に現在の庄内ハーモニーに

移設しております。頴田子育て支援センターは、平成２０年５月に頴田保育所内に開設、平成

２５年に現在のサンシャイン頴田内に移設しております。街なか子育て広場は平成２４年２月

に、枝国保育所内に設置しておりました、穂波子育て支援センターを東町商店街の中にある旧

玉置の建物に移設し、街なか子育て広場として開設、その後、平成２８年１０月に現在の場所

に新築しております。また、菰田保育所内に設置しておりました、飯塚子育て支援センターは、

街なか子育て広場新設の際に、施設規模を拡大したことからその時期と同時に廃止を行ってお

ります。すみません。先ほどの庄内子育て支援センターにつきましては、庄内ハーモニーと申

しましたけども、庄内交流センター別館のほうに移設しております。 

○川上委員 

 利用状況の推移をお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 平成３０年度の子育て支援センターの年間利用者数につきましては、街なか子育て広場が

３万２４１０人、筑穂子育て支援センターが２０５１人、庄内子育て支援センターが

８０２８人、頴田子育て支援センターが７７３１人、４施設合計としまして５万２２２人の利

用状況となっております。 

○川上委員 

 それはいつの時点と言われましたかね。 

○子育て支援課長 

 これは平成３０年度の利用状況となっております。 

○川上委員 

 数字はいいので、傾向としてはどういう傾向ですか。 
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○子育て支援課長 

 利用状況につきましては、若干ですが、年度にもよりますけども、若干ですが伸びているよ

うな状況でございます。 

○川上委員 

 穂波の支援センターが枝国を廃止し玉置に、水害がよく発生するところに子ども支援セン

ターをつくったんだけど、この段階で穂波の支援センターがなくなっていくわけですね。どう

いう考え方をしていますか。 

○子育て支援課長 

 穂波地区の子育て支援センターにつきましては、現在楽市保育所、平恒保育所、こちらの統

合した保育所を検討しております。それにあわせて検討していきたいというふうに考えており

ます。 

○川上委員 

 それはいつごろになりますか。 

○子育て支援課長 

 現在、楽市統合保育所の整備につきましては、建設場所も含め、関係各課と協議を行ってお

りますので、はっきりいつという明確な時期については、現在調整を行っているところでござ

います。 

○川上委員 

 需要はないですか。 

○子育て支援課長 

 昨年度、子ども・子育て事業計画をする際のアンケート調査を行った際には、穂波地区につ

いても、需要があるというふうな結果は出ております。 

○川上委員 

 需要があり計画にもあるんだったら、いつできるかわからないとかではなくて、いつまでに

つくるというのを示す必要があると思うけど、そういう考え方はないですか。 

○子育て支援課長 

 先ほどの答弁の繰り返しになりますけども、楽市、平恒こちらの統合保育所と合わせたとこ

ろで計画を進めていきたいというふうには考えております。 

○川上委員 

 支援センターを使いたいという需要がある。計画にも載せている。でもいつつくるかわから

ない。こういう姿勢でいいんですかね、片峯市政は。お金の問題ですか。 

○子育て支援課長 

 設置場所も含めたところで検討していきたいというふうに考えております。 

○川上委員 

 いまのは何のことですかね。統合してつくる先のこと言っているわけ。それともそれより手

前に、計画にもある、要求もあるんだから、どこか場所をつくって、初めますということ言っ

たんですか、どっちですか。 

○子育て支援課長 

 統合保育所、こちらを整備するこの時期に合わせて、支援センターについても計画していき

たいというふうに考えております。 

○川上委員 

 保育所と一緒にしなければならない、遠く離れたらいろいろ不都合があると思うけど、その

施設の中に入れ込まなければならない理由はないでしょう。支援センターは。 

○子育て支援課長 

 確かに質問委員が言われるように、子育て支援センターは保育所の中にという規定はござい
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ません。現在、庄内にしろ、頴田にしろ、保育所とは別の場所で運営を行っております。ただ、

なるべく近くの施設のほうがいいんじゃないかというふうなこともありますので、できました

ら保育所の設置場所、そこを含めたところで検討していきたいというふうには考えております。 

○川上委員 

 発想を変えたほうがいいですよ。街なかだって保育所を併設しているわけじゃないでしょう

別に。なぜ穂波だけ、統合できるかどうかもわかんないんですよ。そのときに、いつになるか

わからないようなことにこの計画を従属させて、リンクと言ってもいいけど、従属ですよ。さ

せて、事実上穂波の支援センターを希望する子育て世代を苦しめているわけでしょう。お金の

問題かと聞いたわけですよ、それが。 

○福祉部長 

 ただいまの穂波地区の子育て支援センターについてのご意見をいただいております。飯塚市

としての子育て施策の全般としまして、もともとありました子育て支援センターにつきまして

も、穂波地区には需要があるということで穂波地区につくりたいというふうに、現在考えてお

りますが、その際にはやはり保育所との関係もございます。保育所をどこにどういう形で整備

するかというのもあります。そことの関連がございますので、あわせて計画をさせていただき

たいというふうに、思っておりますので、もうしばらく検討する時間をいただけましたら、そ

の際には合わせて、子育て支援センターについての計画もできるのではないかというふうに考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○川上委員 

 お金の問題かと聞いたんですよ。 

○福祉部長 

 お金と言いますよりも、やはり子育ての環境ということが重要でございますので、それに最

もいいところということで考えておりますので、今のご質問で言いますとお金ということでは

ございません。 

○川上委員 

 そしたらお金のことでないんであれば、構想の問題ですよ。需要がある、計画もある。だけ

ど、あなた方が勝手に楽市と平恒を統合したいからと。誰も賛成していないでしょう、まだ。

そのときにつくりましょうというのは、もういかにも希望のある方たちを無視しているかとい

うことですよ。だからそういうお金の問題ではないというふうに答弁あったけど、構想を改め

て、きちんとやるというのが決算から出てくる教訓ではないでしょうか。質問を終わります。 

○委員長 

 先ほど保留しておりました１２２ページ、病児保育事業委託料の川上の質疑について、答弁

の準備ができたようですので、執行部の答弁を求めます。 

○子育て支援課長 

 先ほどの病児保育の件なんですけども、市立病院の事務部長と総務課長と協議を持っており

ます。 

○川上委員 

 事務部長とは何ですかね。事務部長はおられるんですか。 

○子育て支援課長 

 事務部長と総務課の課長というふうになっています。 

○川上委員 

 事務部長というのは事務長のことですか。 

○子育て支援課長 

 そうではなく、事務部長というふうにはお聞きしております。名刺もいただいております。 

○川上委員 



６５ 

 そこと、平成３０年に３度話をして、らちが明かないんだけど、病院の中ではどこまで話が、

責任あるところにいっているんでしょうね。 

○子育て支援課長 

 申しわけございません。どこまで言っているかというところまでは把握しておりません。 

○川上委員 

 よく意思を一致して、きちんと、そのレベルでのルートでの話を通していくということと同

時に、市立病院管理運営協議会というのがあるでしょう。市長が責任者の。こういうところは

話す場でもあるんですよ。そこで、やったことないですか。２回やっているはずだけど、運営

協議会。話はしていないですか。 

○市長 

 昨年度、私どちらも出席していますが、このことが議題に上がったことはありませんでした。 

○川上委員 

 市立病院ですよ。担当課が申し入れしているかと、どこまでいったかわからないと。でも運

営協議会で両方に責任を負う片峯市長が上がってないというわけだから。ここをどうかしてく

れませんか。特別な事情でできないんだったら、また考えないといけないけど、そこまでまだ

いってないようだから。子どもの健康、生命にかかわる問題だから。ちょっと考えてください

よ。立地が良いかどうかという問題とかは、別にまだあると思います。市内で２番目をつくる

とすればね。そういうことも考慮しながら、公立病院が責任を負う立場で話をしていくと、中

心人物は両方兼ねているのは、片峯市長だから、よろしくお願いします。 

○委員長 

 次に１２５ページ、青少年対策費、児童クラブ運営委託料の内訳について、吉松委員の質疑

を許します。 

○吉松委員 

 児童クラブ運営委託料について、お尋ねいたします。委託先は、ＮＰＯ法人飯塚市青少年健

全育成会連絡協議会という、長い名称のところでございますが、委託料の内訳についてどうな

っているか、お願いいたします。 

○学校教育課長 

 児童クラブの運営に必要な経費を積算して委託料を支払っており、主なものは支援員に係る

賃金となり、その他に児童に関する消耗品、事務局経費、支援員の研修費、研修費用、研修講

師、臨床心理士等の謝礼金となっております。金額の内訳といたしましては、支援員人件費が、

１億９２０６万８９８８円、事務局人件費が、１６８６万６３３２円、講師謝礼、３０３万

７千円。消耗品費等が、８８７万３００７円、研修旅費が４７万８２６６円となっております。 

○吉松委員 

 委託料の９０％以上は人件費だと。その中でも主に支援員の人件費が主だということですけ

れども、支援員の賃金については、どのような積算をなされているんでしょうか。 

○学校教育課長 

 賃金に関しましては、飯塚市臨時職員の保育士賃金をベースに積算を行っておるところでご

ざいます。 

○吉松委員 

 飯塚市では児童クラブの事業を学校教育課が所管していると。学校と一体となって集団活動

を実施する独自の取り組みをなされております。これは全国的に見ても、先進的なものだとい

うことですが、これは別に私が先進的だと言っているわけではございません。実際に、ここに

「子どもに豊かな放課後を」という本がございます。この本の著者は、生涯学習通信風の便り

の編集長でもあります三浦清一郎先生が書かれておるんですけれども、この中で、飯塚市の挑

戦というような表現で、これはもう全国的にも、初めての取り組みであると評価されておりま
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す。なぜかというと、児童クラブについては、国で言えば厚生労働省の管轄、それから学校教

育については文部科学省の管轄ということで、この違った枠組みの業務を飯塚市は一緒にして

取り組んでいると。本当にすばらしいことだと思うんですけれども、しかし、こういう先進的

な取り組みというのは、おのずと支援員の業務とか責任というものも重くなると思うんですけ

れども、これは、とりもなおさず支援員の頑張りがあってこそだと思っておりますが、この取

り組みを継続するためには支援員の賃金も取り組みに見合ったものであるべきだと思いますが、

どのようにお考えでしょうか。 

○学校教育課長 

 質問委員が言われるとおり、各児童クラブで集団活動に取り組んでいただき、支援員にはこ

とわざ覚えや体力向上など、独自の学習プログラムに大変ご協力いただいているところでござ

います。支援員の仕事に見合った賃金は、支援員の確保にもつながるということから、調査検

討すべきものでありますので、支援員の手当等について、本事業の委託業者でございますＮＰ

Ｏ法人飯塚市青少年健全育成連絡協議会と協議し、検討してまいりたいと考えております。 

○吉松委員 

 飯塚市の取り組みは、既に朗唱とかことわざ覚えとか、体力向上とかいう内容で、非常に成

果を上げているところでありますけれども、このことは大いに飯塚市民の方にも理解していた

だきたいと思いますし、飯塚市以外の方にもアピールをして、定住促進の一助になればと思っ

ておりますので、ぜひともＮＰＯ法人飯塚市青少年健全育成会連絡協議会の要望に耳を傾けて、

そして、協議をしていただいて予算に反映していただきたいと思います。意見を述べて終わら

せていただきます。 

○委員長 

 同じく１２５ページ、青少年対策費、児童クラブ運営等委託料について、川上委員の質疑を

許します。 

○川上委員 

 児童クラブは、現在統廃合の関係で、小中一貫校化の関係で１９単位で事業をやっていると

思うんですけど、そのうち、３カ所を除いて全て保育する子どもが急増していますよね。それ

で、そのうち、障がいのある子どもがいると１０４ページの追加資料で説明があるんだけど、

１９のうち１７単位で障がいがある子がいて、それ以外にもここに注意書きがあるけれども、

それに該当しない子どもさんもいると思うんですよ。それで、障がいのある子どもの対応につ

いては、どういう体制をつくっておるのかお尋ねします。 

○学校教育課長 

 まずは、障がいを持つ子どもに対する対応といたしましては、支援員の増員を図っていると

ころでございます。また特別に子どもたちが落ちつく場所等が必要でありましたら、児童クラ

ブ内で対応できなければ、学校の特別支援学級の教室等、学校施設を利用しながら対応してい

るところでございます。 

○川上委員 

 これについては、具体的にはどういうふうになっていますか。 

○学校教育課長 

 平成３０年度でございますけれども、支援単位が４６のところで一支援単位が２名と計算し

ていくと、９２名で支援員の雇用数は１０９名確保しております。ただし、さらにきめ細やか

な支援をするためには２名ほど、昨年度については不足している実情がございました。 

○川上委員 

 障がいのある子どもの対応に支援員を増員というんだけど、実際は２人足りないということ

なんですか。 

○学校教育課長 
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 現実的には、あと２名ほしいところがございました。 

○川上委員 

 それはどこですか。 

○学校教育課長 

 ３０年度につきましては、若菜と上穂波でございます。 

○川上委員 

 なかなか支援員の確保が難しいという状況ですか。 

○学校教育課長 

 ホームページ等を使って募集をしておりますけども、なかなか集まりづらい面もございます。 

○川上委員 

 やっぱり吉松委員が提案されたようなことが必要というのも、頷けるわけですね。それから

学校施設を使う場合もありますよということなんですけど、狭い場合は。どこがそうなってい

ますか。 

○学校教育課長 

 鯰田、片島、伊岐須、上穂波でございます。その他特別の場合には、学校の教室のほうを使

うこともあるかと思います。 

○川上委員 

 普段、子どもが居室しているところに支援員もいるわけでしょう。必要がある子は、学校の

施設にという場合でしょう。目を離してしまうことはないですか。どういうふうになっていま

すか、安全は。 

○学校教育課長 

 そのことがございますので、まず支援単位には複数名配置というのが国のほうの基準になっ

ているかと思います。さらに、今委員がおっしゃいますとおり、そういったこともあり得ます

ので、増員をするということが必要だということで、増員をしているところでございます。 

○川上委員 

 そしたら、その若菜と上穂波、そこの２つは、その子の安全、もっと言えば命にかかわる事

態が起こらないようにするためには、急いで配置しなきゃならないということですね。 

○学校教育課長 

 昨年度はそのような状態でした。したがって、支援員の皆様にはご苦労かけたことだという

ふうに思っております。 

○川上委員 

 支援員も苦労したというふうに言われるけど、子どもは非常に危険な状態にあったというふ

うに言える状況だったんですか。 

○学校教育課長 

 特に必要な事態が生じたときには、青少年事務局のほうから事務局員がそこに出向いて支援

するようにしておる体制はとっておりますので、そのような危険な状態自体は、実際にはござ

いませんでした。 

○川上委員 

いずれにしても、安全確保それから障がいのある子どもたちが安心して落ち着いて、ここに

来て幸せだったと言ってくれるような空間にする必要があると思うので、少なくとも今足りな

いのは、そのとき足りなかったんでしょうけど、もうそういうことが起こらんように頑張りま

しょう。 

○委員長 

 次に、１２６ページ、青少年対策費、休日等子育て支援事業対象拡大について、委員の質疑

を許します。 
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○土居委員 

 １２６ページ、青少年対策費の休日等子育て支援事業対象拡大について、お尋ねします。休

日に保護者の病気や仕事などで小学生を預かる休日等子育て支援事業についてお尋ねします。

まずどこで実施されているのか、事業はいつから始まったのか。また、過去の実績はどうなっ

ているのか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 本事業は平成２５年度より片島児童センターにて実施しております。これまでの利用実績に

つきましては、平成２５年度の登録児童数は２２名、利用児童数１４名、開所日は１１日、平

成２６年度の登録児童数１９名、利用児童数は７９名、開所日４７日、平成２７年度の登録児

童数１５名、利用児童数は３３名、開所日は２３日、平成２８年度の登録児童数１０名、利用

児童数は４９名、開所日２３日、平成２９年度の登録児童数１５名、利用児童数は２８名、開

所日２０日、平成３０年度の登録児童数は５名、利用児童数２１人、開所日１８日となってお

ります。 

○土居委員 

 年々利用する児童数が減少しているようですが、周知はどのように行っているのかお尋ねし

ます。 

○子育て支援課長 

 市の公式ホームページや、毎年発行する子育てガイドブックに掲載、また各小学校を通じて

各保護者宛てチラシの配布を行っております。 

○土居委員 

 現在、片島児童センター１カ所で実施されているようなのですが、実施場所の拡大等につい

ては考えられておられたら、お示しください。 

○子育て支援課長 

 現在の利用状況から判断して、実施場所を拡大することは考えておりません。今後、利用児

童数が増加し、実施場所は１カ所での対応が難しいと判断した場合がありましたら、本事業が

嘉飯桂定住自立圏事業でもあることから、嘉麻市及び桂川町と協議していきたいというふうに

は考えております。 

○委員長 

 次に、１２６ページ、青少年対策費、産前・産後生活支援の利用の現状と課題について、金

子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 １２６ページの産前産後生活支援の利用の現状と課題についてお尋ねいたします。その利用

の人数、回数、内容、支援者についてお知らせください。 

○子育て支援課長 

 産前産後生活支援利用状況につきましては、平成２８年度の利用人数が３３人で１１６回、

平成２９年度の利用人数が２１人で８１回、平成３０年度の利用人数が３９人で９３回、支援

内容につきましては、主に乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の準備及び片づけ、身の回り

の世話、生活必需品の買い物など、主に育児や家事支援になります。支援者につきましては、

本事業を飯塚市シルバー人材センターへ委託しております。 

○金子委員 

 ２９年度が２１人から３０年度が３９人で約倍に伸びていまして、回数的には８１回が

９３回でそこまで伸びてないなというのが、つまり結局、利用者人数はふえたけど、回数はそ

こまで、１人当たりそんなに利用していないということになるんではないかなと思います。こ

の課題について、どういうふうにお考えになるのか、お尋ねいたします。 

○子育て支援課長 
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 窓口相談時はもとより、赤ちゃんすくすく元気訪問事業での説明や、子育て支援施設、ブッ

クスタート事業でのチラシの配布を行っており、本事業の問い合わせは年々増加しているよう

な状況ではございます。しかしながら、まだ当事業を知らない妊産婦に対してさらなる周知を

図るために、他課との連携、広報活動を強化していって、周知を行っていきたいというふうに

考えております。産前産後と申しましたので、具体的にその産前がどのくらいの期間なのか、

産後がどのくらいの期間なのかお尋ねいたします。 

○子育て支援課長 

 産前は、母子手帳交付時期、こちらから利用回数としましては、２回。産後は、１６週まで、

こちらは１６週の間に１０回の利用が可能となっております。 

○金子委員 

 子どもを育てて、まだ一番初めの段階ですよね。まだ１歳になってない状況の中で、子ども

にとって、保護者以外の人と接する初めての機会になるのではないかなと思います。その保護

者にとってみても、大変いろんな経験を持たれているシルバー人材センターの方の助言という

のは大変貴重なものではないかと思いますが、シルバー人材センターの方への研修はあるのか

ないのかお尋ねいたします。 

○子育て支援課長 

 シルバー人材センターのほうで、子育てマイスター講座のほうを受講しております。 

○金子委員 

 このシルバー人材センターの方の研修も大変重要だと私は考えております。何より２歳まで

の虐待が多いということもあるので、虐待防止、虐待をしないためにも、みんなで子どもたち

を守るためにもぜひ、研修等を充実させてこの事業がたくさんの利用がふえるように要望いた

します。 

○委員長 

 次に、１２８ページ、扶助費、生活保護運営事業（エアコン）について、土居委員の質疑を

許します。 

○土居委員 

 １２８ページ、扶助費、生活保護運営事業（エアコン）について、お尋ねいたします。この

夏も、非常に暑い日が続きましたが、被保護世帯のエアコン設置状況の把握について、お尋ね

します。 

○生活支援課長 

 昨年秋に全戸調査いたしましたところ、４３０３世帯中３８３１世帯にエアコンが設置され

ており、４７２世帯が未設置でございました。設置率につきまして８９％、残り１１％の世帯

がエアコンが未設置の状況でございました。 

○土居委員 

 生活保護受給者にとって、エアコンの購入は非常に大きな買い物であるかと思われますが、

用意できないということで、熱中症や命の危険に直面するようなことがあってはならないと思

いますが、このような対応はどのように行っているのかお示しください。 

○生活支援課長 

 質問委員が言われますように、生活保護受給世帯のエアコン設置率は、一般世帯のそれを大

きく下回っているであろうという認識はしております。このエアコンの設置費用でございます

が、平成３０年７月より、それ以降に新規開始もしくは転居した世帯において、熱中症予防が

特に必要とされるもの、例えますと、高齢者、障がい児、小児、難病患者等に対しまして、エ

アコン本体５万円の設置費用とそれに伴う設置費用を支給することが可能となっております。

これにより、本市でも昨年度８件、本年度も８件のエアコン設置費用を支給したところでござ

います。しかしながら、この制度創設以前から生活保護を受給されている方につきましては、
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この制度の対象外となりますので、日ごろのやりくり、または県社協の生活福祉資金の貸し付

けを利用して設置していただくこととなります。この貸し付けに関しましては生活保護の収入

認定の対象とはなりませんし、もちろん連帯保証人がいらっしゃれば無金利での融資となって

おります。 

○土居委員 

 近の記録的な猛暑続きでは、生活保護者受給者はエアコンを持っていたとしても、電気代の

ことが心配で使用もできないような状況であるのではないかと思われますが、これらについて

はどのように考えておられますか、お示しください。 

○生活支援課長 

 生活保護受給をされている方の中には、高齢者や障がい者の方などが多く、健康面での配慮

が特に必要な方が多数いらっしゃいます。しかしながら、電気代を節約せざるを得ない状況の

ために必要な時期に冷房を利用できない世帯が多数おられることも私どもも認識しております。

このため、この８月に行われました福岡県都市福祉事務所長会議におきましても、本市を含め、

県に対しエアコン等の電気代の一時的な需要に対応するための夏季加算の創設を要望している

ところでございます。この要望に対しまして、県からはエアコン等の電気代の一時的な需要に

対応するためには夏季加算が必要であるとの認識から、国に対し、夏季加算の創設を要望して

いるとの回答をいただいております。生活保護はあくまでも国の制度でございますが、このよ

うに自治体の立場から、今後も他の自治体とともに協力して要望活動を行ってまいりたいと考

えております。 

○委員長 

 次に、１３４ぺージ、環境対策費、環境災アドバイザーについて、土居委員の質疑を許しま

す。 

○土居委員 

 １３４ページ、環境対策費の環境アドバイザーについて、お尋ねします。環境アドバイザー

事業とはどういったものか教えてください。 

○環境整備課長 

 市民の環境に対する理解、知識の向上に寄与するために、環境に関する有識者をアドバイ

ザーとして登録し、市民団体等の依頼に応じて派遣し、環境に関する講座の開催を行う事業で、

より多くの市民に環境に関する理解、知識を深め、実践してもらうことを目的として、平成

２２年度より事業を開始しております。 

○土居委員 

 環境アドバイザー事業にかかる費用はどのようなものか、お示しください。 

○環境整備課長 

 事業費といたしましては、環境アドバイザーに対し、１回につき１５００円の講師謝礼金を

支給しております。また、アドバイザー登録者には、年間を通じてボランティア傷害保険をか

けますので、その保険料を支出しております。 

○土居委員 

 では、環境アドバイザーの派遣利用状況はどのようになっているのか教えてください。 

○環境整備課長 

事業開始の平成２２年度は、年間派遣件数が１件でしたが、徐々に増加し、平成２５年度に

は４３件となりましたが、その後減少し、平成３０年度は１回となっております。 

○土居委員 

派遣件数が減少している理由は把握されていますでしょうか。 

○環境整備課長 

 環境アドバイザーの活動を中心的に実施されていた２名のアドバイザーが途中で独立した事
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業を実施することになり、急激に減少していった経緯があります。また、環境基本計画の推進

母体である飯塚環境会議の出前講座を、平成２８年から開始し、市民目線の取り組みやすい環

境講座となっており、こちらの事業を利用される市民や団体が増加していることも減少の要因

だと考えます。 

○土居委員 

 今後はどのようにしていくお考えですか、お示しください。 

○環境整備課長 

 この事業の目的は、市民の環境に対する理解知識の向上にあるのですが、そういった内容の

事業がほかにもふえてきております。また、本年度の事務事業評価２次評価にて、類似する事

業が複数あり、他の事業で対応可能であることから、２次評価を休廃止とするとの評価があり、

今後は事業廃止の方向で検討していく予定です。 

○委員長 

 次に、１３４ページ、環境対策費、資源回収団体奨励補助金について、奥山委員の質疑を許

します。 

○奥山委員 

 １３４ページ、資源回収団体奨励補助金について伺います。私はこれをどんどん活用してい

ただいて、各団体がそれぞれの経費をこれで賄っていただければというふうに思っております

ので、質問させていただきます。飯塚市が現在資源回収を行っている団体に奨励補助金を出し

ておりますが、内容についてお伺いします。 

○環境整備課長 

 ごみ減量化、資源化を図ることを目的としております。この内容につきましては、第２次環

境基本計画にも掲げて目標としております。そのことを、訴えるだけでは、資源化率の向上は

いたしません。自分の家の家庭ごみとしてへ出す行動から各団体が資源として回収する行動へ

意識改革を促す誘発剤として、補助金を支給いたしているところでございます。 

○奥山委員 

 資源回収団体の登録数と、実際に平成３０年度に活動された団体数は何団体か、お願いしま

す。 

○環境整備課長 

 平成３１年３月３１日での登録団体数は２８１団体で、そのうち平成３０年度に活動された

団体は２５３団体となっております。 

○奥山委員 

 手元にもらった資料によりますと、２８年度、２９年度２８５団体だったのが２８１という

ことで、団体数も減っておりますし、資源回収もだんだん減ってきているんだろうというふう

に思います。次に、平成３０年度に活動されなかった団体、２８団体になりますけれども、そ

れらの団体に対して活動の再開等に向けた呼びかけをされているかお聞きします。 

○環境整備課長 

 資源回収登録団体で２年以上活動がなされてない団体に対しまして、ごみ減量化及びリサイ

クル推進のため資源回収活動に取り組んでいただき、資源回収団体奨励補助金制度を活用して

いただきますよう文書を発送し、活動を推進しているところでございます。 

○奥山委員 

 次に、資源回収団体奨励補助金の支出が減ってきているというふうに思いますけれども、要

因は何だというふうに考えておりますか。 

○環境整備課長 

 要因としましては、団体の中心を担う方の高齢化に伴う活動の縮小や廃止があります。また、

最近はスーパーやコンビニ等での回収がふえており、日時を考えなく気軽に出せることも要因
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であると考えます。 

○奥山委員 

 次に資源回収量も、近年減ってきているということですけど、ごみの量はどのように推移し

ているかお尋ねします。 

○環境対策課長 

 過去３年間のごみ処理状況は、決算資料１１０ページに、ごみ処理状況の推移で示しており

ますが、多少の増減があるものの横ばいの状況でございます。 

○奥山委員 

 冒頭に言われました第２次環境基本計画、これは平成２４年から１０年間ということで、こ

の中の目標として、１日１人当たりのごみの排出量、１００４グラムから９０４グラムという

ことで、先ほどの資料で３０年度が４万４４８５トンのごみが出ておりますけれども、一人当

たりの量を１２万８千人で計算しますと、９５２グラム、まだまだごみの目標達成はできてお

りません。それから、同じく資源回収の量ですけれども、これも目標を掲げてあるのは

２０１０年度は４４１６トン資源回収をやろうという目標を、この平成２４年度には

４８５８トン、年間でやろうということで、現在、もらった資料ですと２１７０トン、資源回

収は半分以下ということで、まだまだ資源回収が、その分先もほどおっしゃいましたけど、コ

ンビニ等のいろんなところにボックスが今、どんどん出せる状況になっておりますけれども、

一つは、団体数をふやすということと、それからまた活動をされてないところ、先ほど手紙を

出されたということですけれども、どんどん推進していただいて、目標である４８５８トンを

目指してやっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長 

 次に、１３６ページ、ごみ処理費、市のごみ袋等他自治体の比較について、深町委員の質疑

を許します。 

○深町委員 

 私が議員になる前に、うちのほうの自治会から飯塚市のごみは日本一高いじゃないかという

質問でありました。日本一かなと思っておりましたけれども、その関係もありまして、ちょっ

と質問させていただきたいというふうに思います。ごみ袋が他の自治体と比較してどの程度の

ものなのか、飯塚市のごみ袋ですね。それと、ごみ袋販売料金、収入が５億６千万円ぐらいだ

と。実際にごみ処理経費はどのくらいかかっているのかというのを、ちょっと答えてください。 

○環境対策課長 

 まず、ごみ袋は５億６千万円かかっておりますが、ごみ処理経費がどのくらいかというとこ

ろでございますが、ごみ処理経費は、決算書１３６ページ、４款、衛生費、２項、清掃費、

２目、ごみ処理費、１７億５６３８万１千円と１目、清掃総務費の飯塚市・桂川町衛生施設組

合負担金と、福岡県央環境施設組合負担金のうち、ごみ処理負担分５億５１５５万７千円を合

わせた経費で、２３億８４５万８千円かかっております。また、他市と比べてごみ袋料金は高

いのではないかというご質問ですが、提出資料１０９ページに、ごみ袋代の他市比較資料のと

おり、近隣市町と比べますと、料金は高くなっておりますが、ごみ袋料金を旧金額の５０円に

戻した試算をしますと、約１億５千万円の収入減となり、その分を一般財源で負担することに

なりますことから、近隣市町と料金の差が生じておりますが、ご理解いただきたいと考えてお

ります。 

○深町委員 

 ごみ袋、私が資料いただいているんですけども、福岡県内では一番高いかなと、全国区では、

北海道帯広と釧路がちょっと高いので、日本一じゃないかなとは思ったんですけど。穂波と飯

塚市が合併したときに、穂波は非常に安かった。５０円か何かだったと思いますけど、それが

市町村合併してあまりいいことないなと。即ごみ袋が上がってきたということで、ちょっと反
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感持たれているんですけど、その辺で飯塚市のごみ袋料金はなぜ高いのかなというところで、

ちょっとお話聞かせていただきたいなと思います。 

○環境対策課長 

 料金につきましては、合併前旧飯塚市が７０円、旧４町が５０円であったのを合併に際して

住民負担の軽減から５０円に設定いたしておりました。その後、行財政改革において、平成

２０年度をめどに収集方法を含め料金の見直しを行い、平成２１年６月より現在の金額となっ

ています。現行の金額は、合併前の旧飯塚地区の導入経過を参考に算出したところ、平成

１９年度のごみ袋１袋当たりの収集運搬処理経費が２６７円となり、その３分の１に見合う金

額が８９円となりました。このまま５０円でいけば生活環境を守るべき予算がますます圧迫さ

れると判断し、平成２１年６月より苦渋の決断での７０円に決定させていただいております。

ごみ処理に係る経費の削減に取り組む一方で、市民の皆様にはごみの減量化をお願いするとと

もに、収集運搬処理経費の一部のご負担をお願いしたものでございます。 

○深町委員 

 わかりますけど、ごみ袋料金が今後安くできるような方策はありますかね。 

○環境対策課長 

 先ほどもお答えしましたが、ごみ処理手数料を１袋当たり５０円に戻した場合、平成３０年

度のごみ袋売払数量から試算しますと、年間約１億５千万円の収入の減となります。また、ご

み処理手数料はごみを出される方全てに公平に負担していただくものであります。ごみを多く

出す人にはそれなりの負担がかかりますが、ごみを減量していただく人には負担が少なくなり

ます。市民の皆様が、よりごみの減量化や資源化にいま一度目を向けていただき、さらなるご

協力をいただくことで、今まで大の袋で出されていた方が中の袋で出すことにより、市民の皆

様の負担軽減に結びつくと同時に、市の処理経費の削減や地球温暖化防止につながると考えて

おりますので、現在、ごみ袋の値下げについては考えていないような状況でございます。 

○深町委員 

 大体の経緯はわかりますけど、他市、福岡県内で飯塚市以外のところがこういう料金で回収

しているという経緯もあります。袋が安いということもありますので、あと経営努力といいま

すか、いろんな回収とか分別して少しでも資源になるものを出すとか、いろんな努力してもら

って、少しでも下げてもらいたいなと。私のところも自治会とか住民に話すときに、３分の

１で行っているんですよということしか今のとこ言えないような状態なんで、その努力をよろ

しくお願いしたいと思います。 

○委員長 

 次に、１３７ページごみ処理費、ごみ収集業務委託料について、奥山委員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 １３７ページ、ごみ収集業務委託料について伺います。平成２９年度、前年になりますけど

も前の年、６億６６３６万円だったのが３０年度は７億３３３０万４千円ということで

６６９４万４千円増加しておりますけども、この内容についてお伺いいたします。 

○環境対策課長 

 平成２９年度は、可燃ごみ収集業務において民間委託２４台、直営４台だったものを、

３０年度に直営分の３台を３業者に１台ずつ新たに民間委託し、民間委託２７台、直営１台と

しました。また、不燃ごみ収集業務では、平成２９年度、民間委託１４台、直営５台だったも

のを直営分４台を民間委託し、３０年度は民間委託１８台、直営１台としました。このことに

より、可燃ごみ収集業務で約５７０４万３千円、不燃ごみ収集業務で約６９３万５千円、合計

６３９７万８千円の、委託料の増となったことが主な増加の要因となっております。 

○奥山委員 

 今は、直営分の３台を３業者に１台ずつということと、不燃ごみについては直営分４台を民
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間と言われて、ちょっと文言が、何業者に委託されたのか、ちょっと書いていないのでわかり

ましたらお願いします。 

○環境対策課長 

 ごみ収集業務については、３台分を３業者に不燃ごみ収集業務につきましては、４台分を

３業者に委託しております。 

○奥山委員 

 次に、委託料は今回民間がの方がふえたわけですけども、それぞれの委託料の算出といいま

すか、その根拠についてお示しください。 

○環境対策課長 

 ３０年度から新規に委託した委託料につきましては、従来からの算定基礎をもちい、世帯数、

収集日数を乗じて算出しております。算定基礎につきましては、車両１台にかかる経費を算出

しまして、それに対して必要台数をかけたところで委託料を算出しております。 

○奥山委員 

 今の世帯数ですかね。世帯数が、例えば途中で変動になった場合についてはその委託料も変

動になってくるということでよろしいですかね。 

○環境対策課長 

 基本的に３年ごとに委託料の見直しを行いますので、途中で世帯数が変わったとしても変更

ありません。 

○奥山委員 

 次に、ふれあい収集が３０年度から始まっていると思いますけども、その推移についてどの

ようになっているのか、お願いします。 

○環境対策課長 

 平成３０年度から開始しましたふれあい収集につきましては、３０年度末では１１０世帯で

ありました。入院等で廃止世帯が２４世帯ありますが、現在サービスを行っている世帯は

１３７世帯となっております。 

○奥山委員 

 次に、ふれあい収集はごみを集めるだけではなくて、どのような効果があるのか、お願いし

ます。 

○環境対策課長 

 ふれあい収集は、ごみを持ち出すことが困難な世帯に戸別訪問して、ごみを収集する目的と

高齢者や障がい者に対する安否確認を行うことを目的としております。声かけを行うことで、

コミュニケーションを図ることにもなり、利用者から大変喜ばれております。 

○奥山委員 

 今から、高齢者の方がますますふえて、拠点のところまでごみを持って行かれないという方

もだんだんふえるかと思います。このふれあい収集でいろんなところで自治体でされておりま

すけど、ますます重要になってこようかと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、

ふれあい収集はどのようなルートで収集したのかお願いします。 

○環境対策課長 

 現在は２ルートで収集していますが、設置世帯数の増、また単なる収集だけではなく、声か

けも行っていることから、通常よりも時間を要するため、今後は、３ルートで収集することも

検討しております。 

○奥山委員 

 ふれあい収集を行うことで、通常の収集業務委託料は減とならないのかどうか、お願いしま

す。 

○環境対策課長 
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 ふれあい収集で対象世帯のごみは減りますが、通常の収集業務はルートで回収していますの

で、距離はあまり変わらず全体への影響はごくわずかなものと考えております。 

○奥山委員 

 最後になりますけども、高齢化社会、先ほど申し上げましたが、ふれあい収集の対象となる

世帯がどんどん、ふえてくるかと思いますけども、今後も車といいますか、軽トラとていいま

すか、それをふやしていくのかどうかお尋ねしてこの質問を終わります。 

○環境対策課長 

 現体制で対応できるところまではふやしていきたいと考えておりますが、それ以上の需要が

あるようになれば、その後の対応を検討しなければならないと考えております。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

○吉田委員 

 すみません、１３４ページの衛生費、保健衛生費、環境対策費のスズメバチ駆除補助金です

ね。これについて、１０８ページに別途資料を要約していただいて、出していただいています

んでこの件についてご質問申し上げたいと思います。この支出額、予算の関係は３０年度予算、

これ幾らだったですかね、もともとは。 

○環境整備課長 

 平成３０年度の予算としましては、補助金額の上限５千円の２５０件分としまして１２５万

円、予算の計上いたしておりました。 

○吉田委員 

 この補助金で申請者が駆除業者に実際に払った金額はどのようになっていますか、平均金額

は、また幾らになっているのか、わかる範囲でお答えください。 

○環境整備課長 

 平成３０年度は８３件、４０万１７００円の補助金を交付しております。申請者が駆除業者

に支払った金額の合計が１６６万１７２０円で、１件当たりの平均金額としましては、２万

２１円となります。 

○吉田委員 

 巣の撤去について業者に委託されて、そのような金額を１６０万円の金額を実際に払ったと

いうことですが、支払った中の件数で市民の方が、場所によっても値段が違うということは聞

きます。設置場所とか、スズメバチが高いところにつくっているとかいうのがあるんで、低い

金額と最高の高い金額を教えていただけますか。 

○環境整備課長 

 巣の大きさ設置場所、駆除業者等では駆除費は変わってきますが、平成３０年度で最低金額

としましては、７５６０円、最高金額としましては、１０万４４０円をお支払いされておりま

す。 

○吉田委員 

 かなり開きがあるようです。それでは補助の申請の流れについてご質問したいと思います。

それで審査するのが、本人さんが申請するとは思われるんですが、申請の流れについて、それ

とあと添付書類等もあれば、写真とか、そういうのが必要なってくると思うんで、そこら辺を

お示し願いますか。 

○環境整備課長 

 苦情業者に依頼して駆除した日から３カ月以内、または、駆除した日の属する年度の３月末

日のいずれか早い日までに補助金交付申請書に必要書類を添付して申請することになります。

必要書類としましては、１つ目としまして、先ほど質問言われましたような、駆除前後の写真、

２つ目としまして、駆除業者が申請者宛てに発行したスズメバチ駆除費用の領収書の写し、
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３つ目としまして、駆除した場所の位置図、または見取り図、４つ目としまして、補助対象者

の滞納状況確認の同意書を必要書類として出してもらうようになります。その後、市税の滞納

状況を調査しまして、滞納がないことを確認後、補助金の交付ということになります。 

○吉田委員 

 申請方法についてはよく理解できましたけど、これその実際にその巣を撤去する業者さんの

方から、こういう悪徳業者もいるから注意してくださいよっていうことでお耳に入ったんです

けど、巣の現状と巣の撤去後の写真は当然ですけど、やはりその時期によって活動時期が大体、

５月から１０月後半ぐらいまでが活動時期ということで、その後に発見した巣についても、や

はり怖いからということで、市民の方がとられる方もおられるそうなんですよ。これは飯塚市

の事例じゃないんですけど、ほかの地域でやはりその１０月後半、１１月に巣も何もないとこ

ろで、高額な請求をかけて巣を撤去されたっていう事例もあっているみたいなんで、もしよけ

れば検討課題として、ハチが実際にいるのかの写真についても、提出していただければ、その

面は省かれるんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討をお願いします。次に行きますが、ス

ズメバチの実際の人的被害についてどのような状況であるかお答えください。 

○環境整備課長 

 スズメバチの人的被害につきましては、市へ情報が寄せられている件数としましては、年間

１０件ほどあっております。また、飯塚地区消防本部に通報があり、救急車で搬送された方は

昨年度は１２件あったとのことでした。 

○吉田委員 

 先ほどの支払いのほうの、撤去に対する支払いについてに戻りますが、平均すると実際にか

かった駆除費の約４分の１が補助金として支出されていることになり、当初予算に対する補助

金の支出額によれば３分の１あります。現在５千円の補助金の上限を平成２８年度の補助金を

スタートしていますが、駆除費の２分の１、１万円にこの状況だったらしてもいいのかなと考

えられますが、その点はいかが考えをお持ちでしょうか。 

○環境整備課長 

 スズメバチの巣の駆除件数は、気象状況の影響を受けやすく予想するのは難しい現状があり、

資料１０８ページにもお示ししていますように、平成２８年度、３０年度は１００件を下回っ

ていますが、平成２９年度は２３８件と大幅な伸びとなっております。しかし、実費用と補助

金の差が大きければ、巣の駆除をためらう方も出てくることも考えられますので、近隣自治体

の現状調査をするとともに、関係課と協議を行い、検討していきたいと考えます。 

○吉田委員 

 実際、先ほどスズメバチの活動時期も申しましたけど、春から秋になっています。気温や雨

の関係についても、その年その年で違いますが、近隣自治体の動向について、研究して、努力

はするということですが、嘉麻市については２７年度当初、うちより１年早いわけです。当初

から１万円、桂川町についてはものすごく取り組みが早く、平成２３年度から１万円。田川市

はちょっと落ちて７千円、日田市が１万円、遠賀町が１万円、このような状況ですから、近隣

並みにどうかしていただけるように要望して質問を終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○川上委員 

 追加資料の１１１ページにごみ収集量の推移が業者ごとにあります。全体としては横ばいな

いし、業者ごとは、横ばいないし、減少しているんだけれども、イブキアメニティサービス、

については１．３５倍、ファミリーエムケイについては１．９５倍になっています。かいた環

境開発工業は新規ということなんでしょうか。このイブキとエムケイについて、どういう事情

でこういうふうにふえておるのかお尋ねします。 
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○環境対策課長 

 先ほどお話ししました。今年度から民間に委託した部分がありまして、そこに委託した業者

がこのイブキアメニティサービスとファミリーエムケイとなっております。それで委託料の増

となっております。 

○川上委員 

 委託料も１．３５倍、１．９５倍ということになるんですか。 

○委員長 

 時間がかかりますか。 

○環境対策課長 

 今のところ計算していないので、資料は持ち合わせておりませんのでちょっと時間がかかる

と思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１７：４５ 

再開１７：４６ 

委員会を再開いたします。 

先ほどの質問に対する答弁がちょっと時間がかかりますので、この質疑に関しましてはあし

たの朝の一番で続けていきたいと思います。 

お諮りいたします。認定第１号から日程第１２号までの１２件につきましては本日の審査を

この程度にとどめ、あす９月２０日午前１０時から委員会を開き、審査したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。以上をもちまして、平成３０年

度決算特別委員会を散会いたします。お疲れさまでした。 


